
唱

E
E
E

官

1n岡嶋
4
E守

主
守

R
園田



榎並八ヶ洪水記

大阪府立図書館に、『榎並八ヶ洪水記』という

色彩画35枚と、これに添えた説明文を記した上下

2冊の自筆本が架蔵されている。これは享和2年

(1802）の淀川大洪水の模様を記録したものである。

筆者は大坂心斎橋の扇子商南竹堂の主人の小橋屋

宇兵衛で、この大洪水の被災地を駆けずり回って、

その様子を得意の絵と文で克明にルポルタージユ

した珍しい本である。

この時の悶台風は日本列島を通過して各所に水

害を残したという。

その年の6月27日からの大風間は、京大坂に集

中豪悶をもたらせ、未曽有のすさまじい爪跡を残

した。ちょうど京大坂を旅していた滝沢馬琴が、

その様子を次のように記している。

r三日（七月 ）の夜京都木屋町の旅宿へたとeりつい

てみるに、 三条五条のほかかり橋はみなおし流し、

河原茶店みな流したれば寂琴たり……伏見豊後橋

（現在の観月橋）中書島等はみな二階より船にのり

て逃しとぞ。j定の城は塀の屋根少し見ゆ。大坂天

満橋天神橋ほか五ヶ所落ちたり……。しめ野堤き

れて河内へ水おし入り……』（『覇旅漫録』）

淀川の左岸堤が点野（しめの）村（現寝屋川市）辺

りで、約 100m余決壊し、河内の村々や、さらに

は下流の大坂町まで‘泥水がなだれ込んだ。全国大

名の蔵屋敷で有名な中之島も水没した。

『洪水記』では、淀川上流の河内国村々の百姓

たちが、身体ひとつで大坂ヘ逃げ込み、彼等のた

めに東西の町奉行所は早速に上荷船や漁船などを

動員して救助船を出したが、被災者は逃げ場を探

して四散し、救助の効果も充分あがらず、ために

餓死寸前に追い込れた人も 多くあった、と記して

いる。

大坂では夏季休演の芝居小屋を開放して被災者

を収容し、大坂の商人などが救援物資を届けて救

↑血にあたっている。それは、現金で五千両、米麦

四千石ほか大量の食糧品 ・日用品が記録されてい

る。河内の被災村々は 237か村に及び、大坂の高

台になる玉造から東を見れば「一面の白海のごと

く、石山から湖水を見わたすごとく……」という

ほど、大坂から東の生駒山脈まで泥水が充満した

という。そこで、河内の百姓たちは、大坂隣接の

中野村の淀川堤防を切って溢水を海へ落としてく

れと、徒党を組んで町奉行所に掛け合い、それは

まるで百姓一援のようで 役人たちは大坂を守る

ためにはそれはできぬと、弓鉄砲を用意して百姓

たちと対峠したという。

これはあたかも、明治の淀川大改修のもととな

った明治18年の大洪水と似ている。このときは枚

方で堤が切れ、河内に充満した水を海ヘ流すため、

時の大阪府知事建野郷三氏らが決死の決断で、中

野村（現大阪市都島区）で3か所の堤を切断して水

害を最小限に食い止めたのである。この堤切りは

「ワザ卜切り」と呼ばれて、その記念碑がいまも都

島の桜宮神社に残っている。

『洪水記』は、やがて左岸の堤防修復に近辺村

村総動員で、やっと九月下旬に一応の修復ができ

たと、災害の初めから終わりまでを記し、 最後に、

その年の秋の実りもまったくなく、その代わり に

泥田から鮒や小魚が大量に湧き出て、それを大坂

に売りさばき、悲嘆の百姓にいささかの恵みとな

り、「百姓なんぎの折節、天より授け給ふ事ならん

や」と結んでいる、絵入りのユニークな記録である。

（田村利久 大阪天満宮宮史編纂室編纂委員）
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自動車用幼児拘束装置について

「自動車用幼児拘束装置」またの名を「幼児用補助乗車装置」と

もいう。幼児を車に乗せる時に、大人用のシートベルトを使うかわ

りに使う装置で、子供用のイス型の本体にシートベルトがついたも

ので、これをシート上に取り付ける。

名称を二つ紹介した理由は、前者は J I S （日本工業規格 ）で使わ

れているもの、後者は、さる59年12月7日に警察庁が発表した「道

路交通法改正についての交通局試案」のなかに使われている言葉で

ある。 JI Sの方はすでに制定されているし、警察庁の方はまだ試

案なので、ここでは自動車用幼児拘束装置ということで話を進める。

シートベルトの着用については、現在の道路交通法では、 「高速

自動車国道等における自動車の交通方法等の特例」ということで、

努力義務になっているにすぎない。 それを今回の試案では「一一一座

席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならないこととする」

とし、高速道路等における違反行為に対しては行政処分点 l点を付

すことにしている。また、助手席に乗せる者についても同様になっ

ている。

ただし、いずれの場合についても政令で定める者については、適

用を除外になっている。幼児は、この適用除外に入っている。そし

て、幼児については、別に幼児用補助乗車装置を用いることを努力

義務としている。幼児の体には、大人用のベルトは効果がなく危険

でさえあるからである。

この自動車用幼児拘束装置についての JI S規格は、 58年 3月 1

日に制定され、審査事項も59年 3月7日に制定されている。 JI S 

によると、自動車用幼児拘束装置は「自動車の交通事故などの際に

乗車している幼児を傷害から防護するために、自動車のシート上に

取り付けて使用する装置」とされており、構造は自動車のシート上

にシートベルトで容易に固定ができ、交通事故などの衝撃により、

大きく移動したり、また、転落しない精造とすることになっており、

本体、パックル、ウエビング（ひもの部分）などにも規定がある。

この規定に基つ・いて作り、 JI Sを申請中のメーカーはあるが、

まだ指定にはなっていない。

欧米ではすでにこれを強制使用するようになっているところもあ

る。アメリカのアリゾナ州では、 0-3歳の幼児に義務づけとし、

病院は、初めて親になった者に、ローンで装置を入手できる法令の

情報を提供することとしている。

子供の交通事故死の 1割ぐらいが車内事故といわれている。 J I 

Sの認定はこれからだが、すでに シートベルトの大手メーカーや大

手自動車メーカーからよい製品がでているから、愛児が誕生したら、

ぜひ自動車用幼児拘束装置を購入して使いたいものである。
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生内玲子
交通評論家

本誌編集委員
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やわらかい寒さ

平塚和夫

釧路地方気象台長

n 
hill 

視覚と寒さ

暑さ、寒さは、人間の体感であり、大きく

は気温、風速、湿度の三つに影響を受ける、

そして個人差がある、とされている。

このほかに、人間の視覚、数字からの連想も、

体感温度を支配することがあるように思う。

以前、伊豆の鳥島に測候所があったころの

経験では、それがいえそうである。鳥島は、

北緯30度29分、東径140度18分にある無人島

である。そこで昭和42年まで気象や地震の観

測が行われていた。無人島であるから、 3か

月ぱ一度ずつ、補給船が交代要員と機械や食

料などを運ぶ。今まで島で働いていた人々は、

これに乗って東京に戻るので、御赦免船とも

いった。東京へ戻る船が汽笛を鳴らすと、浜

に残された島流し組は「沈んじまえ」とどな

る。船からは「ざまあ、みろ」とどなり返す。

八丈島よりさらに約 300km南にある島だか

6 

ら、冬でも薄着でいい。ある冬、この御赦免

船に乗って東京に向かった。服装は島にいた

ときのままアンダーシャツ 1枚で、東京の竹

芝桟橋に入港した。さあ、半年ぶりに東京の

土が踏めるぞ、家に帰れるぞ、と甲板に出て

ふ頭の様子を眺めて、いい気持ちになってい

たが、陸の人々がだれもみな洋服を着てオー

パーを羽織っている（冬だから当たり前）の

を目にしたとたん、ぞくぞくと寒けがしてき

た。慌てて船室に戻り、荷物の中から洋服を

取り出す始末であった。

これは、直接に服装を見て、体感温度が急

降下した経験だが、同じ視覚でも、温度計の

目盛から寒けを感じたことがある。

昭和30年代、不快指数というのが流行し始

めたときに、それを経験した。

ある新聞社の企画で、東京都内あちこちの

不快指数比べをやることになり、湿度と気温

を計れる温度計を持ってまわり歩いた。不快

比べをやろうということから、ねらいすまし

て特別に暑い日を選んで、この観測行脚をや

ったものだからたまらない。移動は新聞社の

自動車であるとはいえ、すっかり暑さにまい

ってしまった。すこしi京もうではないか、と

いうことになり、氷の貯蔵倉庫の不快指数を

言十ってみることにした。

製氷会社の好意を受けて貯蔵倉庫に入った



とたん、ひやりとして、それはまあ、なんと

も気持ちのよい涼しさである。悦にいって、

笑い顔でおしゃべりしながら、温度計の示度

が安定するのを待つこと数分間、さてどのく

らいになっているかと 目盛を読んだその瞬

間、 鳥肌となり、身ぶるいした。気温が2度

だったのである。さっきからずっとこの気温

の中にいて、このうえない快感を味わってい

たのに、目盛の数字を意識するとまったくだ

らしなく、倉庫の外の暑い空気の中へと退避

した。

釧路の寒さ

今年初めて釧路の冬を経験した。

釧路の冬は、冷たいの

冬の平均気温の低さは他の土地に比べてひ

けをとらないし、毎日の平均気温の氷点下の

分を積算したもの（積算寒冷度 ・マイナス気

温の累積）は海岸の土地としては大きいほう

である。

しかし、身体に感じる寒さは、どうもこの

気温の低さにそのまま比例しているとは限ら

ないように，思える。

釧路の寒さを一言でいうならば、 「やわら

かい寒さ」「湿った寒さ」ということになるの

まだたったひと冬を過ごしただけなので、

口はぱったいことはいえないのであるが、そ

の短い体験からは、そのようにいえる。

’85予防時報141
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気温の低さは相当なものであるから、自｜｜路

の冬は、ただひたすらに冷たさが押してくる

感じがする。これでもか、これでもかと、ひ

たすらに冷たさが押してくる。この押し方に

は貫録がある。圧倒されるの

だが、冷たいけれども、それだけの話で、

肌に突き刺さるものはない。肌は、ただ次第

にJ令え込んでいくだけである。

私は、肌が乾性で、荒れ性である。子供の

ころからそれでさんざん嫌な思いをしてきた。

冬には手袋が欠かせない。この私の手は、調II

路の低温で時間を追って冷たくなるのだが、

痛みのようなもの、突き刺さってくるものを

感じない。手袋をしなくても何とかなる。手

袋を使わなくても何とか耐えられる寒さ、こ

んなうれしい寒さがあったのに驚いた。これ

は素晴らしい寒さだ。

どうしてこのように寒さがやわらかいのか

考えてみたが、どうやら湿度のせいらしい。

今まで長い間過ごしてきた東京や千葉に比

べて、調｜｜路は冬の湿度が高い。これが、寒さ

の体感をやわらげてくれる原因らしい。

女と寒さは、潤いがあった方がいい。

だが、風が強いときには、冷たさの押し加

減が勢いを増し、折角の潤い、冷たい中での

暖か味、がなくなる。

そういえば、女の鼻息もそうである。

7 
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煙の重さ

寺井俊夫

京都大学工学部教授

昭和41年に、大阪電報電話局の建物が取り

壊されるのを機会に、それを利用した火災実

験が行われた。この実験は、星野昌一教授が

委員長で、前田敏男教授が関西側の委員長と

して、関西の各大学の建築環境関係の研究者

を組織し、建研のチームと協力しつつ広範囲

な測定を企画指揮された。環境工学の研究者

が火災の研究に参加したのはこれが初めてで

あり、私も初めての経験であった。これを通

じて多くの研究者と知り合いになり、また、

火災に対する安全の問題に興味を持っきっか

けになった重要な出来事であった。この実験

に関しては、建築業協会の報告書や前回教授

が“火災” （17巻2号）に書かれた解説がある。

通常、実物による野外実験では、実験条件

が成行き任せで、実際に起こり得る範囲のど

の状態を実現できるか予想できない。火災の

問題は、燃焼や煙に関する複雑な現象を、人

命や事物に対する安全というフィルターを通

8 

してみて、安全となる限界を押さえていこう

という点に特色があるように思われる。その

点、現象自体として面白いものでも、安全の

達成という点からは重要度が低いものもでき

てくる。この実験は、実物実験であったが、

できるだけ条｛牛をコントロールしようという

野心的なものであった。これは、この実験の

解析のみならず、引き続いて行おうと考えて

おられた実験室での模型実験との対応を明ら

かにするためにも必要なことであった。模型

実験では、さらに広範囲な条件の変化の下に、

煙と空気の流れについての研究を行われた。

高温の煙では低温の空筑との間に成層を作

りやすくなり、一様混合を前提とした取り扱

いができなくなる。成層モデルとして最も簡

単なものが、煙と空気の二層モデルであり、

煙と空気を二相と考えた水理的な取り扱いが

適用できる。

二層流モデルを用いるためには、その成立

条件を明確にする必要がある。まず問題にな

ったのが煙の重さであった。文献を見ても研

究はなく、測定を行おうということになった。

前田先生の発案で、筒の中に煙を充満させ

外部との圧力差を測ることにした。その後、

比重量測定法に関する本を調べたらこの方法

が載っていて、先生が残念がっておられた。

我々が用いた簡は、直径20cm.長さ3.5mのス

パイラルダクトで、加熱のため外部にニクロ

ム線を巻き、ロックウールで保温し、垂直に

立て、上部を閉じ、下部は室内に開放してお

き、下部から煙を導入する。筒内中心軸上の



温度を熱電対で測定し、上下温度分布が生じ

ないように調節する。また、筒の直径方向の

煙の透過率を測定する。圧力はチャトック微

圧計で測定した。管にあけたのぞき窓から内

部を見ていると、時間と共に粒子が凝集し、

大きさが大きくなり、透明になっていくのが

よくわかった。

結論としては、減光係数10程度の極めて濃

い煙でも、同温度の空気との比重量の差は 3

%以内で、これは温度差10℃程度の変化に対

応するぐらいで実際の流れでは成層を壊す作

用はあまり大きくないことがわかった。むし

ろ気流の乱れによる影響の方が大きいといえ

る。そのころからみると、測定器の発達は目

覚ましいものがある。現在、測定は確かに精

度が上がり便利になったが、観察がおろそか

になり勝ちで、我々に必要とされる実態に対

する認識を自分で（本からでなく）作るとい

う機会が減少してきているように思える。

同じころに、廊下の縮尺模型中に煙を流し

て、境界面での煙と空気の混合を調べた。煙

の温度が高いと、下部の空気流、上部の煙流

中で乱れが大きくても、境界近くでは乱れは

少なく安定した層が形成される。煙と空気の

温度差が少なくなり、流速が低いときは、煙

層下面から大きさ数cm程度の多数のきのこ状

の煙の垂れ下がりができ、なかなか美しく見

あきないものであった。煙の流れとしては実

際には生じ難いが、煙が空気より重いために

生ずる現象としては興味がある。同様な現象

を、加熱された板からの“Thermal'，として、
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Sparrow等が報告している（J.FluidMech. 41 

(1970) 793）。

我々が行った模型実験では、側壁により冷

却し、降下する煙の方が圧倒的に多かった。

廊下を流れる煙に関しては、空気流がある場

合に形成される“煙前線”の実験等も行った。

これは河口に近い所で見られる“saltwedge" 

と同様な現象でもある。

建物内の煙流動に関しては、煙が同温度の

空気より重いことが、重要な意味を持つわけ

ではないが、そのころ読んだ“続物理の散歩

道”という本の中に、泡の目方という題で、

ビールの泡が立つと、コ ップが軽くなるかと

いう話が載っていたのを思い出す。加速度運

動の場合に、慣性力の変化を考えることに相

当するという説明になっていたが、 i包のかわ

りに煙粒子に置きかえれば、煙の重さの話に

なる。煙粒子の場合は、粒子が細かく落下速

度も小で等しいと考えられるので、重さの時

間的変化は考えなくても良いというのが答え

である。

火災の場合には、立場が異なると見方も変

わる。あまり適切な例でないかもしれないが、

煙から粒子を除いて透明にする研究等は、避

難者の立場からみると極めて危険な結果をも

たらす可能性があろう。煙の重さは安全上さ

ほど重要ではないが、毒性は重要であり、煙

が黒いことが毒性の指標として大きな意義を

有すると考えられる。火災の安全性に関する

議論では結論だけでなく、前提をも充分に検

討する必要が大きいと信じている。

9 
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水素カーの可能性

古浜庄一
武蔵工業大学工学部教授

私ども武蔵工業大学内燃機関研究室では、

昭45年に水素エンジンの研究に着手、今年で

満15年になり、アメリカ西海岸を 2,800km完

走してから10年がたち、今日までなんの事故

もなく、研究に参加した卒業生は 100人を超

え、水素カー研究の目的である新燃料利用技

術の探究の面からも、また、研究意欲高揚の

教育場としても、ある程度の成果を収めてき

た。そこで、この15年または10周年を機に、

緩みがちな気持ちを引き締めて安全作業に徹

しながら研究の加速度的進歩に貢献したい。

将来のエネルギー需要と供給の予測は困難

であるが、地球上で現にその恩恵を享受して

いる人はむしろ一部に過ぎない。中国や東南

アジアなどでもそれを待ち望んでいる人々は

ばく大な数にのぼり、人口増も無視できない。

その需要増に応ずるために炭素を含む化石燃

料がたとえ無尽蔵であっても排気ガス汚染が
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増大し、 C02温室効果の被害が現実のものと

なるかもしれない。そこで、いかなるエネル

ギーからも製造でき、無公害的燃料である水

素が要求される時代がくる確率は高い。

水素はエンジン燃料として特異性をもち、

使い方によっては性能が悪いが、うまく使え

ば石油に勝る特性を発揮する。

世界中で水素カーを開発している所は10～

15で、私どもを除けば、すべてガソリンと同

様、空気と水素を一緒にエンジンに吸い込む

子混合方式で、この場合、逆火 （パックフ ァ

イヤー）を避けるためにガソリンの50～ 70%

しか馬力が出せない。多くは水を吸い込んで

逆火を抑制しているが完全ではない。私ども

は、 10年前予混合方式で米西海岸を走り、逆

火に悩まされ、エヤクリーナーが燃えだした

り、絞弁が壊れ、多数の破片がピストンに突

き刺さったりして逆火の被害を身をもって体

験した。

もし空気だ、け吸い込んでフk素は圧縮中に噴

射すれば逆火は起こらず、馬力はガソリ ンの

20%増に逆転、子混合水素の約2倍になる。

しかし、そのためには最低10気圧の高圧水素

を要す。現在、有望貯蔵法といわれているM

H （水素化金属）では、高圧で取り出せない

ので噴射ができない。

そのため、私どもはLH2（液体水素）ポン

プで圧力を高めることを考案した。LH2は大

気ガスの 800分の lの体積であるので、ごく



小さいポンプで圧縮でき、現在80気圧で使っ

ている。これはちょうどディーゼルの噴射ポ

ンプと同じ方法である。他所でこの方法を採

用できないのは、実はポンプが難しいからで、

LH2が－253°Cの極低温で、粘度が水の70分

のlであることから無潤滑、もれやすい、熱

膨脹差が大、ポンプに吸い込みにくい、など

の難点があるからで、完成までに長年月を要

した。

昨年トロントで開催のWHEC-5 （世界

水素エネルギ一会議）で、私どもへの質問内

容からみて、外国でもポンプの開発に力を入

れており 、1、2年以内に私どもの技術を追

い越す勢いにある。

前記MHの自動車を研究している有名なベ

ンツ社がWHEC-5で公開した車のMHタ

ンクは、 1缶が重量 140kgで、ガソリン 5.5t 

分の水素が入り、普通の 7Nm3のボンベ l本

55～ 60kgで、ガソリン 2.3t分であるので、ほ

ぽ同じ重さである。ベンツ車は 2缶 280旬、

11 J分の水素と、外に35tのガソリンを持ち、

両者を混合燃焼方式で、水素カーから大きく

後退し、いかにMH車が難しいかを物語って

いる。重さと低出力性の欠点が重なるからで

ある。

これに対して私どもの武蔵－ 6号車のLH2

タンクは82t入り 、ガソリン21J分で、重さ

はわずカ）36kg。一方、 LH2ポンプによる80気

圧の高圧噴射で20%の高出力化、さらにター
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ボも応用できる。もちろんLH2は現状では高

価であり、断熱容器を要するなどの解決すべ

き問題をもつが、これ以外の方法では水素カ

ーは成立しないのも事実である。

水素は容器から噴出するだけで点火・爆発

するとか、水素爆弾と閉じとか極端に危険視

する人があるが、私どもの経験では、ガソリ

ンやプロパンに比して総合的な危険性に大き

い違いはないと考える。

( i ) 点火可能混合比の範囲が広いので爆発

しやすい。しかし、米国NB Sの実験によれ

ば車のトラ ンクに同じように水素とメタンが

もれたとき車内が可燃濃度に達する時間は両

者で閉じであった。

( ii ) 事故でタンクが破損したとき水素がも

れ、そこにスパークが発すれば爆発する危険

性は高いが、それはLH2、MH、ガソリンも

LP Gも同じことで、水素の比重は空気の15

分の lで速やかに上空に広がり、むしろ安全

である。10年前、 UCL AのLH2車が高速道

路上で転覆、 LH2の白煙を噴出したが、無事

であった。

(iii) LH2タンクの蒸発水素は、運転中はエ

ンジンに吸い込み、停止中は酸化触媒で日20

にして放出する方法がある。

車のように一般人が取り扱う場合の水素の

安全対策については、今後多数の科学的研究

が必要で、それも水素カーの可能性を早める

ことになる。

11 
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はじめに

コンビュータを使って、事故 ・災害・リスク ・

トラブル等の被害を少なくすることはできないだ

ろうか。本稿では、 一例として、筆者等が開発し

たコンビュータシステム「リスクアラーム（リス

ク箸報）システム」を紹介する。

これは、火力発電所などの大規模なプラントの

海外での建設分野を対象として、建設過程におい

て起こる種々のトラブルを、なるべく事前に回避

させようとする目的のシステムである。システム

の基本的な考え方は、実際に発生するトラブルの

非常に多くは今まで（過去）に経験したものと同じ

であるという点に着目し、これらの経験やノウハ

ウをコンビュータに蓄積しておいて、有効に用い

ようというものである。

したがって、以下、本稿では、直接には海外プ

ラント建設プロジェクトを対象に述べるが、そこ

でのコンビュータの使われ方、システム開発の考

え方は、他の分野一一一特にノウハウの蓄積と流通

によって損害を少なくできる分野一一ーに参考にな

ると考えられる。

2リスクとは

海外プラント建設プロジェクトを対象とした「リ

スクアラームシステム」が扱うリスクとは何か。

我々は、リスクを「プロジェクトの遂行を妨げ、
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工期遅延、費用超過、あるいは、性能未達をもた

らす（不具合い）事象」と定義した。なぜこう定義

したのか、他の分野で使われる「リスク」との関係

はどうか。まず、これから述べよう。

1 ）学問上での定穣

リスクは、まず、意思決定理論で級われる。将

来のことに関する意思決定（行動の選択）を分類

すZと次のようになる。

＠ 確定的一一各行動案について、それが選択さ

れた場合に、おのおの必ず一定の結果が生じる

ことがわかっている。

＠不確定的一一各行動案について、それが選択

された場合に起こり得る結果が一つでない場合。

これが、次の二つの場合に分かれる。

③ リスク一一起こり得る結果（複数）のおのおの

の確率がわかっている場合。

⑤不確実性一一上記の確率がわかっていない場合。

このように、リスクの定義は非常にすっきりし

ているが、「海外プロジェクトのリスク」を実務家

が議論しようとする時には、何か違和感を覚える

（この違和感の原因については、 2）で述べる）。

次に、実務に近い分野として、保険がある。し

かし、この分野ではリスクの定義が確立しておら

ず、米国の大学の有名な教科書でも、次のような

種々の定義が使われている。

① 損失のチャンス

② 損失の可能性

③ 不確実性



④ 予想、と現実の差

⑤ 予想と現実の差の見込み

また、一方で、リスクを無定義語として扱い、

それを分類することもなされている。 たとえば、

①動態リスク一一一定の利益を予想し、その利

益獲得のために、あえて費用をかけるリスク

＠静態リスク一一自ら求めてはいないのに損害

を発生する可能性のあるリスク

2）現実の「リスク」とその定礎

「リスク」の定義があったから、海外プロジェク

トでこれが話題になったという訳ではない。海外

プロジェクトで何か問題が起こり、これらをだれ

とはなしに「リスクだ」「リスキーだ」といったとこ

ろ、それが大変魅力的な響きをもっているためな

のか、この業界で定着してきたのが実情に近いの

ではないかと、筆者は考える。

その問題とは何か。具体的には、以下のような

ものである。

プロジェクト契約時における

・相手国契約担当者の変更による条項解釈違い

設計時における

・土質データ不備による基礎設計誤り

・設計図面の顧客承認遅れ

輸送時における

．インフラストラクチャー（道路、橋、港湾等）

不備による輸送遅れ

工事時における

・悪性インフレによる現地調達品の価格上昇

・現地労働者とのコミュニケー ションギャ ップ

による日本人技術者のノイローゼ

これらの例をみると、 1）で述べた意思決定理論

でのリスクの定義に違和感をもつことが直ちにわ

かる。 また、保険での定義（①ー⑤）については、

・上記問題例おのおのの末尾に、「～の可能性」

等の事前概念化を加えると①②⑤が当てはま

りそうである。

・④⑤を採用しようとすると、上記問題例をリ

スクとみるか、みないかは、それらを予想し

ていたかどうかで異なってくる。 「あんなも

のはリスクでない」という言葉を時折耳にす

るが、それは、この問題である。

以上のような複雑な情況のなかで、なぜ、我々
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は本章の冒頭に述べたよう な定義をしたのか。 予

れがないと格好がつかないので設定した訳ではな

い。海外プロ ジェクトで、上記のような「リスク」

の被害をどうしたら減らせるかという実践の立場

に立つと、どうしても「リスク」の定義が必要とな

ってくる。少な《とも筆者はそうであった。たと

えば、「リスク」の経験談をプロ ジェク トマネ ジャ

ーから聞き出す時、 「リスク」の対策を考える時、

コンビュータに「リスク」情報を入力しようとする

時、等々である。

換言すれば、何をしたいのかその目的に照らし

て定義を与えればいいのだと思う。では、何をし

たいのか。 それは、上記のような、現実の （しか

も素朴な）問題を取り扱い、その悪影響を少なく

したいということである。 この観点から設定した

海外プロジェクトでのリスクの定義が先のもので

あった。

3リスクアラームシステム

1）類似リスクの再発とその対処法

海外で実施するプラント建設プロジェクトでは、

類似したリスクの再発が問題となっている。ある

調査によると、ほとんどの企業では、リスクの 5

割以上が再発（過去に経験したものと同じ）であ

り、さらに、調査した企業の 3割では、リスクの

8割以上が再発であるという。

建設プロジェクトで、リスクが再発するのは、

次の理由によるものと筆者は考える。

①建設プロジェクトは、研究開発プロジェクト

と違い、まったく新規というより似た作業で構

成されていることが多く、 したがって、同種の

リスクが発生しやすい。

②最近のように、プロジェクトが大規模化、長

期化すると、プロ ジェクトマネジ ャーの経験で

きるプロ ジェク ト数が減少する。この結果、個

個のプロジェク トマネ ジャーにと って、自分の

経験から得られるノウハウが不足する。

③ 一般に、経験を他人ヘ伝承するのは難しい。

リスクの再発防止のためには、たとえば、次の

ような方法があろう。

① 優秀なプロジェクトマネジャーの育成。しか
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し効果的な教育用カリキユラムの作成は難しい。

② 経験豊かなプロジェクトマネジャーに仕事を

与える。この方法は、ノウハウを持った人の移

動が、技術やノウハウの伝承に重要であると指

摘されていることからも類推できる。 しかし、

経験豊かなプロジェクトマネ ジャ ーの数が限ら

れているので、これだけに頼ることはできない。

③ ノウハウの伝承システムを設置する。すなわ

ち、個人のリスク体験（失敗経験）を、広く他人

が活用できるようにする。

これらの対処法のなかで、③ノウハウの伝承シ

ステムに筆者は注目している。次節に、筆者等の

アプローチと、そのコンビュータによるシステム

化 （リスクアラームシステム）の一端を述べる。

2）リスクアラームシステム開発の考え方

このシステムは、大規模建設プロジェクトの実

施段階におけるリスクを先手回避するために、リ

スクとリスク対策ノウハウを、工程（作業）と関連

づけて体系的に提供するものである。ここで、リ

スクに関するノウハウとは、

． リスク （経験したもの、および予想）の種類

． リスクの発生程度、影響度の目安

． リスク対策（実施経験のあるもの、および予想）

の候補

等である。

大規模建設プロジェクトで発生するリスクは、

まったく新しいものより、むしろ過去に経験した

もの、もしくは、これにま貢f以したものが多いとい

う点に着目し、したがって、プロジェクトマネジ

ャー問、部署間等のノウハウの伝承によって、少

表 l システムへの要求機能 と開発方針

対 象

（キーワード）
システムへの要求機能 システム開発方針

広範囲からノウハウを収集
多種 ・多量のノウハウを級

大 規 模 し、コンビュータファイル
えること

に望書検する

ノウハウをプロジェクトエ

建設プロ できるだけ多くのプロジヱ レメントであるワークパソ

ジェク ト クトに適用できること ケジに対応させる方式とす

る

リスク リスヲの事前把t崖・対策が リスクの発生過手星モデルを

マネジメント できること 組み込む

業務支媛 使いやすいこと
タイムシェアリングシステ

ム（TSS）とする
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なくとも類似リスクの再発は防止しようとするも

のである。

これは、「大規模」「建設プロジェクト 」の「リス

クマネジメント」「業務支援」を目的とするノウハ

ウの伝承コンビュータ シス テムといえる。 「 」で

囲んだ四つのキーワードに注目して、 シス テムへ

要求される機能と、 シス テム開発方針とを整理す

ると、表 1となる。

「大規模」とは、多種 ・多量のノウハウが含まれ

ていることを意味し、したがって、 システムでは、

これらを扱えることが要求される。システム開発

方針としては、広範囲から ノウハウを収集し、そ

れらをコ ンビュータファイルに蓄干責することにし

た。「建設プロジェク ト」は、研究開発プロ ジェク

トと異なり、ある程度のリピート性はあるが、し

かし、大量生産されるカラーテレビ等と違い、一

つ一つが別物である。したがって、できるだけ多

くのプロジェクトに適用できることが、有効なシ

ステムの条件となる。 これに関しては、リスクノ

ウハウをプロジェク卜の構成要素であるワークパ

ッケジに対応させる方式を開発することにした。

「リスクマネジメント」では、リスクの事前把握 ・

対策がポイントであるので、リスクの発生過程モ

デルをシステムに組み込むこととした。最後に、

「業務支援」で考えなければならないことは、コ ン

ビュータに不慣れなプロジェクトマネ ジャーにと

って使いやすい システムにするという点である。

したがって、使用が簡単なタイムシェアリングシ

ステムを開発することにした。

3）リスクアラームシステムの仕組み

システムの構成を、図 1に示す。 リスクに関す

るノウハウは、「データ収集票」を用いて広範囲か

ら収集される。これらは、監理 ・検討後、大型コ

ンビュータに蓄手資される。システムのユーザ （プ

ロジェク トマネ ジャ ー等）は、タイム シェアリン

グの端末（たとえば、音響カブラ付きのポータプ

ル端末を自分の机の上の電話器に継いで）を用い

て、リスクやリスク対策に関するノウハウの提供

を受ける。

図 2に、データの収集過程を示す。データ収集

票の項目は、

・ リスク、および、その発生程度、影響度



．リスクの原因・

．リスクの対策

等である。

リスクの事前対策をす

るという字見点のもとで、

多くのリスク事例を分析

し、図 3に示すリスク発

生過程モデルを設定した。

海外プロジェクトにおけ

るリスクの原因として、

次の三つのカテゴリーを

設けた。

・契約不備

・実施不良

・環境要因

環境要因とは、たとえ

ば、気象条件、港湾設備、

労働者の能力、法律の改
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図 l システムの構成

変等である。 リスクは、

対策を加えずに放置しておくと、別のリスクを引

き起こすことがあるが、後者を波及リスクと呼ぶ

ことにし、図 3でもこれを示している。

次に、図 4（システムの概念構造）を用いて、ど

のようにして、プロジェクトの工程（作業）とリス

クやリスク対策とが関係づけられるかを述べよう。

図4の下半分は、任意のプロジェクトの工程が

標準ワークパッケジマトリクスと関連付けられる

様子を示している。ここで、ワークパッケジとは

プロジェクトを構成する業務要素であり、 機器（あ

るいは建造物）と作業とで、たとえば、〔ボイラの

設計〕〔タービンの輸送〕のように設定する。 標準

ワークパッケジマトリクスとは、縦軸に機器（あ

るいは建造物）、 横軸に作業をとったマトリクスで

ある。図4の上半分は、リスクの発生領域が閉じ

標準ワークパッケジマトリクスに対応つ．けられる

様子と、さらに、リスク原因一一リスク一一一対策

の関係づけを示している。

図4から、次に述べる関係が直ちに読み取れる。

xx－プロジェク卜の工程W11を実施するに当た

っては、リスク R1に注意すべき である。そして、

このリスクR1を対策せずに放置しておくと、波及

リスクR2が発生し、 xxープロジェクトでは、 こ
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図2 データの収集

立
工期遅延

・費用超過

性能未達

図 3 リスク発生過程モデル

れは工程Wis、Wis、W11において起きる。リスク

R1の事前対策の一例として CM1がある。これは

x Xープロジェクトにおいては、 W11よりもっと

以前の工程W1とW3で実施すべきである。

15 
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リスク発生領域

XX-PROJECT 

図 4 システムの概念術進

4）リスクアラームシステムの使われ方

システムから提供されるノウハウ（リスクアラー

ム）は、次の 6種類である（図 5参照）。

① プロジェクトの各工程（ワークパッケジ）で発

生するリスク

② リスク原因（契約不備、実施不良、環境要因）

に起因するリスク

③ 既発生（あるいは注目）リスクから引き起こさ

れる波及リスク

④ 既発生（あるいは注目 ）リスクの原因と、その

原因で起こる他のリスク

⑤ 発生が予想されるリスクの事前対策および事

後対策

⑥ プロジェクトの各工程（ワークパッケジ）で事

前に実施しておくべきリスク対策、および、そ

れを実施しないと発生が予想されるリスク

実際には、これらを組み合わせて、次々とコン

ビュータから情報を得ることができる。図 6に、

簡単な使用例を示している（図中の番号は、上記

の①ー⑥に対応している）。

16 

栂単ワークパ yケジ

7 トリクス

図5 リスクアラームの種類

4おわりに

最近の建設プロジェクトは大規模化の傾向にあ

り、その長期間にわたるプロジェクトの実施段階

において、多くのリスクの発生が問題となってい

る。本稿では、リスクマネジメントノウハウの伝

承システムの構築によってこれに対処しようとす

る筆者等の試ぽを紹介した。システム開発におけ

る着目点の一つは、「個々のプロジェクトマネジャ

ーはすべてを経験することはできない。その一方

で、同じリスクが、あちこちの種々のプロジェク



図 6 システムの使用例

トで再発している」という非常に簡単な事実であ

った。

本システムのポイントは、多くの努力と汗とに

よって得られ蓄積された経験 ・ノウハウを、いか

に上手に利用するかにある。この意味で、ここに

述べたノウハウの伝承システムは、他に多くの分

野に適用対象があると考えられる。

また、経験的知識の有効活用法は、最近話題と

なっている第 5世代コンビュータの中核技術であ

る知識工学での研究課題である。筆者等は、本稿

で述べたリスクアラームシステムのこの観点から

の研究開発も進めている。

（にわ きよし／側目立製作所基礎研究所）
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1はじめに

都市構造の高密度化に伴い、建物の大型化・高

層化など著しく複雑化の傾向になり、その集約さ

れた姿を東京都内新宿新都心地域に見ることがで

きる。新宿新都心地域の超高層ビル群は、昭和57

年 10月落成した新宿NSビルをもって一段落した

が、将来東京都庁の施設がこの地に移転という話

もあり、そうなれば、ビル群の偉容とともに都の

政治・経済の中心としての発展がしのばれる。

さて、この地にある超高層ビル群を用途別にみ

た現況は、事務用途ビル（ 2棟）、ホテル用途ピル

( 3棟）、複合用途ビル（ 6棟）の計11棟と、また、

地域に接してさらにホテル用途ビル（ 2棟）の高層

ビルが建設され、現在13棟のビル群が遠く富士の

景観を背景に一際高くそびえ立ち、日本の建築技

術を象徴しているかの感を抱かせる。 また、その

一つ一つのピルは防災計画の共通理念としている

安全性を建物に表現し、高さに対する不安感を否

定し、利用する人々にかえって安らぎさえ与えて

いる。

ところで、新宿新都心における安全性に対する

共通理念とするところは、ヒューマンスペースと

しての創造を尊重することで、このスローガンを

18 

目標として、各ビルはそれぞれ環境との調和を図

り、かつ安全性を追求し、そして緑を介した安全

空間を確保し、また、それぞれが個性的な特徴を

建物に表現しながら、この地に見合った調和を保

っている。

2防災計画の基本

建物が大規模化・複合化してくると、理念とす

る安全性に対する防災計画も、従来の経験と勘、

および遵法精神だけでは安全性を確保できなくな

ってくる。ということは、建物の用途・規模 ・構

造など、個々の建物ごとに工学的検討をもとにし

た総合的な防災計画を行う必要が生じてくるとい

うことである。最終的には、防災計画とは、人命

を対象とした分野で、建物の用途 ・規模に応じた

人命安全の重点対策をたて、これを実践すること

である。 そして、その思想とするところは、人聞

は常により安全を願うものであり、当然として、

防災計画の基本は“火を出さない施設の設計にあ

り、また一方、ビルの管理運営にある”とされる。

万一建物内で火災が発生した場合にも、人が安

全な状態から危険な状態に経時的に変化するプロ

セスの中で……



(1） 煙や火をいかに防ぎ消火するか

(2) 人々の安全を確認していかに避難させるか

というこつの問題を含み、解決することが防災

の基本であると考えられる。

そこで、防災責任の一端を担う新宿野村ビルに

おける防災思想および管理対策など紹介してみる。

建物が高層化されるにしたがって、防災的には

不利であると考えられがちであるが、実際には出

火率と高層化とは相関関係があるわけではない。

建物が上下方向に重なっているために、万一 火災

が発生した場合、火災の拡大 ・避難 ・救助 ・消火

等の点で低層建物に比べ問題も多くあることは否

めないが、この問題については、災害発生時には

危険度が高いものであることをあらかじめ認識し、

対応対策として、下記三項目について重点的な計

画を立て対処している。

すなわち、

(1) 空間構成

(2）避難と防煙

(3）管理システム

以上の対策は、建物に構造化・ 設備化され、管

理運営により防災対策が図られている。

新宿野村ビルの防災計画の基本的考え方は、こ

の構想、を基に、たとえ火災が発生しでも、人聞が

判断能力を失わないで的確な退避行動がとれるよ

うにすることで、たとえビルの防災対策を知らな

い人でも何とか対応ができるようにすることを第

一 目標としている。

建物における人命の安全を考えるとき、 一番大

切なことは”建物と人との関係がよい”というこ

とである。すなわち、利用者が建物の安全管理に

理解がもてるものであり、また、このような関係

を失わないようにすることが、防火管理の基本と

なるものである。

建物と人との関係がよいということは、火災時

に建物の利用者が建物の防災についての知識をあ

らかじめ承知しているということである。しかし

ながら、突然の災害発生時、人が一般的常識で行

動した場合、せっかくのよい関係を破壊してしま

う可能性がないといえるだろうか。 いわゆる心理
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的動揺またはパニック的現象がそれである。新宿

野村ビルでは、考えられる可能な安全対策はでき

るだけ施策しているが、しかし、建物と人とのよ

い関係がこのようなことでもし損われた場合、ど

うであろうか。

ビル利用者がもっているビル火災のイメー ジと

防災計画を施策した側のイメージとが掛け離れて

いた場合、建物と建物利用者とのよい関係が失わ

れた場合、どんなことが起こるであろうか。

たとえば、下層階に避難誘導しているにもかか

わらず、上層階に避難し、あるいは、建物の安全

性を潜在的に信 じ、避難に応じなかったようなこ

とがありはしないだろうか。

これは自国の人間関係だけを考慮、して建築され

た国外の例を論説で印象的にみたものだが、 1980

年11月22日、アメリカ ・ラスベガス MG Mグラン

ドホテル火災の場合 、「災害発生時在室しているこ

とが防災対策とされていた」部屋に辛抱強く待っ

ていれば、助かった人がもっといたはずだったと

いわれている。 しかし、アメリカ人が辛抱強く部

屋で待っていたとしても、国情の違った他国人（観

光外国人）には無理だったのではないかとしている。

建物と人との関係は、防災計画の基本であり、

新宿野村ビル避難経路
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この例のように、国情の違いをも考慮された計画

がさらに望まれるものである。

3防火区画と避難

一般の建物火災でもそうであるが、建物が高層

化されると、火災拡大の方向と避難の方向とがぶ

つかり合うことや、たとえ安全な場所に一時的に

身を避けることができたとしても、そこから地上

に安全に生還することがしばしば困難になる。

火災時に煙や火から逃れるためには、水平に移

動し遠ざかることが原則である。 しかし、多層化

された建物の中で、このようなことを期待するこ

とは難しいことである。

新宿野村ビルでは、このようなことを解決する

ために、完全な区画性を持った 7階建ての建物を

積み重ねていくことによって、超高層ビルではあ

るが防災計画は超高層ビルではなく、低層ビルの

計画を積み重ねた施策をとっている。 この 7層区

画は、機械システムも、エレベーターも、空調関

係もすべて 7層を 1ブロックとして設計されてい

て、たとえ火災が発生したとしても、最悪の事態

でもそのブロ ックを超えて火災の影響が及ぶこと

がないよう被害の極限化を図った構造としている

（新都心内のいくつかの超高層ビルは、この方式

を採っている）。

高層ビルで火災対策上最も問題となることは、

エレベーターシャフト、避難階段、 Ep S等の縦

穴部分であるが、人聞が縦穴方向に空間を利用す

る限り、完全に火災の延焼を防止することはでき

ない。

現にMG Mグランドホテルでも、大量の煙を運

んだのはエレベーターシャフトであり、避難階段

であり、建物の耐震対策上設けられた穴であり、

そして壁のパネルの空げさであった。 アメリカの

建物は、日本の建物に比較して階と階、部屋と部

屋の区画性が相当優れているとされているにもか

かわらず、このような事態を招いている。このよ

うなことは何も外国に限らず、日本においてもホ

テルニュージャパン火災なども至近な例といえる

20 

だろう。

新宿野村ピルでは、このように延焼の媒体とな

るような縦穴部分をいかに少なくするかが最も大

切な防災事業であるとし、地下部分と地上部分を

完全に分離するため、階段もエレベーターも、地

下部分と地上部分とを完全に分離し、階段 ・エレ

ベーターは地下 ・地上と部分専用とした設計をし、

地上階のエレベーターは一度 l階で降りなければ

7階層ごとのブロックの上層階には行けないよう

になっている。いわゆる、 7階層ごとの専用エレ

ベーターということになる。

また、 7階層ごとに避難デッキと称する安全空

間を作り、たとえ避難階段が使用不能になったと

しても、この避難デッキ内に設けられた避難用タ

ラップにより、安全空間である地上階に誘導され

る構造になっている。

また、避難階段が起こす煙突効果をできるだけ

少なくするため、 14階と33階に一つの中間区画の

網入りガラスドアを設けている。 そして、この建

物を利用する人たちが、これらの避難のための動

線を日常的にも理解しやすいようにするため、通

路・付室 ・避難階段 ・避難タラ ップの場所を知る

ことができるようにし、避難階段も日常的に利用

する階段として位置づけ、前段の”建物と人との

よい関係作り”を図っている。

さらに、これら避難空間の安全性を確保するた

め、 7階層ごとの各階、各区画の防煙性能を高め

るために、工事の際には穴埋め作業図を作成し、

床とか壁にできるであろうあらゆる穴をふさぎ、

また、避難階段の防火扉も戸当たりの所を完全防

煙仕様としている。 このように、完全に近い区画

性を持った構造に加え、避難階段やその付窓を火

災室に比較して加圧し、火災初期、火災成長期、

火災最盛期の各段階別に煙が人間の避難空間に広

がらないようコントロールする、我が国初めての

試みとされる付室加圧方式と呼ばれる設備を採用

している。端的に表現すれば、煙に追い討ちをか

けられずに避難できるようにした設備である。

いままで、日本のピル火災で煙を見て避難を開

始したことがほとんどであることを考えると、まっ
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たく新しい体験となり、また、このことにより反面

避難行動が大幅に遅れる恐れもあるわけである。

避難しなくてもいいビルが目標であるが、やは

り避難行動が必要な現在、どうすれば早く避難が

超高層建築物概要一覧

完了するか、 一言でいえば、それぞれのビルが保

有するゆとりある空間を継続的に確保することで

ある（避難動線の確保）。

建造物では、ゆとりのある空間設計は、未知な

用途階層
設置階 排 煙

ピル 名称

防災 避
常用非

基準階 縦
方式

高さ軒高 ，、
延面積（m') セ

消防設備 防火 p}j煙 illi' 維設備

ノ‘ 
難 E 

区 115 出d 附
（完成年月日 ） 収容人員（人） タ L 区画数 函

l 階 v 定 下 宅

16イ 53/5 
地下

SP.内栓．あわ．
7 減 j減 ・Jiu 特~ illi' 2 新宿野村ビル 209m 消.C02.ハ非． H1i火区画 9 2 

(53.6) 117,508 I 2 連．自警．灯．
床 5.12 

5防煙区画 26. 40 
6，α）（） 

階 階 主主 発．水． プ19F 層 l王 圧 圧 救助袋 2 

16イ 55/3 s P内栓あわ． 5 
減 4喧 1渚新宿三井ビル 228m C02.ハ消．非． HJi火区画 ！宅百 特 illi' 2 

(49.10) 179,955 2 
篭3 連自．讐灯． 6 ~:Ii煙区画 illi' タ 2 

8,000 階 階 発水ブ！7F 6 圧 圧 ！王

新宿センター
16イ 54/ l 中 s F内栓あわ

6 滅

圧 員

特il1l 2 

2!6m 地下 非 i壷自警． 6防火区画 出£9 2 
ピル

(54.10) 
183,063 3 灯発水 7防煙区画 直j!f,f: 14. 27.40 

12.000 階 階 主主 プ27F 1画 It 救助袋 l 

16イ 52/4 I s Pあわ．ハ．消
2 減 i成 i成新宿住友ピル 200m C02.内栓非巡． 4防火区画 特 illi' 3 

(49.3) 176,000 2 2 3 自警 n.発． 7防慢区画 避 7 3 
8,000 階 階 主主 水。プ！5F ll'J It 1モ Itニ

16イ 30/3 SPあわ外栓 4 減

減圧 西j東圧直北然南自
新宿NSビル 12lm C02.ハ，ド.i自 6 p}j火区画

166,864 2 2 2 非迎自警．
持政 4 

(57 .8) 12防煙区画
8,000 階 階 i基 灯発水プ19

！苗 圧

15 33/3 
地

s P内栓あわ 3 減
減南jHIJ中央KD D ピル 165m 下 C02.ハ消．非． 3防火区画

特 illi' 3 
(49. 7) 162,503 I 3 連．自響灯 5防煙区画 自滅

2,500 階 階 基 発。水． ブ14F 
層 下E 圧 然It

5イ 47/3 
両リ

s P内 栓あわ
’会誌 IOOm' 4 

京王
本館 170m r両手ド 3皇自

を！曹 区画

特 illi' 2 

116,924 2 
2 

警．灯発水
区画

プ (46.3) 
階 階 基 3防煙区画 6 

減 自 避 7

フ 6,000 プ24F 
他

ザ 5イ 35/3 s P ハ あわ 各
主 2 ’各峯 100耐 l立 特 il1l 2 ホ 南 範 132m 1同 非 3車自 階 減 圧 然

ア 区画 供L品 毘 員1i タ
Jレ (55.9) 58,117 I 3 I 警．灯発水． 3 

4,000 階 階 基 プ17F
3防煙区画

府
バルコニー

新宿第一生命
16イ 26/4 

画。 1 プ！2F 3 
116m 3防火区画

杏宅属地 北南自
ビル

基準階 2, 724 I 2 2 s Pあわ内栓 特選 3 

(55.8) 階 階 基
6防燈区画

層
減

8,000 C02. i肖．非述．

小国急ホテル 5イ お／4 主 自 ． 警 灯 発
客室 lOOm' 3 然央中

センチュリー 116m 地下 l立 圧

ファイアソト 基準階 1,860 
水 区画 減 1鴻 特進主 3 

I 2 2 3防煙区画 圧 圧
(55.8) 8，α）（） 階 階 基 プUF 層

安田火災海上
15 43/6 SP.あわ.C02. E 

減 ？球 自
特雌 2 

!93m 地下 地下 消非 i車 自 3防火区画 p 
避タ 8F2!F 

本 社ビル s 
(51.5) 

124,438 I I 2 警．灯発水 5防煙区画 6 道t床 31 F 

7 ,500 階 階 基 プ16F 層 圧 圧 然 救助袋 2 

特避 特別避難階段 co, 二酸化炭素消火設備 自 自動火災報知設備

避 避雛階段 ／、 ハロン消火設備 警 非常放送設備
凡

避床 避難床 1肖 消火器 非常電話

避タ 避雛タラ ップ 非 非常コンセント 灯 誘導灯

例 SP スプリンクラー 連 連結送水管 発 自家発電設備

内栓 屋内消火栓 プ20F ブースタ ポンプ設備 水 消防用水

あわ あわ消火設備 主主 空調設備
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災害から人聞を守る可能

性は大きく、これに頼ら

ないでは安全な防災設計

はありf辱ない。 ややもす

ると需要のみに走り、安

全空間の確保を無視しが

ちになる建築は、厳にい

ましむべきものと考える。

さて、超高層という建

築空間における災害から

人命を守るために最も重

要なことは、人が災害を

含む空間（出火場所）から

安全空間（建物外）に早期

に移動できるという、す

なわち、避難動線をいか

に確保するかということ

になり、また、この動線

を継続的にいかに維持管

理するかが超高層ビルの

防災施策の基本となるものである。

(3.12.19.26.33) 
40階に設置あり／

（第3次安全区画）
減他的措は機械室

一
キ

－

デ

扉
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．．．．．．．．． 
防災設備図 （事務室階平面図）

（西）

（新宿警察側）

4好ましい建物の防災管理体制

近代建築の粋を結集して建設された超高層ビル

の安全性は、ハード面での防災設備をよりよ く保

守し、そしてビル管理部門のソフト面を中心とし

た対策の追求があってこそ保たれるものと思う。

しかし、最近、この管理部門に省力化の思想から

か、保守・保安管理を専門職種に委託し、経営管

理のみをビル管理とする傾向があり、防災管理上

の問題を多々提起している。

特に、受託業者 （保守 ・保安管理）の従事者に

よる労働力の提供を受け、防災活動対策を期待し

ている対象においては、消防法のみならず雇用関

係においても新しく労務管理の問題さえも起こし

ている。 このような折、幸い新宿野村ビルの防災

管理においては、保守 ・保安管理とも自社社員を

充足させているので、災害活動上必要とされる指

揮活動も徹底されているが、しかし、このように
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委託に労力を負う災害活動には、是非とも活動上

必要な指揮統制を確立しておくことが犬切である。

5避難誘導システムの独自性

火災発生時被害の軽減を図るため、消火・通報

そして避難と消防法体系 （法第 8条・消防計画）

の流れとして各行動を求めている。しかし、最近

人命尊重の思想から、火災発生時消火と避難につ

いて、いずれを優先した方がいいかという話も聞

かれる。

早期発見の方法としては、人があらゆる場所を

常時監視を続けるわけにはいかないので、機械設

備により、建物のすみずみまで火災発見のための

神経をゆき渡らせることが必要である。 そして、

早期に発見したならば、この火災をどのようにし

て早く人に知らせるか、ということになる。

この知らせにより、人は火災の発生および状況

を知り、ある者は消防機関に知らせるであろうし、

ある者は危険な場所から退避することであろう。

だが、この早期発見・通報がその意味合いを失っ



写真 l 通路防火扉 写真 2 避難タラ ップ 写真3 避難デッキ

各階通路南北両端の避難階段叫売く付

峯入口に設けられているの防火扉はその

階の煙感知器と述動しており、火災を感

知すると自動的にしまるが手で自由にあ

けて避難ができるの

男女便所の聞にi避難タラ・ソプと表示の

ある鉄扉をあげると、 46階から地ヒ3階

まで通じているタラップがあるn 鉄扉は

平常はしまっているが、防災センタ か

らのリモートコントロールで｜明書定するの

で、下の階へ避難できるn

地上階を7階ごとにlプロックとし、

その最下階（3、12、19、26、33、40階）

の南北に設けられているの入口は、避難

タラップのある部屋の奥にあり、扉を手

であければデ、ソキに出られるのここは通

気窓により外気が入るようになっている。

た場合には、当然として人命が優先される行動が

とられることは論をまたない。

新宿野村ビルにおいては、この意味合いを失う

こともあろうことを前提とし、多少物は燃やして

も人命の損失だけはなんとしても防止しようとす

る対策をとっている。すなわち、法体系とは逆行

する独自の“避難ー消火”というごとになろうか。

「t肖火は機械に任せて、人は避難または誘導に

徹しよラ」という考え方で、情報の提供とともに

避難誘導に全力を傾注する活動体制ということに

なるが、この場合、前述の日ごろの人と建物のよ

い関係つ’くりがあって、はじめて避難を優先とす

る思想が、その目的を達せられるものであると恩

われる。

6おわりに

東京都においては、各超高層ビルの建築防災技

術を評価し、大規模地震発生時に指定避難地に避

難の必要のない建物として新都心内各超高層ビル

を指定している（ビル内が避難場所ということに

なる い

しかし、各超高層ビルとも耐震強度は学理的に

満足され、また、防災設備は充実しているが、こ

れらは、いずれも過去の経験を生かし、建設およ

び設備されたもので、想定を超えた恩わざる新し

い災害も予想される。 このような考察下に指定を

受けたことは、まずもってよりよい防災管理（人

と建物とのよい関係の維持および設備の管理）に

より、指定の期待に答えなければならない責任を

感ずるものである。

さて、新宿野村ビルがこの指定に答える特徴の

ある管理をしているわけではなく、しいていえば

東京消防庁職員の非常事態下の勤務体制、予防、

警防規程中、ビル管理について実施可能な活動体

制面を組織化して防災管理の万全を図っている。少

なくとも当ビルから災害を発生させ利用者の安全

を侵し、地域内各ビル、あるいは公共機関または

社会に迷惑を及ぼさないよう最大の努力を払って

いる次第である。

（はしもと よしぞう／野村ビル総合管浬（槻常務取締役信昭

膏E長）
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津波警報と避難行動

「天災は忘れたころにやってくる」とは、 言い古

されてはいるが、非常にまれにしか起きない自然

災害の特性を的確にとらえたことわざである。自

然災害のなかでも、特に津波は発生頻度が少なく、

しかも地域的な偏りのある災害である。

過去数世紀にわたって津波来事選が途切れていた

日本海沿岸の人々にとっても、 一昨年発生した日

本海中部地震は思いもよらぬ出来事であった。

日本海中部地震の概要と

津波警報の伝達状況

日本海中部地震は、昭和58年 5月26日正午ごろ、

青森 ・秋田両県の県境西方沖約 100kmの地点で発

生した。日本海側では最大クラスのマグニチユー

ド7.7の規模で、この地震により秋田 ・むつ ・深

浦で震度 5を記録した。ま た、この地震に伴い、

日本海側ljに大きな津波が発生し、最大遡上高は秋

田県峰浜村で12m以上を記録した。津波による死

者は 100人 （その内訳は、港湾工事関係者40人、

釣り人 ・遠足児童 ・観光客等35人、漁業作業中19

人、その他6人である）、漁船被害2,162隻 （約50

億円）などの被害が発生した。

気象庁では、地震発生から14分後に津波警報
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津波て・逃げる釣 町人 青森県市浦村十三湖（市浦村役場提供）

（「オオツナミ 」）を発表した。大津波の警報は道 ・

県、笹察、電電公社、海上保安庁の四つの公式ル

ートで市町村や船舶に伝達された外、 NH Kの全

国ネットを通して、 12時19分には一斉に全国に伝

えられていた。 しかし、津波の来襲は早く、 12時

07分には青森県深浦で第一波を観測したのをはじ

め、秋田 ・青森県下では津波箸報が伝わる以前に

被害が出始めていた。 また、 地震発生下の聖書報伝

達に不慣れなため、市町村までの伝達を忘れたり、

12：・ 14発表

住

象 町降1~12 . 16 
12. 18 

警
察～13 00 

庁 キす

船舶無線

図 l 津波警報の伝達状況

※1北海道・ 青森県・秋田県に関係するもののみに限ったの

※2.北海道への伝達には道本庁 ・支庁両方を含めたの

出典．未来工学研究所資料



市町村側で警報の入手をミスするなどの問題が続

出した。

一方、津波に関する市町村からの避難の指示（避

難の命令）は、北海道（8町）、青森県（6町村）、

秋田県（2町 ）、新潟県（1市）の17市町村で出 して

いるが、被害を出した波の到来前に避難命令発令

を決定したのは 2町にすぎなかった。 また、 北海

道 ・青森県下の 3町村では、津波警報が伝達され

る前に津波を発見し、独自の判断で避難命令を出

している。

最も早く 、12時10分に避難命令を出した青森県

岩崎村では次のような状況だった。『激しい揺れの

後、沿岸部の村落を“火災注意”の広報をしなが

ら車で巡回していた岩崎村消防分署長が、地震の

発生から数分後に”普段と違う黒っぽいさざ波”

が灯台のそばに立ったのを発見した。津波ではな

いかと思い、分署長は消防分署に引き返し、そこ

に隣町の深浦消防署から電話で津波の問い合わせ

が入った。『オラ方さ津波きてるが、そちらはどう

だ』、電話を受けた職員が窓から海を見るとすでに

津波が沖合いに白い波頭を立てているのが見えた。

消防分署長はラジオで津波注意の呼びかけを聞い

表 l 津波警報・遊鍛命令の入手率 と入手メディア

調査実施 北海道 鯵ケ沢
弘前大学

機 関 讐 察 消防署

対象者 北海道 青森県・ 青森県
秋田県沿岸部 鯵ケ沢町

（サンプル数） (240人） (245人） (138人｝

津波警報
95.0 83目1 95.7 

入 手率（%）

入手メディアの lつのみ 聞いたもの 第 一 lつのみ

選択基準 選 択 すべ て 入手元 選 択

ア レ ピ 54.0 29.9 11.1 10.6 

警 フ
、ノ、． オ 4.0 39.8 12.3 20.5 

報 市町村広報
18.0 52.9 24 .2 18.2 

入 （広報車、スビーカー）

手 消 防 広 報
6.5 25.4 6.6 

メ （消防車等）
33.3 

デ 讐 祭
5.0 7 .4 1.2 

イ （パ トカ一等）

7 人 づ て 3.0 45.5 18.8 18.8 

そ の 他
4.5 4.9 2.0 

（半鐘・サイレン他）

自

I両
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たことも引き合いに出し、その時の最高責任者で

ある助役を説得し、避難命令の発令が決定された。

避難命令は村の同報無線や消防車で伝えられ、津

波来襲を見聞きしてすでに開始されていた住民の

避難に拍車をかけたのである』

しかし、 一方では、避難命令の発令に至らず、

津波警報を入手しでも伝達すら行わなかった市町

村や、津波警報が出ても避難の指示を含めず、「厳

重に注意してくださし3」 というにとどめたところ

もあった。 また、市町村からの避難命令や津波瞥

報の伝達には、市町村同報無線を持っていたとこ

ろが少なく、多くは広報車や消防車による巡回に

頼ったため、聖書報の伝達に数十分を要したところ

もあるなど、迅速性に欠ける傾向があった。

2津波警報の入手と避難行動

以上のような経過を経て伝達された津波警報や

避難命令は、各種調査によると被災地の半数以上

の人に聞かれており、津波危険の高い沿岸部に限

ると約 8割以上の人が警報を聞いている。津波警

報を聞いたメディアは、 地震直後は停電しなかっ

治 省 東 大 男鹿地区 東京都総務局
消防一部

防 庁 新聞研究所 事務組合 災 害 対策部

青森県・秋田県 能代市 男鹿地区 能代市 秋田市 男鹿市

海岸地区の人
(290人） 市 民 (2,000人） (401人） (394人）(167人）

79.3 54.2 51.8 
言十 72.3 60.4 81.4 

米後前 26. 7 22.8 28.1 

聞いたもの 第 一 lつのみ Iつのみ 来襲後 45.6 37 .6 53.3 

す べ て 入手元 選 択 選 択 来事婚前に聞いた人のメディア

47.8 36.1 57 .1 44.4 51.4 52.2 36.2 

25.7 14.8 21.9 24.5 38.3 52.2 31. 9 

1.5 0.9 12.8 

53.1 18.3 2.0 18.5 

0.9 1.1 17.0 

0.3 

33.5 23.0 17 .3 8.4 2.2 14.9 

13.5 5.6 1.3 11.1 2.8 6.6 5.3 

（注）ただし、情報入手時刻は、消防庁調査が「地震直後（地震発生から ll尋問以内）」と、弘前大調査が「地震当日Jとしているが、他は限定していない。

出典・国土庁「日本海中部地震の総合的調査報告書」昭和59年7月
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た北海道や秋田県ではテレビが、また、避難命令

を出した青森県下の町村では市町村広報の割合が

高くなっている。これらのメディアから警報を得

られなくても、人づてに警報を聞いた人もおり、

時間的には遅くとも、津波警報が出たのを知らな

かった人は少なかったものと恩われる（以上表 1

参照）。

次に、津波によって避難した人は、沿岸部の約

4 -7割であり （表2）、 地域差がみられた。直接

の避難のきっかけとなったのは「市町村の避難命

令」 36%、「直接に身の危険を感じて」 35%、「人

づて、あるいは周囲の人の避難をみて」 22%の順

であり、「テレビ・ラジオで知って」という人は 4

%と少なかった。

以下では、なぜ人々の避難行動に差が現れたの

か、その背景を明らかにし、津波警報の効果と問

題点、教訓などを述べてみたい。

3少なかった大揺れ直後の避難

避難を時期的に区分すると、 三つに大別される。

第 1の段階は、津波警報が出される前に、地震の

揺れから津波の発生を予想するものである。第 2

は気象庁から出される津波警報や市町村が出す避

難の指示（避難命令）などの瞥報であり、第 3は津

波の来襲そのものの発見である。 そして、どのよ

うな津波をイメージしていたのかは、その人の過

去の津波体験や、津波の伝承、津波の知識などに

よっており、どの時期でどのように津波をイメー

ジしていたかが、対応行動を大きく左右していた

表 2 避難開始の決断の決め手と避難率

といえる。

さて、第 1の段階である地震の揺れから津波を

連想した人は、各種調査によると秋田・青森県の

日本海側住民の半数以下であり、特に津波被害を

出した秋田県下では 2割以下と少なかった。これ

は、 「地震即火災」の教訓が関東大震災の大火以

来知れ渡っているのと比較すると、かなり低い数

f直である。

秋田 ・青森県の日本海恨ljでは震度 5の大きな揺

れが観測されているのだが、三陸側から漁業など

でやってきていた人が「これだけ大きな地震だか

ら津波がくるだろう」と考え、すぐに行動に移っ

ているのに対し、日本海沿岸に住む人たちは津波

の知識や経験に乏しかった。

日本海側に生まれ育った人でも、江戸時代等に

起きた大津波の話を祖父母等から繰り返し聞かさ

れていた人（北海道 ・奥尻島）や、 1300年代に繁栄

していた十三湊が大津波のため壊滅した話を村で

伝承してきていた人（青森県市浦村）などは、大き

な津波が発生するのではないかと考えた。一方、過

去に比較的大きな地震を体験した地区の住民 （昭

和39年の秋田県男鹿半島沖地震、昭和53年の青森

県深浦・岩崎群発地震）は、地震に伴う津波が小

さかったり、ほとんど重見測されなかったため、 j章

波はあっても危険は小さいと考えた。さらに、過

去の小津波の体験があだとなった人もいた。昭和

43年の十勝沖地震時の津波の引き波で、普段行け

ない沖合いでサザエやカニを採った体験を持つ農

夫は、 地震直後にわざわざ自宅から海に出かけて

津波に巻き込まれ、死亡している。

ぷ？ぐ竺 沿膳部全体
青 森県 秋田県

いずれにせよ、大きな

地震の揺れがあった段階

では、 「海のそばに住む

者の本能的な危険感覚」

から、海の変化に注意す

る人はいても、この手宣階

で避難等の直接的な行動

に移る人はごく一部に限

られていた。また、津波

が発生する危険を予想、し

小泊村市浦村鯵ケ沢町深浦町岩崎村 八森町

I. 感襲直接じにて身（津の）危波険の来を 35.2% 46.2% 18.2% 15.5% 56.6% 37.0% 37.0% 

躍開 を見て
(75人） (12人） (4人） ( 9人） (30人） (10人） (lo人）

2.・ほかの人に 「避

始 難・ましわろ」りとのい人わがれ避て 22.0(47) 34.6( 9) 27 .3( 6) 15.5( 9) 24 .5(13) 14.8(4) 22.2( 6) 

の 難を始めたから

決 3役場 難消防 警ぴ察
断 から避の呼か 36.2(77) 15.4(4 ) 50.0(11) 56.9(33) 17 .0( 9) 44 .4 (12) 25. 9( 7 ) 
の けがあったから
決 4. .，..レピ・ラ ジオで 3.8( 8) 0.0(0) 4.5( 1 ) 5 .2( 3 ) 0.0( 0) 3. 7( I ) 11.1 ( 3 ) め 知って
手

5.その他 2.8( 6) 0.0(0) 0.0(0) 6.9( 4) 1. 9( I ) 0.0(0) 3.7( I ) 

避難した人の割合（%） 60 54 61 70 61 58 50 

出典：引前大学調査結巣より作成
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ても、他の人に話したり、注意を呼びかけたりし

た例も非常に少なかった。

4ピンと二なかった津波警報

避難の第 2のきっかけである津波警報であるが、

テレビ ・ラジオでは、緊急をf云えるチャイムの後、

次のような内容で伝えられていた。

NH K （全国中継）による津波警報の伝達（ 12時 19分）

津波警報をお伝えします。

仙台管区気象台 午後0時14分発表です。5区に大津波

の警報がでました。津波警報をお伝えします。

東北地方の日本海沿岸と、津軽海峡方面に大津波の警報

がでました。

東北地方の日本海沿岸と津軽海峡方面に大津波が来襲し

大きな災害が起こるおそれがあります。予想される津波

の高さは、高い所で平常の海面より 3m 以上、場所によ

っては非常に高くなるおそれがあります。その他の所で

も1mくらいに達する見込ですから厳重に警戒してくだ

さい （繰り返し）。

ところで、テレビでは放送局の方針として、大

災害の発生時は定時番組を切り換えて、ニュース

主体の報道をすることになっており、避難などの

具体的な行動指示情報は流さず、警報内容を繰り

返したにとどまった。 このため、地震の揺れでお

そらくぼう然自失状態にあったと思われる人々の

反応は鈍かった。 そもそも大津波の警報は、気象

庁が昭和29年の房総沖地震に次いで出すのは 2度

目という極めてまれで、かつ重要なものであった

が、これに気づいた人はわずかだった。 また、伝

えられた内容が具体的でないため、「東北地方の日

本海沿岸」と聞き、秋田県の沿岸にいながら「東

北地方のどこにくるのだろうか」と考えた人や、

「高い所で平常の海面より 3m以上」と聞いても、

「8mの高潮でも大丈夫なのだから、 3mくらい

だったら防潮堤もあるし被害は出ないだろう」と

考えた漁師もいた。 いずれも津波のもつ破壊力が

想像できず、高潮被害から類推するなどで被害を

軽くみていたのである。

東京大学新聞研究所の調査によると、津波警報

を聞いて「大きな被害をもたらすような津波がく

ると思った」約 1割、「津波がくるとは思ったが、

’85予防略報141

それほど大きな被害をもたらさない」約 5割、「津

波がくるとは思わなかった」約4割との回答であ

り、津波箸報からは大きな被害は想起されていな

かった。秋田県下などでは、最大波の来襲直前に

警報が伝えられたにもかかわらず、半信半疑で海

の様子をうかがう程度の人が多く、警報は避難の

判断材料にはなっても決め手にはならなかったと

みられる。

テレビに対し、ラジオは地震直後からローカル

局主体の放送に切り換えられ、地震や津波に対し

て具体的にどう行動すべきか、という内容が流さ

れていた。 NH K秋田などでは、津波箸報が発表

される前の12時13分ごろにはすでに津波注意の呼

びかけをしており、望書報が出されてからは、はっ

きりと 「日本海側の方々、どうぞ、津波の警報が

出ております。直ちに避難してください」と避難

の呼びかけをしており、それなりの効果を収めて

L、Tこ。

さて、津波箸報が出された効果を全般的にみる

と、特に老人や子供を抱える家庭などでは敏速な

避難行動を促している。また、事業所や学校など

の団体や組織の多くも津波警報をきっかけに避難

行動を始めており、これによって助かった人も大

勢いた。 5月といえば遠足シーズンで、調査した

限りでは15校ほどの幼稚園・小 ・中 ・高校が、北

海道から石川県にかけての日本海沿岸に遠足やレ

クリエーションに出かけていた。その多くは、パ

スの運転手や、車でかけつけた地元の職員や父兄、

学校の先生、通りがかりのドライパ一等から津波

警報が出されたことを知らされ、海辺から退避し

ている。

しかし、 一方では津波の来襲が早かったため、

警報が間に合わなかった例もみられる。能代港の

港湾工事作業現場では、津波箸報が出たことを知

った現場責任者が無線で現場ヘ避難の指示を出し

ているうちに津波が来襲した。 また、磯辺などの

陸の尖端部にいた釣り人や海草採りの老漁師など

は、場所が住家から遠く、わかりにくい所に点在

していたため、市町村役場の広報車からも警報が

伝達できず被災した例が多かった。
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5住民避難に効果のあった

市町村の避難命令

一斉に多数の人を対象とするマスメディアに対

し、市町村の避難命令は住民の避難を目的とし、

広報手段もさまざまなものが使われている。情報

の内容も避難すべき地区名が含まれるなど、具体

的なものだった。住民にと っては地元の市町村が

出しているため、危険が身近に切迫していると受

けとめられたようであり、津波来襲情報が口づて

に流されるのと前後して、避難を決めかねている

人たちに避難を促す役目を果たしたようである。

住民の避難率が高かった青森県市浦村と鯵ヶ沢

町をみると、両者とも同報無線で避難命令を出し

ており、「役場などからの避難の呼びかけ」をきっ

かけとする避難の割合が高かった（表 2参照）。 市

浦村の場合、住民の聞に伝承されている大津波へ

の恐怖感から、 2度にわたる村の避難指示によ っ

て、続々と 6kmほど先の避難場所まで住民が避難

したものである。 また、鯵ヶ沢町では、町が津波

警報入手後すぐに、各家庭および戸外にとりつけ

てある同報無線で避難命令を出したのを聞いて、

津波の伝承や経験もなかったが、住民は一斉に避

難しており、戸別同報無線の効果がみられたので

ある。

6多かった押し波を見ての避難

「津波」にはさまざまな形態があり、被害をもた

らす波の前に引き波 ・小さな押し波 ・波の色の変

化、奇妙なさざ波などの変化 （これは「津波」その

ものによる変化であるが、「津波の前兆」と呼ぶこ

とにする）がみられる場合がある。今回の日本海

中部地震では、晴天下の昼間に起きたとともあっ

て、さまざまな津波の前兆がみられたが、 “港の

水が空っぽになり、港の底や見たこともない岩礁

が見えた”ような、急激な大きな引き波がみられ

た青森県深浦町や岩崎村、北海道などでは、変化

が大きかったため大きな押し波を予想して避難す

る人が多かった。
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津波はどとの地区でも同じ形態で来襲するわけ

ではないが、 三陸地方では津波はおよそ地震発生

から 2-30分後に、必ず大きな引き波の後に来襲

するという言い伝えがある。このため、 三陸出身

者のなかには“大きな引き波があったら避難すれ

ばよい”と確信し、浜辺で津波の兆候が現れるの

を待ったという、危険な固定観念を持っている人

もいた。今回の津波でも、男鹿半島加茂青砂海岸

で、遠足児童が被災した例のように、避難する余

裕もなく“突然自の前が脹れあがる押し波”から

始まった地区もあったのである。

多くの地区では、 「津波の前兆」に気つ’かず、

大きな押し波が沖合いから白い一線を引いてくる

のを見て避難し始めている。「津波だ。逃げろ／」

という大声がとびかい、騒然とするなかで、慌て

たため、はだしで水の中を走った人や、事に老人

や子供を乗せ、戸締まりもせずに避難する人もい

た。一時は小学校などの高台ヘ続く道が、車で数

珠つなぎになった所もあり、途中で車を乗り捨て

て駆け出す人もいた。 日本海沿岸は老人の居住率

が全国でも高いが、浸水した家の中に取り残され

た独り暮らしの老女や、ベッ ドごと流された寝た

きり老人などもいた。

このように、大きな押し波で避難する人が多か

ったのは、津波体験や知識が少ないことの外、危

険が差し迫らないと行動しないという、災害時の

人間行動特性も絡んでいるためと思われる。

一方、 差 し迫る危険のなかで避難しなかった人

もいた。後述する漁師の外、家族だけ避難させ、

家財を守る意味もあって一人で残った家主や、津

波見学のために残った人、防潮堤や住居の嵩上げ

による安心感があった人などである。 ビデオを撮

るために危険な地区にとどまる人もいた。 これら

の人たちは、 一様に 「怖かったが、いざとなると

逃げ切れる自信」をもっていたという。

そして、数回にわたる余震時には、恐怖のあま

り揺れの直後から避難する人がいる一方で、この

ような避難しない人々が増えたのも事実だった。

閉じ震源域で起きているとはいえ、すでに本震時

の体験から、 「これくらいの揺れなら津波は小さい」



「この前の本震ではそこまでしか津波はこなかっ

たから、それ以上は浸水しない」などと判断し、

避難しなかったのである。

7津波の時は海へ向かう漁師たち

津波警報は、避難を促進するだけでなく、漁師

に対しては避難を阻害する役割を果たしていた。

漁師たちにとっては、船は財産であり、苦楽を共

にした愛着のある“相棒”である。津波がくるとわ

かると、高台に避難するのとは逆に漁師たちは船

を守るため、危険を冒して海に向かう傾向がある。

船が津波で破壊されたり、陸ヘ押し流されて家を

壊したりするのを防ぐため、沖合いヘ船を出した

り、小型船の場合はロープで固定するのである。

北海道の東岸や三陸方面の漁師たちは、早自に

船の処置が必要だと経験から知っており、たとえ

小さな地震でもすぐに船を守るため海に走るのが

習性になっている。今回の津波でも三陸からきて

いた漁師が地震後すぐに船を沖出ししたのに比べ、

日本海側の漁師は立ち上がりが遅かった。一部の

漁師は北海道や三陸方面への出稼ぎなどで、津波

の話を聞いてはいたが、津波警報や津波の来襲を

聞いてから、慌てて港に向かった人が多かった。

大波で荒れる港内で船を守ろうとして津波にのま

れ、負傷した人も多く、港内で漁師が被災した例

は、警報発表時の12後30分以降の時間帯に集中し

ていた。

8津波の教訓比課題

最後に日本海中部地震の実態から、津波に関す

る教訓と課題をいくつか挙げよう。

I ) 津波警報の迅速な発表・伝達： ！気象庁では地

震発生後5～ 10分で警報を発表することを目標に

しており、警報発表 ・伝達の時間短縮が求められ

ている。

2) 市町村の避難命令発令の円滑化 ：沿岸市町村

は、津波の監視ゃいつの時点で避難命令を出すの

かなどを含めた津波対応マニュアルを事前に検討

写真3 津波で流される寸前の船と人一一船の手前に点となっ

てみえるのは沖出し作業中の漁師

（青森県小泊村・鈴木明弘氏提供）

し、迅速に避難命令を発令する体制をつくる必要

がある。 また、同報無線など情報伝達体制の整備

を推進する必要がある。

3) 地震＝津波避難の徹底：讐報発令・伝達体制

が整備されたとしても、津波の来襲に間に合わな

い可能性があるので、海辺にいる人々は、大きな

地震を感じたらとりあえず高台に避難し、津波箸

報発表の有無を確認してから行動する必要がある。

このため、大きな被害 をもたらした津波の映像等

を使い、津波に関する PRを、学校や社会教育の

場で広める必要がある。

4) 正しい津波イメージのPR : 3）と関連し、今

回津波体験者のなかに誤った津波イメージが国定

観念化している傾向がみられた。津波の来襲時間

や形態 ・規模などさまざまなものがあることの理

解を深め、津波の発生が予想される場合は、即避

難するなど、安全サイドに立った行動をとるよう

徹底すべきであろう。

5) 地域別漁船対応計画の策定： 漁船の保全行動

には危険が伴うが、今回の教訓｜から漁師は小型船

まで船の沖出しを実施するようになっている。港

内から安全海域 （安全圏は水深 100m程度といわ

れている）まで沖出しする時の所要時間と津波の

来襲が予想される時間との関連から、港別に小型

漁船まで沖出しすべきかどうか検討すべきである。

* * * 
今後、東海地震の発生も予想されているが、日

本海中部地震をはじめとする津波の教訓を息長く

継承し、津波被害をできるだけ軽減することが望

まオ1ょう。

（たかなし なるこ／（財）未来工学研究所）
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くらしと賠償責任

「くらしと賠償責任」というテーマから多少外

れてしまうかもしれないが、日常生活にもっとも

密接に結びついた賠償請求の訴訟として、津地方

裁判所の『隣人訴訟』について分析し、くらしの

なかの賠償責任について考えてみたい。

『隣人訴訟』の概略

r隣人訴訟』とは、近所付き合いをしていた二

組の夫婦の間で争われ、昭和58年 2月25日に津地

方裁判所において判決が下された事件である。 そ

のあらましは、以下のとおりである。

『三重県鈴鹿市に住むA夫婦が、団地内で近所

付き合いをしていた B夫婦と、鈴鹿市 ・固などと

を被告として提起したものであった。 A夫婦は、

その長男 A’（当時三歳）が自宅附近の溜池ででき

死したことにつき被告らに損害賠償責任があると

主張したのであるが、裁判所の認定によれば、事

故当日の事情は次のとおりであったようである。

一一ーその日、 B方では大掃除をしていたが、幼児

用自転車に乗るなどして遊んでいた A’と B夫婦

の三男 B’（当時四歳）とは、午後二時半すぎころ

B方に戻り、 B夫人から菓子をもらって玄関口や

門前附近でそれを食べたりして遊んでいた。 その

ころ、買物に出かける途中のA夫人がB方を訪れ、

A’を連れて行こうとしたが、 A’がこれを拒んだ

ことから、 B氏の口添えもあって、 A夫人は A’を

そのまま B’と遊ばせておくこととし、 B夫人に

「使いに行くからよろしく頼む」旨を告げ、 B夫
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人も 「子供たちが二人で遊んでいるから大丈夫で

しょう」と言ってこれを受けた。 A夫人が去った

のち、 10分ないし15分ぐらいの聞は、 B夫人は、

2児が団地内の道路や、溜池との聞に柵のない空

地で、自転車を乗り回して遊んでいるのを、仕事

の合間合間に見ていたが、そのあと屋内に入り、

7、 8分後、次の仕事にとりかかろうとしている

ところへ、 B’が戻ってきて、 「A’が泳ぐといって

池に潜り、帰ってこない」旨を告げた。 A’は溜

池に沈んでいた。』

（「“隣人訴訟取下げ事件”を吟味する」広中俊雄

ジュリスト793号）

津地方裁判所は、 B夫婦は A夫婦の損害の 3割

を賠償せよと命じ、鈴鹿市 ・国の賠償責任は否定

するという判断を下した。

この B夫婦の 3割の損害賠償について、新聞を

はじめとするマスコミは大々的に報道し、世間に

大きな反響を呼んだことは記憶に新しいところで

ある。

A夫婦およびB夫婦は、連日にわたる中傷 ・非

難の手紙や電話に苦しめられ、ついには双方とも

訴訟（控訴）の取り下げを余儀なくされ、さらにA

にいたっては職を失ってさえいる。

2損害賠償について

r隣人訴訟』の分析に先立ち、損害賠償につい

て私なりの分析を行ってみたい。

十員害賠償とは、いうまでもなく、ある人の故意



や過失、契約や法令による規定に反することによ

り相手に与えた損害を償うことである。

損害賠償の持つ基本的な意味を分解してみると、

次のとおりとなる。

(1） 被害者救済の要素

ある人が引き起こした事故により、他の人が負

傷したり、死亡したりした場合、被害者およびそ

の遺族が生活に困窮することがないように、経済

的な面での補償を与えるという要素である。

この観点から、社会的にシステム対応したもの

として、自動車損害賠償保障法、労働者災害保障

保険法などの法律、および法律に基づく保険制度

がある。 また、健康保険制度なども、この社会シ

ステムを補完するものと考えることができる。

(2）社会的公平性の追求の要素

被害者およびその遺族の経済的な困難という問

題とは別に、被害者側の精神的な苦痛や逸失利益

などの損害に対し、だれがその責任を負担するの

が社会的に公平かつ正義にかなうかということの

追求の要素である。

(3）事故に対する社会的な評価の要素

加害者が被害者に対し損害を与えたという事実

に対する社会的な評価を追求するという要素である。

これは、損害賠償の持つ積極的な要素ではなく、

(1)または（2）の要素の反射的な効果にすぎないが、

ここでは一つの要素として考えてみる。

これらの分解された要素は、単独で損害賠償の

個々の事例を説明できる ものではない。個々の事

例は通常各要素がミックスされたものである。 し

かし、それぞれのケースを客観的にみて、どの要

素が最も重視されるべきかを知ることは、個々の

事例の分析に有効である。

(1)の要素が最重視される例

一家の働き手を失った家族の損害賠償請求

(2）の要素が最重視される例

事故で子供を失った親の加害者に対する視害賠

償請求

(3）の要素が最重視される例
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金銭的な賠償よりも、むしろ加害者の反省を求

めて行う損害賠償請求

3『隣人訴訟』の分析

次に、前述の損害賠償で示した各要素を r隣人

訴訟』に当てはめ、分析を行ってみる。

まず 「被害者救済の要素」は、この事故により

A夫婦の生活が苦しくなることはないので、当て

はまらない。

第 2の要素「社会的公平性の追求」は、この訴

訟に該当し、その結果、第 3の要素「事故に対す

る社会的評価」も満たされることになる。特に第

3の要素は、この訴訟の最重要ポイントである（原

告は、訴訟の動機を「一言の謝りの言葉もなかっ

たので」と、代理人を通じて述べている。一一毎

日新聞）。

ところで、『隣人訴訟』が、日ごろ客観的報道を

看板とする大新聞の情緒的な報道や、それに触発

された多くの人々の過剰な反応や論議を巻き起こ

したのはなぜであろうか。

次に、この点について分析してみる。

4『隣人訴訟』の反響に関する分析

(I) 無償の善意に対し賠償責任は問えないカ、？

原告夫婦に対する手紙のなかでは、「子供を預る

という無償の善意を訴えるとはなに事だ」との主

張が多く見られたが、この点が大反響の原因であ

ろうか。

これを判断するには、 二つのポイントがある。

一つは、まったく単純に善意の無償の行為を訴

えることが妥当か否かの判断である。

自動車の好意同乗のケースを考えてみよう。

仮に、甲が隣人の乙に対して、自分の子である

丙を乙の自動車で保育固まで連れて行ってくれる

ように頼み、乙の運転ミスにより丙を死亡させて

しまったとしよう。
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この場合、甲が無償かつ善意て”自動車に丙を乗

せた乙に対して損害賠償の訴訟を起こしたとして

も、社会的な反響をまき起こす可能性は非常に小

さい。 なぜならば、自動車事故に関しては前述の

とおり自動車損害賠償保障法と自動車損害賠償頁

任保険とが機能し、この事故の場合 も被害者救済

のための社会システム内の問題として整理される

からである。 こうした宇土会システムは、すでに日

本人の感覚に充分に浸透している。

したがって、このケースで甲が乙を訴えても社

会的な違和感はない （このシステムにおいては、

「配偶者も他 人」という判断さえもあることを考え

るべきである）。 すなわち、無償の善意を訴えると

いう事実のみが、あれだけの大反響を呼んだ原因

とは考えられない。

二つ目には、善意の無償の行為に要求される注

意義務と！照らし合わせてみて、訴えが妥当か否か

を判断する必要がある。

やはり、好意向乗を例として考えてみよう。

自動車を運転する場合には、高度な注意義務を

課せられる。善意で子供を預り近所で遊ばせてお

く場合の注意義務と、自動車の運転者の注意義務、

ひいては好意で同乗させた子供に対する責任とは、

その重さにおいて大きな違いがある。

したがって、『隣人訴訟』と好意同乗とを閉じレ

ベルで論ずるわけにはいかないし、また、閉じレ

ベルで論ずることができそうな他の例も見当たら

ない。

このように、注意義務との兼ね合 いで『隣人訴

訟』の無償の善意を判断するならば、 A夫婦の訴

訟提起は妥当なものとは言いがたいように思う。

ところで、人々は直観的にも論理的にも、この

ような観点から『隣人訴訟』を判断し、非難した

のであろうか。

私にはそうは思えない。原告に対する投書は、

もっと情緒的な動機により行われたものであろう。

A夫婦が無償の善意を訴えたことが、この大反響

を呼んだ最大の原因とは考えられない。
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(2) 日本人の感覚と訴訟とのギャ ップ

「アメリカのある弁護士は、『隣人訴訟』に対す

る特別な抵抗感のようなものをアメリカ人はも っ

ていなし3」（『隣人訴訟取下げ事件を吟味する』）と

述べているし、私が欧州、｜の友人に質問したときも

同様の答えが返ってきた。 これは何を示している

のであろうか。

再び前述の損害賠償の分析に戻ってみる。

『隣人訴訟』を分析すれば、 「社会的公平性の追

求の要素」および 「事故に対する社会的な評価の

要 素」が当てはまる。

ところで、ここで問題となるのは 「被害者救済

の要素」ほど明確ではない「社会的公平性の追求

の要素」である。被告B夫婦、この判決をみた新

聞記者および原告A夫婦を非難した人々には、こ

の要素に基づいた A夫婦の主張が異常なものと映

り、さらに A夫婦の訴えの一部を肯定した判決が

理解しがたいものに思えたのではないだろうか。

日本では、古くから「向こう三軒両隣」という

感覚が生きており、近隣の親しい者同士の聞の争

いについてはコ ミュニティ ー内部で処理するとい

う慣習があった。

こうした土壌のなかでは、コミュニティー内部

のルールは必ずしも明確なものではなく、コミュ

ニティー梼成員の常識によりケースパイケースで

判断されてきたものと理解される。 そして、現代

の日本人のなかにもコミュニティーの常識という

はなはだあいまいな感覚が根強く残っているので

はないかと恩われる。

このコミュニティーの常識と A夫婦がとった訴

訟提起という紛争の解決を外部に託す行動との聞

のギャップこそが『隣人訴訟』の反響を生み出し

た最大の原因ではないだろうか。一方、欧米人の

感覚は、我々日本人のそれと大きく異なり、個人

の権利と義務に対する明確な意識に裏打ちされた

ルールに根ざしている。彼らは 「社会的公平性の

追求の要素」のなかでも、日本人のあいまいさと

は異なる明確な意識を持っているのだと思う。



具体的にいえば、預った子供を事故で死亡させ

た場合に、その責任はだれが負担すべきか、とい

う点に関して明確な意識・判断を持っているとい

うことである。

したがって、彼らの感覚では、たとえコミュニ

ティーの内部で生じた事故に対しても、お互いの

意識 ・判断をぶつけ合うことによって解決を図る

ということ、すなわち、訴訟という行為が、ノー

マルなものとして受け入れられるのではないだろ

うか。

ある法学者は、この 「隣人訴訟』による反響は、

事件の特殊性 （軽度の注意義務しか負わない B夫

婦が訴えられ、しかも、 3割の賠償を命じられた

ことを指す）に原因があるのであり、この大反響

をも って、日本人の意識の中にいまだに古いもの

が残っていることの証明にはならないといわれる。

しかし、私は 『隣人訴訟』がもたらした大反響

こそ、日本人の損害賠償に対する感覚の古さの表

れだと思う。

近年、日本人の損害賠償に対する意識が高揚し

てきたといわれるし、事実そのとおりなのであろ

う。 しかし、それは 「被害者救済の要素」につい

ていえることなのであり、この要素があてはまら

ない場合、すなわち「社会的公平性の追求の要素」

のみが当てはまる損害賠償に関していえば、日本

人のなかに古い感覚が残っているといわざるを得

ないだろう。

もっとも、この部分の後進性は決して悪いこと

ではないと思う。あまりに何でもかんでも訴訟に

持ち込むというような感覚が強くなってしまうと、

人と人とのつながりが薄れ、ますますギスギスし

た社会 になってしまう恐れもあるからである。

5『隣人訴訟』の限界

『隣人訴訟』を論じる各新聞の論調をみても、

識者の意見をみても、 「相手に責任を認めさせ、謝

罪させる」ことを求める訴訟制度があることが望
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ましいという意見が出ている。

しかし、これは無理である。他人に謝罪を強制

することは、名誉き加による訴訟についてのみ前

例があり、他の場合の訴訟では、憲法の 「思想・信

条の自由」に反することになるため不可能である。

また、倒害賠償訴訟に関していえば、前述のと

おり「社会的評価の追求の要素」のみを求める訴

訟となるわけであるが、この要素は、他の要素の

反射的効巣、つまり、加害者が被害者の損害 に対

して責任を負うという判断の結果生ずるものであ

り、この要素のみを求めるのは、論理的に無理が

ある。

また、仮に相手の謝罪を強制する裁判が可能だ

としても、人の心までを法によ って規制すること

はできないのだから、形だけの謝罪を行うのみと

いうことになるのがせいぜいではなかろうか。

ここに『隣人訴訟』の限界がある。

6日本の損害賠償の展望

これまでに、日本人の煩害賠悩に対する感覚に

ついて論じてきたが、今後、これはどのように変

化していくのだろうか。

「被害者救済の要素」が強い損害賠償は、具体

的には社会的に システム対応されている事故 （自

動車事故、労災事故など） および個人対企業 ・国・

自治体という構図の煩害賠償に多く、 「社会的公平

性の追求の要素」が強い損害賠償は、個人対個人の

損害賠償の場合に多い。

前述のように 「被害者救済の要素」については、

すでに日本人の損害賠償の意識が欧米ほどではな

いにしろ、相当高くなってきている。一方、「社会

的公平性の追求の要素」については、まだまだ損

害賠償の意識が欧米に比べて低い。

したがって、今後日本人の損害賠償の意識が大

きく変化する可能性があるとすれば、それは個人

対個人の紛争、すなわち、人々の日常生活におい

て生ずる事故の場面においてであろう。
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さて、日本と欧米、特にアメリカとの比較で賠

償意識の将来を展望してみる。

アメリカは、周知のとおり世界の最先進国であ

り、賠償意識においても進んだ国である。また、

訴訟、特に損害賠償に関する訴訟が多いことでも

恐らく世界ーであろう。

アメリカでは、企業はもちろんのこと、 一般の

家庭でさえも賠償責任保険を付けておかなければ

一日も安心して暮らせないといわれる。

では、日本の将来もアメリカの現状に近つ’いて

くるのであろうか。

私は否と思う。 なぜならば、アメリカで訴訟が

多いのは、特殊な裁判制度と煩害賠償に対する社

会システムがまったく不備であることに原因があ

るからである。

日本であれば、労働者災害保険法などで規定さ

れるシステム内において円滑に処理されるような

事故が、アメリカでは、訴訟を起こさなければ処

理できないというような状況が多くみられる。

このように、社会のシステムが日本とアメリカ

とでは大きく異なるため、将来的にも日本がアメ

リカのような訴訟王国になる可能性はないと思わ

れる。

アメリカにおいても、徐々にではあるが、現在

のアメリカの損害賠償システムに対する反省の気

運が高まってきており、アメリカも将来的には損

害賠償に対する社会的なシステム対応が進み、訴

訟件数が減少していく可能性がある。

また、アメリカと並び損害賠償に関する意識が

高いヨーロッパにおいては、日本以上に損害賠償

に対する社会的なシステム対応が進んでいるとい

う面もあり、アメリカのような乱訴の状況にはな

いようである。

7むすび

今後、個人の日常生活のなかで、損害賠償とい

う事件が発生する可能性は高まっていくと思われ
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る。 こうした事態に、我々はいかに対処すべきで

あろう。

『隣人訴訟』に過剰反応し、直ちに他人の子供

を預かることを避けてみたり、このような訴訟の

当事者を単に非難したりすることは意味のないこ

とである。

我々にとって、日常生活のそれぞれの場面にお

いて一般人として果たすべき通常の注意義務 （言

わば当たり前のこと）を尽くし、不幸にして事故

が発生した場合には、相手方とお互い納得がいく

まで充分に話し合うこと以外に対応すべき方法は

ない。 そして、補助的には我図引水になるが、個

人賠償責任保険を必ず手当しておくことである。

隣人聞の紛争は訴訟という手段では充分な解決

ができないのであるから、我々は日本の風土に合

った隣人間の紛争を解決するための社会システム

を追求すべきであろう。

（おがた てつろう ／千代田火災海上保険4附業務部）

注 l アメリカでは、民4訴訟において弁議士報酬を成功報酬

i!tt）とすることが認められているのこのため．法議士報酬の不

安なく訴訟が起こせるの

注2 アメリカの社会保険制度は貧弱であり、健康保険ですら

一帯IIの者のみを対象としているにすぎない伺

注3 訴訟により被当者の救済を実現する現在の米国の対Lt：‘は

社会的に高コストを要するのたとえば、高級な賠償金のうち

30%は弁議士の報酬となるのまた、高額な賠償金に備えるた

めに不可欠の賠償責任保険、特に生産物賠償責任保険につい

ては、保険料が高騰するにとどまらず、世｜受保険会社を探す

ことすら困難な状況になっているのこうした現状から、製造

物責任については統一製造物責任法を制定する動き、自動車

事故については ／ーフォールト保険制度を一部で導入すると

いう動きがあるの
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・圏直置B

科学万冊
開幕を2か月後にひかえた科学万博会場

つくば’85の防災対策

編集部

l日に平均 10万人の観客が集まる科学万博。今

号を読者が手にする時は既に開幕しているが、こ

の国家的イベントの防災対策を紹介しようという

案が、昨年暮れの編集委員会で決まった。そこで、

1月22日に、着々と開幕準備の進む会場を取材す

るニととなった。

主催者の（財）国際科学技術博覧会協会事務局の

中で、防災を担当する会場管理部の石井定雄消防

課長と荒木霊普同課長代理にお話を伺い、会場内

を取材させていただいて、消防・救急関係を中心

にまとめた レポートである。

建物の防災は一般のピルと変わらない

パビリオンや営業施設などは、会期が終われば

撤去する仮設の建物だから、恒久的な建物に対す

るような法令による規制は、大いに緩和されるの

ではないか、そのために、防災上の弱点が多いの

ではないか一一ーという記者の想像は誤りであるこ

とがわかった。

科学万博会場だからといって治外法権であるはず

はなく、外国パピリオンも含めて会場内の建物に

は、圏内の建築法令、消防法令が及んでいるので

ある。たしかに、建築基準法には仮設建物に対す

る制限の緩和の規定（第85条4項）がある。しか

し、それも安全上、防災上および衛生上支障がな

いと認めた場合においてであるの構造強度を損っ

たり、防火上の危険が増大するようなことは許さ

れないのである。

万博のパビリオンは、国際的な催事にふさわし

いユニークなデザインが多く採用される。そのた

め、特殊な構法や材料も多く使われることになる。

このような構法や材料の安全性については、建築

確認のときにチェックされるのだが、日経アーキ

テクチュア1984、12-17の記事によると、 28の民
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間パビリオンのうち、 11が構造評定を受けたとい

う。このような建物の安全性チェックに加えて、

（財）国際科学技術博覧会協会 （以下単に協会とい

う）では、 「建築及び防火対策に関する特別規則」

を設けている。

同規則の第 7章は 「建物内部の安全措置」であ

り、観客の安全を重視した安全措置を具体的に指

示している。たとえば、 一例として避難用の出口

の構造に関する条文をみてみよう。

第29条避難用出口の構造は、次の各号に定め

るところによる。

(1) 出口の高さは 2.0m以上とすること。

(2) 1枚の聞き扉の幅員は、 0.75m以上2.2m

以下とすること。

(3) 扉は、外聞きまたは 2方向に聞く自由戸

とすること。

(4) 出口には、回転扉または垂直方向若しく

は水平方向の引戸を設けないこと。

(5) 出口には、原則として巻込みシャッター

を設けないこと。

(6）電動扉を設ける場合は、停電その他 の故

障時において、手動で容易に聞くことので

きるものとすること。

2 非常口（緊急の場合にのみ公衆の使用に供

する避難用の出口をいう。）を設ける場合は、

その扉は、把手の類に内部からわずかの圧力

を加えることによって容易に聞く方式のもの

としなければならない。

また、第 8章は「建築物の防火措置等」、第 9章

は「消防用設備」となっているが、これらの特別規

則により、施設参加者に対して安全への充分な配

慮、を要求しているのである。

なお、消防設備は消防法令の規定どおりに設置

されているが、具体的には次のようになっている。

消火器、誘導燈 ・誘導標識および自動火災報知

設備・・・・・・大部分の建物に設置

屋内（屋外）消火栓および非常放送設備…ーパ

ビリオンおよび大きい営業施設に設置

避難器具・・・・・・パビリオンの大部分に設置

スプリンクラー設備一－－－－政府館およびパビリオ
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ンの一部に設置

ガスもれ望書報設備・・・・・・本部ビル、パビリオン、

営業施設のガスを使用する場所に設置

防火管理では特に営業施設と外国館に注目

建物の安全を確立するもう一つの重要な要素は

防火管理体制だが、消防法では防火管理者を定め、

消防計画を作成し消防署に提出することを義務づ

けている。消防計画の中にある消防訓練も当然の

義務であるが、このような防火管理義務は科学万

博会場内の建物のほとんどすべてが適用を受ける。

これは、 一般の事業所ではすでに行われている

ことであり、早くから準備が整い管理がしやすい

ということから大企業や企業グループの出展する

国内民間パピリオンは別として、営業施設や外国

館に関しては、かなり神経を使っている。

営業施設は、 一つの建物に多くの業者が出店し

アルバイトが多かったり、それも短期間で人が代

わるということも考えられ、一般の雑居ビルにみ

られるような防火管理上の困難が予想される。特

に夜間の管理体制を考えると、それぞれの出店者

は鍵をかけて帰ってしまうであろうし、万一出火

したら消火活動に困難をきたすであろう。パビリ

オンの場合は夜間も無人警備は認めないが、営業

施設の場合は現実にはそれもできない。外国館で、

数か国が入るパビリオンの場合は、さらに防火管

理は困難になる。

外国館の場合、管理権限を持った日本人の資格

者がいればいいが、そうでない場合は、防火管理

者を定めること自体が難しい状態になる。やむを

得ない場合は、英語による防火管理者講習ぐらい

は実施しなければならなくなるか、あるいは、外

国館は協会所有建物なので、協会職員が防火管理

者となる形で援助しなければならない。

消防訓練も閉幕までにはすべてのパビリオン、

営業施設で実施する。ほかに、各施設の従業員に

対する教育用として「防災のしおり」と「救急の

しおり 」を各l万部作成した。
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すべての情報ガ奮消・情報センターに集まる

会場全体の防災システムの要は警消 ・情報セン

ターだ。このビルには、科学万博消防署をはじめ、

警察隊本部、協会警備隊本部がある。それととも

に、会場内の建物やその他の設備との聞に情報回

路が設けられ、情報ネットワークの中枢になって

いる。

たとえば、各パピリオンで、火災感知器が作動

したとき、そのパピリオンの自動火災報知設備の

受信盤に警報が現れるのはもちろんだが、同時に

警消 ・情報センターの総合監視盤にも現れるよう

になっている。自動火災報知設備以外にも、各建

物にはガス漏れや電気設備関係 ・機械設備関係の

異常をとらえるセンサーが設置され、総合監視盤

と光ファイパーで直結している。

図 1は、会場内の防災 ・警備施設の一覧である。

会場内に24台設置されている非常電話は、受話機

を取り上げればセンターに直接通じる。監視カメ

....喝4

ιR叩 4・

下職員数67人。標準型消防車3台、水槽付消

防車 2台、重化学消防車 l台、屈折梯子付消

防車 l台、救助工作車 l台、消防司会車 l台、

消防査察車 l台、救急自動車6台、計16台

（救急自動車 3台を除＜ 13台は日本損害保険

協会から寄贈）が万一に備えて待機している。

会場内消防水利： 9か所に40m＇の

地下防火水槽、 42か所に消火栓が
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ラが会場内外に30台設置されていて、そのカメラ

のとらえた映像は、センターの30のブラウン管に

それぞれ映し出され、会場内の情景がほぼ全域に

わたって監視できる。

このように、会場内の情報はセンターに流され

るが、逆にセンタ ーから各所への情報の流れは、

電話のほかに無線による指令設備も設けられ、消

防車 ・救急車の出動指令や警備員緊急派遣などに

もf変われる。lOOhaの会場内の情報ネットワーク

が、センターを中枢として作られていて、災筈や

事故が発生した時、直ちに対応できるようになっ

ているのである。

余談であるが、非火災報がどの程度発生するか

ということが話題になっている。大阪万博の時は

非火災報が多発して問題になったが、これは、自

動火災報知設備のほかに簡易な答報設備を設置し

たためであった。

科学万博では自動火災報知設備だけであるが、

非火災報がやはり相当あると予想される。しかし、

非火災報の有無にかかわらず、センタ ーが自動火

災報知設備の情報をキャッチしたら、消防車は直

ちに出動することになっているから、対応の遅れ

はないと恩われる。

火災O、毅急害、者は1日最高400人の予測

防災計画を考える時、まず参考にするのは過去

の事例だ。 我が国でこれまでに行われた国際博覧

会は、大阪の万博（昭和45年 ）と、沖縄の海洋博

（昭和50年）がある。この二つの国際博の例を今回

の科学万博が参考にしているのはいう までもない。

大阪、沖縄の例をみると、火災は、建物外のゴ

ミ箱がこげた、建設工事中あるいは解体工事現場

でボヤがあった干呈度で、パビリオンが火災になっ

たというような事故は l件も発生していない。

しかし、救急患者は相当数でており、今回の科

学万博でも相当数発生するものと予想されている。

表 1にみるように、つくば’85では、 3万人の患

者が出、そのうち 3,600人が要搬送患者と予測し
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ているが、これは大阪の記録と閉じ比率と考え、

総入場者を 2,000万人と仮定して算出した数字で

ある。 しかし、大阪の場合は救議所（診療所・応

急手当所）は比較的距離が遠く、そのためもあっ

て、積極的にあらゆる患者に救急車が出動する体

制で臨んだが、つくば’85の場合は、救議所が大阪

の場合より近くに設けられており、歩ける患者は

できるだけ歩いて救護所に行ってもらうようにす

るので、搬送患者数はこれよりかなり少なくなる

と予測している。

最大入場日の予測では、大阪と同比率なら26万

人だが、 30万人の入場者と仮定して、要搬送患者

76人を算出している。 しかし、交通機関の輸送量

からみて、 1日30万人の入場は物理的に無理であ

ろうとみている。

要搬送患者に対応する救急自動車は大阪 9台、

沖縄4台だったが、つくば’85では 6台を用意して

いる。したがって、最大入場日における救急自動

車 1台あたりの搬送患者数は、大阪23人、沖縄5

人であるのに対して、つくば’85では12.7人となる

が、前記の理由からこの数字は低くなるとみられ

ている。

集団毅急事故の対応策はこれから

今まで述べた救急対策は平常時のものである。

異常事態が発生して、多数の要搬送患者が出た場

表 l 大阪万博、沖縄海洋↑専の患者数とつ＜ I！’85の患者予測

入場者 患者数 般送患者数 機送率

大阪 6,422万人 90,435人 11,350人 12.5% 

沖縄 349万人 17 ,270人 728人 4.2% 

つ（予く測ば） 2,000万人 30,000人 3,600人 12.0% 

表 2 最大入場臼の記録とつく I！’85の予測

入場者 患者数 搬送忠者数 徹送車

大阪 835,832人 1,082人 207人 19.1% 

沖縄 85,800人 187人 20人 10.7% 

つ（予く測ば） ぬ0,000人 400人 76人 19.0% 

（注）沖縄の場合、地元に医療施設が少ないために従業貝の患者が多か

った．
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合にどう対処するかは、計画を作りつつある段階

だという。

火災は過去の例ではほとんどなかった。今回も

設備の規制、内装規制、防火管理の徹底等万全を

期しているので、火災によって多くのケガ人が出

るような事態は考えにくい。中毒事故を考えても、

食事をしてかなり時聞が経過してから発病するの

が一般だから、会場内で多数の患者が発生するこ

とは、やはり少ないと思えるが、万ーのことを考

えて対策をたてておく必要がある。 その場合、考

えられることは、近隣の医療機関ヘ患者を搬送す

ることだが、 6台の救急車で間に合わない時はど

うするか。

他の車両を使うとしても、 67人の消防職員だけ

40 

では対応し切れないだろうから、協会警備隊やコ

ンパニオンはもちろん、警察隊の協力を得ること

を計画に入れなければならない。当然、会場内に

いる15人の医師の指示、協力も必要である。

いずれにしても、救急患者の搬送問題は消防署

の担当分野の問題だから、消防署の計画原案をも

とに協会がそれを生かすように協力する形でのプ

ラン作成が進められている。

それより大きな災害、大地震、台風などの時は

どうするか。県からは、防災計画の作成を求めら

れているが、これも開幕までに解決しなければな

らない問題である。

地震対策をどこまで考えるのか。たとえば、交

通網が寸断されたような場合を想定すると、会場

監視用テレビカメラ：会場内26台、会

場外4台のカメラが、常時会場内外の

情景をにらんでいる。

総合監視盤：会場内の情報が、この監

視盤に即時に現れる。各パピリオンな

どでの異常発生も直ちにキャ ッチして

適切な対応を指令する。



内にいる数万人の人の足がストップする。寝る場

所や食料の問題も生じるだろうが、協会や警察 ・

消防の力だけで解決できる問題ではない。地震に

よる直接の人命危険を除くことに重点を置いた防

災計画になる。各パビリオンの消防計画に地震対

策を含めることを基本として、その上で、会場全

体の問題としてどういう対策が最善であるかとい

うことで考えていく。

科学万博会場の地域は、歴史的にみても大地震に

見舞われたことはないが、会期中に大地震は絶対

起こらないという保証はないのだから、対策を考

えておくことは、防災上大切なことである。

損害保険の役割は「博覧会の円滑な運営」

最後に、科学万博における保険の役割について

触れておきたい。国際博覧会では、損害保険は縁

の下の力持ちとして、重要な役割を担っているか

らである。

科学万博の特別規則は、前記の「建築及び防火

対策に関する特別規則」を含めて14の特別規則が

あり、そのうちの一つに「保険に関する特別規則」

がある。

これによれば、協会および参加者は、法令で付

保を義務づけられた「自動車損害賠償責任保険」

「労働者災害補償保険」、 「雇用保険」のほかに、

「博覧会の円滑な運営に資すること」（同特別規則

第 1条）を目的として、下記の損害保険を付保す

ることを義務づけられている（ただし、参加国政

府およびこれに準ずるものは、協会に通知をすれ

ば自家保険が認められる）。

(1） 建設 ・組立工事に関する保険

(2）建築物、設備装置、商品およびその他の動

産に関する保険

(3) 出展物および美術品に関する保険

(4) 包括賠償責任保険

円滑な運営ということを具体的にいうと、災害

が発生した時、その災害に関して損害賠償請求を

協会や参加者の問では行わないということで、
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これも一般規則および特別規則の中に明記されて

いる。賠償請求権があっても、その権利を行使し

なければトラブルは発生せず、たしかに円滑な運

営 に資することは間違いない。 しかし、損害を受

けたものは損害が補償されないのでは困るので、し

っかり保険を付けておこうということなのである。

一方、損害保険会社の方でも、科学万博が円滑

に運営されるよう、業界が協調して保険引受体制

をつく っている。前記のような保険を、協会と協

力して一元的に引き受けられるよう、国際科学技

術博覧会保険プールを結成し、 9人の職員が協会

本部ビルの中で業務を行っている。引受業務に続

いて、保険事故の処理業務がすべて終了するまで

科学万博の円滑な運営を下支えする努力を続ける

わけである。

なお、科学万博関係の保険契約は、 59年12月末

現在で次のようになっている。

・博覧会総合保険（包括賠責）

1件 ・保険料9,387万円

・博覧会総合保険（建工 ・組立）

229件 ・保険金額858億 2,215万円 ・保険料 1

億3,869万円

・博覧会総合保険（火災）

43件 ・保険金額212億1,776万円・保険料6,727

万円

・博覧会総合保険（動総）

24件 ・保険金額33億1,389万円 ・保険料 2,384

万円

・火災保険

l件・保険金額1,280万円・保険料2万円

・傷害保険

2件・保険金額 3億円・保険料54万円

・賠償責任保険

2件 ・保険金額10億円・ 保険料41万円

・動産総合保険

2件 ・保険金額2,700万円 ・保険料27万円

・労働災害保険

2件 ・保険金額2,000万円 ・保険料29万円

・自動車保険

保険料254万円
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はじめに

与えられたテーマは、高速道路における安全運

転についてである。しかし私は、自動車の安全走

行の問題は、高速道路も一般道路も基本的に同じ

であると考えていることを、まずお断りしておき

fこし） 0

事故が起これば、高速道路では重大事故になる

可能性が高いのはいうまでもない。物理法則に従

って、走行する自動車のエネルギーは速度の 2乗

に比例するから、事故になったとき、速度以外の

条件が同じなら、 lOOkm/h走行で受けるドライパー

の衝撃は、 40km/h走行時の6.25倍になる。だから、

一般道路における軽傷事故が、高速道路では死亡

事故になるのはそう不思議なことではない。 しか

し、 40km/hで石垣に衝突して死亡することもある

し、逆にlOOkm/h以上で、高速道路の側壁にぶつかっ

てもドライパーは無事という例もあるのである。

私は、レーサーとして、テストドライパーとし

て、過去35年間に7,000台を超える自動車に乗り、

4,000台を超える自動車を破壊して、いろいろな自

動車運転の危機状況を体験してきた。 そして、背

髄損傷3回、歯、手、足の骨折各 1回、肋骨骨折

6本という傷害を受けた。昭和45年からは、企業

の職業ドライパーを中心とする受講生に、安全運

転の指導もしている。

このような自分自身の体験や、再訓練指導で得

た知識を基に、安全運転について述べてみたい。

80%のドライパーが、危機を回避できなか

った一一高速道路の多重衝突事故

はじめに、高速道路の事故事例をみてみよう。

図 1は、最近起こった大規模な多重衝突事故であ

る。事故が発生したのは木曜日の午後2時ごろ、

気象条件は断続的な吹雪で、視界不良、路面は降

った雪がシャーベット状になっており、そのため

50km/hの速度規制が出されていた。事故に巻き込

まれたのは40台で、車種別の内訳は普通乗用車3

台、普通貨物自動車16台、大型貨物自動車21台。



この事故の結果、重体 l、重傷 l、軽傷8と、計

10人が受傷している。

さて、図をみてわかるように、 40台の自動車は

多重衝突事故といっても一つの塊になっているの

ではなく、 10グループに分かれている。第 1グル

ープの先頭車が何かの原因によってプレーキをか

けたのが、この事故のキッカケになった。追従し

て走行していた第 2、第 3の自動車が車間距離が

充分になかったために、安全に停止できず追突し

たのが第 1グループの事故である。

ここで注目したいのは第 2グループ以下の事故

である。以下37台の自動車のドライパーのすべて

が、危機回避能力を充分に持っていれば、この事

故は第 1グループの事故だけで終わっていたはず

である。 たとえば、第 2グループをみてみると、

先頭車はおそらく第 lグループの事故をみて、プ

レーキを踏むと同時に右へ避けようとしてハンド

ルを切った。ハンドルを切り過ぎず、制動し過ぎ

なければ、第 Iグループの右側を無事に通り抜け

たはずである。 2番目の自動車も同様に制動し過

ぎなければ事故に巻き込まれずに済んだはずであ

る。 3番目の自動車は、安全な車間距離を保って

いれば追突せずに停止できたろうし、あるいは 2

番目の自動車の右側ヘ回避することもできたはず

である。

このように、第 3グループ以下の自動車につい

ても、その停止位置や他車との関係から、それぞ

れの危機回避について推測するのは興味あること

だが、全体的にいえる事

"b' 
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速がよかっただけで、ドライパー自身の危機回避

能力が優れていた結果ではないとみられるものが

多くある。

ところで、あなたが第 2グループ以下にいたと

して、危機を回避できただろうか。20%のほうへ

入れるか、 80%に入るか、安全のためには、確実

に20%に入ることが必要なのである。 そのための

方法論と訓練が安全運転の基本になければならな

いと考える。

自動車はいかにコントロールできないかを

知る

自動車は、アクセルを踏めば加速する。 ハンド

ルを右へ回わせば右ヘ転回し、左へ回わせば左ヘ

転回する。 プレーキペダルを踏めば減速し、やが

て停止する。 いかなる場合 でも自動車がこのよう

に動いてくれるのであれば、自動車を安全にコン

トロールすることは比較的容易なことといえよう。

ところが、ハンドルを右へ切っても、自動車の

進路が変わらない。それどころかタイヤがスリッ

プして車体がスピンするというようなことが起こ

ったらどうだろう。 自動車自体の予期せぬ動きに

加えて、 ドライパー自身にパニ ックが起こり 、コ

ント ロールは不能に陥る。

こういう状況は、スピードとハンドル操作の大

きさ、それに加えて路面の状況一一一雨や雪による

摩擦係数の低下などの条件の組み合わせによって

約400m実は、他車と接触せずに

停止したのは、40台中 8

台しかなかったというこ

とである。あとの80%の

路肩

走行車線

円必…·~···~ー雪 …ぬ－~円 。』町四追越車線 : : : ; : IID ~』U ~~ ： ~~ :,.,.. :----. 

ドライパーは、多かれ少

なかれ危機回避の適応行

動を、現実にとれなかっ

たドライパーである。 さ

らに、他車と接触せずに

停止しているものの中に

も、接触しなかったのは 図 l
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起こるのだが、このように自動車運転がコ ント ロ

ール不能と なること’があることを知らない人が多

い。頭の中に知識として持っている人はいても、

体で理解している人は非常に少ないのである。

我々の安全運転講習の実技では、まず最初に、

赤土未舗装
の坂に水を
たっ.＞：＇）ま
いて滑リや
すくしてあ
る。

；当
図 2 運転不能体験コース

14・～1s・ 

の下り板
約70m

約！Sm

ここでサイドプレーキを
引く

ここでクラ ッチを切り
ニュートラルにする

写真 l 運転不能体験コースでの訓練の模機

写真2 スキッドが始まると、もうハンドル操作で姿事与を制御

すること（自動車が進行方向に正しく向〈こと）が不可

能にな町 、そのまま横滑町で下町るか、スピン状態とな

ってしまう 。
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このコントロール不能状態を体験させる。若年ド

ライパーの場合には、免許のあるなしにかかわら

ず、必ず2輪車から始めるが、ここでは4輪車の

例を挙げよう。

図 2が、その体験コースであるが、角度14° ～ 18・
の赤土の坂に水をまいて滑りやすくしておき、こ

こでコントロールの訓練をする。訓練車は、まず

go・ のカーブを曲がってこの坂に進入するのだが、

坂の上には 2か所にパイロンが目印として置いて

あり、最初のパイロンでギヤをニュートラルにし、

次のパイロンでサイドプレーキを引き、そのまま

坂に進入するのが約束である。後輪がスリップし

たまま、坂を滑り降りるわけである。 こういう状

態で、スキ ッド（横滑り）を起こさず、目標に向か

つてまっすぐ滑り降り、前輪が進行方向へまっす

ぐ向いた状態で停止すれば合格という訓練である。

カーブを曲がる際のハンドル操作が悪いと、サ

イドプレーキを引く第 2のパイロン地点までに自

動車の方向が正しい位置にならず、散水した坂に

入ると、直ちにスキッドして操作不能となる。

正しくコースに入っても、車のバランスが少し

でも崩れると、自動車は方向を変えたリ 、スキッ

ドしはじめたりする。 このような車のバランスの

変化をいち早くキャッチし、適切なハンドル操作

によって修正してやらないと、運転不能に陥る。

プレーキを踏めばスキッドするし、ハンドル操

作が大き過ぎれば収拾がつかなくなる。バランス

が崩れた時に、的確に修正することは未経験のド

ライパーにとって非常に困難なことで、このコー

スを経験した受講生はみな、特殊状況下では、い

かに自動車をコントロールすることが難しいか、

いやというほど思い知らされるわけである。

バランスの変化を読みとるには、ポジショ

ンの固定が重要

なぜこのような運転不能体験を実技講習の最初

に行うかというと、それは、ドライパー自身を安

全運転できるようにつくるごとがきわめて重要だ

と考えているからである。 日本安全運転専門学校



の教本には、心、技、体が安全運転者の 3要素で

あると書かれている。 このことは、自動車運転に

限らず、日本では武道などで古くからいわれてき

たことであるし、今でもスポーツの訓練などでよ

く使われるから、異論をはさむ人はいないだろう。

この 3要素のうち、技術と体力 （自動車運転で

は我々が体速と呼んでいる反応時間や手足の運動

速度が主である）は、実技訓練で比較的レベルア

ップしやすいが、 心の問題は厄介である。安全運

転の心などというと、お説教になって一般には説

得力が弱い。我々は、心をさらに“良識”“学問的

知識”“体験による知識”の三つに分け、それぞれ

できるだけ具体的に説明するようにしているが、

それでも一般には「そんなことわかつてるよ」と

真剣に学ぼうという態度にはなかなかならないの

が人間である。

運転技術に自信をもっている受講生ほどこの傾

向が強いのだが、実技講習の最初に運転不能の体

験をさせると、ガラッと態度が変わるのである。

いかに自分の運転が未熟であるかをいやというほ

ど思い知ると、人聞は非常に謙虚になる。そして、

その時から安全運転について真剣に学ぼうとしは

じめる。

さて、自動車を運転するには、まずドアを開け

て運転席に座ることから始まるが、日常のこの動

作が、安全運転のためにはきわめて重要である。

車のドアは、 2段階に開くようになっている。

いきなり全部聞かずに、第 1段階まで開けて腰か

ら運転席に入るようにする。 こうすると、自然に

顔を後方ヘ向ける習慣がつく。 このことは、単に

安全な乗車方法というだけでなく、安全運転に欠

かせない走行中のパックミラーによる後方確認の

習慣を強化するのに役立つのである。

運転席に座ったら、次のようにポジションの固

定を行う。

①足合わせ＝クラ ッチをいっぱいに踏んだ位置で

シートに深く腰を沈め、ひざ頭に少しゆとりを

持たせるようにシートをスライドさせる。

②腕合わせ＝ハ ンドルの上部をしっかり握った位

置（手首、ひじにゆとりがあるように）で背当
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てが背中にぴったり着くように調整する。

このポ ジシ ョシ固定のチェ ックポイン トは、図

3の 6点である。毎回乗車の際にチェ ック して、

常に一定になるようにする。

このようなポ ジションの固定は、運転に必要な

手足の動きが最もスムーズに行えることと同時に

人体と車の一体感をつくり、車のバランスの変化

に身体が敏感に反応でき、安全に必要な操作を正

確かつ速やかにできると いう利点をもっている。

たとえば、前述の訓練コースの話でいえば、自

動車の荷重バランスの微妙な変化や、スキッドの

始まりの小さな動きを素早く察知して、敏感に対

応しなければならない。対応のタイミングが遅れ、

変化がある程度大きくなってしまってからでは、

コントロール不能になって しまう。 こういう素早

い情報キャ ッチは、人事一体のポ ジシ ョン固定に

より、車の動きをイ本全体で感じとらなければなら

ないのである。

運転に必要な情報収拾は、多くの部分が視覚に

よって行われる。 しかし、視覚にあまり頼りすぎ

た運転を日常行っていると、危急の時に思わぬミ

スをすることカfある。

左曲がり の道路で、オーパースピードでコーナ

ーに入り、スキッドが起こった。 こんな時、ハン

ドルは右ヘ切らなければならないのに、左ヘ切っ

てしまったという事故が現実に多くみられる。

左折カーブでは、ドライパーは遠心力によ り右

ヘ倒れる力を受けるが、この力に逆らって体を垂

直に保とうとしてはならないのである。 あくまで

も人車一体のポジ ション固定により、自動車の変

化を体で感じとった情報と、運転操作という行動

をセ ットにして体に記憶さ せておかなければなら

ない。

図3 ポジションの固
定のチェックポイン卜
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市街地での左カーブを低速で曲がる時、イ本を左

ヘ傾けながらハンドルを左ヘ切っているドライパ

ーをよく見かける。 ポジション固定ができていな

いのである。 このような運転でも、低速走行では

さしたる問題が起きないのだが、こういうドライ

／てーは、左折時にボンネットが左へ向いていると

いう視覚情報と、ハ ン ドルを左ヘ切るという操作

がセットになって記憶されているために、スキ ッ

ドという危機に直面して、 一瞬判断力が凍結した

時に、無意識のうちにハンドルを左ヘ切るという

不適応行動を起こしてしまうのである。

ポジションの固定はきわめて重要である。 シー

トベルトを締めることは、この面でも、ポジ ショ

ン国定をさらに強化するからきわめて有効である。

距離の目測が正確にできたのは、受講生の

1/3だった

高速道路の安全運転というと、充分な車間距離

をとることの重要性がまず叫ばれる。乾燥した道

路の場合、 lOOkm/h走行では100m以上の車間距離

が必要だということを知らないドライパーはいな

いだろう。問題は、どうやって車間距離を目測す

るかということである。

私たちの受講生を調査したところ、目測による

距離測定で正確に測定できたのは1/3、実際より

2倍の距離と測定したのが1/3、残りの1/3は測

定難という結果だった。

これがドライパーの平均だとすると、高速道路

を走行しているドライパーの2/3は車間距離を測

定できないという、恐ろしいことになる。安全な

車間距離をと、いくら呼びかけても、本人が間違

った目測距離を安全と思っているのでは、危険が

いっ』まいということになる。

走行中の前車は、大きい車は近く感じられ、小

さい車は遠く感じられる。また、距離感は明るさ

や色、あるいは自分自身の体調などにも左右され

るから、そういう条件に左右されない測定法をも

たなければならない。

私たちの講習では、ポジションを固定して、ハ
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ンドルの上何cmの所がlOOmであるという ように、

フロントグラスの中に、 50m、100m、150mのポ

イントを設定するよう教えている。こうしておけば、

比較的正しい距離目測を常に行うことができる。

視覚情報の問題では、死角も大きな問題である。

自車の死角内に他車が入ると、その車の挙動がわ

からなくなるから非常に危険である。走行中に他

車が死角内に入らないように心掛けなければなら

ない。高速道路の走行では、他車と並んで走行す

るのは、他車を死角内に入れることになり、非常

に危険である。特にカーブで他車の外側ljに並ぶの

は絶対に避けたい。

追い越しの時には、並行して走行する状態が必

ず生ずるが、できるだけ早くこの状態を解消する

よう、追い越し車線に出たら加速して、並進走行

時間を短くして追い越さなければならない。走行

車線に戻る時は、追い越した車がパックミラーの

視野に入ってから、相手車の挙動を確認した上で

走行車線に入らなければならないが、高速道路を

走行していると、追い越してすぐ走行車線に入る

車をしばしば見かける。死角の怖さをまったくわ

きまえない無謀なドライパーが現実には非常に多

いのである。

視覚については、静止視力と動体視力、夜間視

力、明順応と暗順応など、安全上知っておきたい

問題はたくさんあるが、危機回避の発想から省略

できない問題に回線がある。 ドライパーは、目で

とらえた目標に向かつて自動車を走行させるよう

に、ハンドル操作をする。走行中は、その目標が

次々に先ヘ変化していくのだが、目標が近すぎる

と蛇行運転になる危険性が高い。

目でとらえた目標に向かつてハンドル操作をす

るのは、本能的ともいえるもので、危機的場面で

特に強く現れることを我々は訓練でしばしば見て

いる。受講生に運転させ、走行方向に多くの見物

人を立たせておく。見物人は、 1人だけ違う色の

服装で、他は同じ色の服装である。

訓練車が見物人の群にある程度近つeいた時に合

図して、見物人たちを突然散らせると、ドライパ

ーは予期しない環境の急変に篤いてパニックを起



こす。 その結果、彼の目線は動く見物人たちの中

で 1人だけ目立つ違う色の服装に固着してしまい、

彼の逃げる方へ、逃げる方ヘ、自動車を走行させ

るのである。

高速走行では、目線をできるだけ遠くへ送ると

ともに、常に安全に回避できる前方左右の空間へ

も目線を移動しておくことが大切であるが、それ

と同時に、危急時の人間のこのような特性も理解

しておく必要があるだろう。

ハンドル操作は押しハンドル、ブレーキは

踏み分けが基本

危機に直面した時、これを回避するにはハンド

ル操作とブレーキ操作に頼る外に方法はない。 し

かし、高速道路では急激なハンドル操作、プレー

キ操作は、そのこと自体が危機を招く。

ハンドルの切れ角は、速度が速くなるほど鋭敏

になる。 だから、高速道路でのハンドル操作は、

普通はほんの数センチが限度である。一般道路で

の、特に市街地でのコーナリ ングのように大きな

ハンドル操作は、高速道路では絶対にあり得ない内

このようなわずかなハンドルの動きを操作する

には、押しハンドルでなければならない。引きハ

ンドルでは、動きが大きくなる危険性が高く、ま

た、ハンドルを正確に戻しにくい。危機に直面す

ると、人間の行動には無意識のうちに日常のクセ

がでるものであるから、 一般道路における日常の

走行時にも、押しハンドルを実行したい。普通一

骨量的には、 90・までのコーナリングでは、押しハン

ドルで l回の操作で行うよう、私たちの学校では

実技指導している。

高速走行時の急ブレーキが危険なことはいうま

でもないだろうが、低速でも急ブレーキは怖い。

たとえば、 10tトラックが空車で悶の降り始めの

スリップしやすい時（摩擦係数0.4程度）で走行

中に急プレーキをかけると簡単にスピン状態が起

こる。 トラックは積荷がある時に最もバランスが

いいように設計されており、空車時にはバランス

が悪いということもあるが、それにしても30km/h
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という低速でスピンしてしまうのである。

運転技術のなかで最も難しいのはブレーキング

だといわれるが、正にそのとおりで、ブレーキ操

作は何回にも踏み分ける、いわゆるポンピングブ

レーキのテクニックを身につける必要がある。 こ

れもハンドル操作と同じで、危機に直面すると日

常のクセが出るから、 一般道路における低速走行

時にも必ず 2度に分けてプレーキペダルを踏むよ

うにして、いかなる場合にも危険のないブレーキ

ングができるようにしておくことが大切である。

また、ブレーキングは、危険のない範囲で初め強

く、速く減速し、後は弱く徐々に減速するのがい

いブレーキングの要件であるが、この逆の操作を

しているドライパーが多い。

なお、クラッチはブレーキングの最後に行うの

が鉄則である。充分に減速しないうちにクラッチ

を切ると、エンジンプレーキが効かず非常に危険

なのだが、これも正確に実行していないドライパ

ーが多い。気をつけたいことである。

おわりに

安全運転のために必要な知識や、習得すべき技

術は多い。 自動車の特性や人間の心理的 ・生理的

特性なども重要な知識だし、道路環境の問題もあ

るだろう。 そのすべてを詳述することはとてもで

きない。 しかし、安全運転を「危機からの発想」

という視点からみるという意図はおくみ取りいた

だけたのではないかと考えている。

私は、安全運転は 「ドライパ一個々に運転能力

の限界を知る」 ことから始まると考えている。 そ

のためには、体験が重要であるし、それは日常の

なかでも可能であると考えている。 日曜日の早朝

の見通しのよい広い道路でなら、ハンドリングや

ブレーキングの体験をするチャンスがあるはずで

ある。間の降り始めなら実験条件としてはさらに

し）v）。

安全を真剣に願うなら、そのくらいの努力はす

べきではなかろうかと考えている。

（かしま たけじ／ 日本安全逆転専門学校代表）
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~~弓主主正~li)j~~関戸事 神山幸弘

1はじめに

現状では、木造建築物の用途は過半が住宅用と

いっていい。住宅の形態、意匠、構法、使用材料、

住まい方君主どは、その国の気候 ・風土によって培

われ、文化の一つの尺度とされてきた。一昔前ま

では、木造住宅の多くは、勾配屋根で軒を長く出

し、外壁は板張りとし、内壁は土塗壁で構造方式

からいえば真壁造、建具には木製のガラス戸、障

子、ふすまを用い、採日愛方式は火鉢かこたつとい

うのが常であった。 とのような構造方式と住まい

方の木造註宅の寿命は、土台の入れ換え、柱の栂

継ぎをすることによって50年余と見なされ、農家

のように部材に太いものを使用した場合には、 80

年ないし100年の寿命に耐えていた。

住宅は人間生活の容器であるために、社会的 ・

経済的にも、文化的にも変化が求められ、住生活

に対するニーズの多様化は、これに一層拍車をか

けることになる。住宅の量から質への転換を求め

られるなかで、 一部の性能は確かに向上はみてい

るものの、こと耐久性に関しては、設計・施工 ・

材料等の外、住まい方をみても向上につながるも

のはなく、むしろ往時よりも性能が低下している

のが現状である。 このまま推移すれば資源問題を

引き出すまでもなく 、国家的にも個人的にも大き

な損失を被ることは必定で、この機に初心に帰っ

て再度見直しを行い、対策を講ずるべきである。

2木材の生物劣化とその原因

木材は軽量で強度が大きく、加工、接合が容易

で取り扱いやすく、熱、電気の不良導体で、しか

もきめが美麗で感触がよいなどの特質を生かされ

て、建築物をはじめとして多くの分野で用いられ

ている。 これらの利点の反面、有機質であるがた

めに変質は免れず、燃える、腐る、食われるの欠

点を有しており、このうち、耐久性と関連するの

が腐朽菌による腐朽と シロアリによる蟻害で、共

に生物であるところから、これらによる被害を生

物劣化と称している。

｜） 木材傷朽

木材腐朽とは、木材に主として木材腐朽菌が寄

生し、木材中の成分を栄養源として摂取するため、

木材組織が侵される現象をいう。木材腐朽菌の菌

糸は、木材の内部深くまで侵入し、または表面に

発育し、菌糸が分泌する酵素によって木材中の糖

分のほか、木材の構成成分であるセルロースある

いはリグニンを栄養源として分解 ・吸収する。 こ

の結果、木材は木材実質が溶解するために重量が

減少し、強度が低下するほか、腐朽した木材は乾

燥、吸水が速く、乾燥した腐朽材は火のつきが速

くなる。

木材腐朽菌の大部分は、葉緑素を生じない下等

植物である真菌類中の担子菌に属し、きわめて少

数が子のう菌類に属している。木材腐朽菌の種類

はきわめて多いが、心材を侵す心材腐朽菌、セル

ロースを分解し、腐朽部分が褐色となる褐色腐朽

菌、リグニンを溶解し、腐朽部分が白色となる白

色腐朽菌ならびにその中間のもの、さらに軟腐朽

菌がある。 これらの菌は、繁殖適温によってさら

に分類されている。

木材腐朽菌の繁殖は、子実体より飛散した胞子

による（図 1参照）。 その形は円形、紡錘形、針状、

糸状などしているが一様でなく、その大きさも 5

属......・・・m康則・S鷹揚際関a・・・・...・..聞翻鷹聞..・聞・・2・・E・.......
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隔膜

簡糸による細胞壁の1'.t通

一10ミクロンなので肉目良

では識別できない。 1個

の子実体より一季節に飛

散する全胞子の数は 1～

7億個ともいわれ、成層

圏にも浮遊しているとい

われている。飛散した胞

子は水分 ・温度などの環

境条件が好適であれば胞

子の一部より糸状の管を

図 l 木材禽朽菌による木材車邸龍介解過程日

出して発芽し、この発芽管が伸長して菌糸となる。

菌糸はきわめて細く糸状で、その直径は約 2～6

ミクロンで単体の形状は顕微鏡で識別することが

できる。菌糸は常に尖端生長を行い、盛んに分岐

して高等植物の根のような働きをし、木材腐朽に

直接関与する。菌糸は充分に発育して集合し、妹

網状になると菌網と称し、これが木材表面に発育

すれば肉眼で識別できる。子実体はきの子形をし

たもの、帯状になったもの、または溜状になった

ものなど形態、大小、色彩は千差万別である。

木材腐朽菌の生長にとって酸素、温度、水分お

よび養分は不可欠の要素で、このうちどれ一つを

欠いても生育することはできない。

酸素：先般奈良時代に建設された山田寺の遺構が

発掘され、その原形を保っていることが確認され

たが、これは水湿を多く含む土壌で包まれていた

ためで、酸素の欠乏により腐朽菌が繁殖し得なか

ったため、木材が腐朽しなかった。

水介：菌糸の発育と空気湿度との関係は、発育可

能な最低空気湿度は85%、最適湿度は腐朽菌の種

類によって異なるが95%前後である。木材の含水

率と腐朽との関係では、木材含水率20%以下では

ほとんど腐朽しないが、繊維飽和点（木材含水率

で30%前後）以上になると急激に腐朽が侵攻し、

50-100%でおう盛となり、 150%で微弱となる。

造作材が腐朽しないのは、造作材の含水率が常に

20%以下に保たれているためである。

写真 lナミダタケ箇 綿状に土壊表面を覆っているのがナ ミダ

タケ菌、菌帯上に；戻のような水滴をだすのでこの名がある

温度：腐朽菌の種類に 多少の相違はあるが、一般

的にはio・c内外より発育しはじめ、 25℃内外でお

う盛に繁殖し、 4o・cまでは発育する。 これ以上の

高温になると70℃で30-60分間で大部分の菌が死

滅する。北海道には低温でも繁殖できるナミダタ

ケ菌がおり、床下に甚大な被害 を及ぼすので、寒

冷地といえども腐朽被害は大きい。

養介：！禽朽菌の栄養源は、炭水化物、指肪、窒素

化合物、無機化合物であり、木材成分のセルロー

ス、リグニン、へミセルロース、ベクチン、糖、

でんぷんがこれに当たる。

2) 木材の鍍事

シロアリは今から 3億年の昔、古生代の石炭紀

で木材を食べるゴキブリの祖先から分化したもの

で、消化管中に原生動物をもち、この原生動物に

よって食餌と したセルロースを消化する昆虫であ

..・・...........，際関回目縁関関康嗣厩属a・m・........・a・..・....
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る。昆虫学的には等姐目に属し、普通のアリは膜

姐目であるので、まったく異なった種類である。

シロアリは、図 2のような生活環をもっている。

巣から群飛した有姐虫は、雌雄一対となって巣を

造り、女王、王となって繁殖、種族を維持する任

務に当たる。卵からふ化した幼虫は、職蟻と兵蟻

となり、職蟻は巣の構築、清掃、餌の採集、運搬、

生殖階級や幼虫、兵蟻に餌を与える。兵蟻は外敵

からの防衛に当たり、兵蟻、職蛾はともに生殖力

をもっていない。生殖階級は新しい巣を創設する

ために巣外ヘ出ていくものと、巣内に残り、女王、

王の事故に備えるものといる。巣の中での構成は、

職蟻が90～95%、兵蟻が2～4%を占めている。

シロアリはそのほとんどが熱帯、亜熱帯地方に

分布し、ごく少数のものが温帯地方に生息してい

るといわれるが、日本では北海道の旭川付近が北

図 2 ヤマトシロアリの生活環7)

写真2 ヤマトシロアりによ る食害（支柱ースギ）

限ではないかとされている。 日本に生息している

シロアリの種類は 4科10属15種であるが、なかで

も建築物を食害するものとして、ヤマトシロアリ

とイエシロアリが知られている。

シロアリも生物であるので木材腐朽菌と同様、

酸素、温度、水分、養分の 4条件は不可欠で、こ

のうちどれ一つを欠いても生存できない。

酸素：酸素は空気中より摂取するが、外気 に直接

接触することを好まず、通路は蟻土で覆った蟻道、

食害部の最外層を残して、加害箇所を直接外気に

さらさない。

温度 ：ヤマトシロアリは 6℃内外で活動を始め、

12℃を超すと行動が活発となり、最適温度は28℃

前後である。シ ロアリは低温期に冬眠するような

ことはなく、冬期は地中ヘ移動し、夏季の高温時

には、地中や涼しい場所へ移動する。

水介： シロアリは直射日光にさらせば数分後に死

んでしまう。ヤマト シロアリは常に湿潤な木材を

好み、その材が乾燥してくると他ヘ移動する。木

材含水率と食害 との関係は明らかにされていない

が、繊維飽和点ならびに気乾含水率（約15%）の聞

に限界点があるようである。イエシロアリは自 ら

水分を補給する能力があるので、乾燥している 2

階梁、小屋梁まで食害する。蟻道内や加害部を湿

潤な状態に保ち、巣内を高湿度に保っている。

養分 ：シロアリは雑食性で木材のほか樹木、農作

物、紙、繊維の外、皮革類、合成樹脂類など広範

囲なものを食害する。 いずれにしてもセルロース、

へミセルロースが養分となり、これらのセルロー

スは、消化管中の単細胞の鞭毛虫が分泌する酵素

によ って分解され、消化管壁より吸収される。

ヤマト シロアリは旭川以南の全土に生息してお

り、湿潤した木材中に巣を構築して生活する。有

題虫（羽あり ）が群飛する時期は、東京ならば4月

下旬か 5月上旬にかけた悶とがりの午前中、建物

内であれば浴室の窓枠などから飛び出す。被害部

分は、湿潤している木材となるので建物の下部の

・・・・・・.......・.....・a・............・m・..........・
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部材に多い。ただ、悶漏りなどしていると、雨漏

り部分が屋根であれば小屋梁まで食害される。集

団数は多いもので 5～ 6万頭に達する。

イエシロアリは、 1月の月平均気温4℃以上、

最低平均気温0℃以上、年平均気温14℃の所に生

息するといわれ、従来より静岡以西の海岸地帯と

されていたが、近年北上の気配がみられている。

イエシロアリはヤマトシロアリと異なり、塊状の

巣を構築し、集団数が多いときには 100万頭を超

えることがある。食害も激烈で、被害は建物下部

よりも上部に多く、堂崩しの異名さえある。群飛

は 6月一 7月の夕方から夜間にかけて灯火に有遡

虫が集まってくる。

ヤマトシロアリ、イエシロアリ共に地下営巣虫

であるので、地中より布基礎、床束、給排水管な

どをはい上がり建物内に侵入し、木村の秋材部を

残して春材部を食害し、 心材よりも辺材を多く食

害する（写真2参照）。

3木造建築物の

耐久性をめぐる状況の変化

木材は風間、日光にさらさず、流動する空気に

さらして使用すれば何百年も健全な状態で用いら

れることは、世界最古の木造建築物である法隆寺

環境が生するためで、このような環境を生ぜしめ

るのは、建物内への水分の浸入とその水分の滞留

にあるといっていい。この水分に関係する要素と

して平面計画、立面計画、雨仕様構法、施工があ

り、性能面からいえば、屋根、壁、床などの建物

各部位の防問、防湿、日照、通風、換気などが関

係してくる。また、寿命を短くしている要素の一

つに木材の樹種がある。

このような視点で木造建築物の耐久性を支えて

いた要素を平面計画、立面計画、構法、木材の利

用法などの面から整理すると、表 1のようになる。

外壁から張り出した軒は、夏場の暑い日射しを

遮ると同時に外壁ヘ雨水が降り注ぐのを防止して

開口部を降雨時にも開放させた。高い床は、床下

に常時通風を可能にさせ、床下の湿けるのを防い

だ。建物の構造は、木材のきめの美 しさをそのま

ま生かしたもので、構造材即仕上材となる真壁式

を採用し、そのため、木材は流動する空気にさら

されるので、常に乾燥状態に置かれた。平面計画

においても、ふすまを取り去れば大空間が得られ

る方式で、室内に湿気が滞留するようなことはな

かった。さらに、主屋部分と台所・浴室などの水

使用部分が離されており、主屋部分が水湿と接す

るようなことがなかった。また、主屋の周りには

廊下などを配し、その部分を下屋構造として主屋

が実証している。しかしながら、一般の木造住宅 の足元周りを風間より守った。このことは、下屋

は30年もつかどうかといわれている。もし30年し 部分の補修が、簡単にすむことから、維持保全に

かもたないとすれば、そ 表 1 木造住宅の耐久性をめぐる今昔の対比

の原因は、木造建築物を

構成している木材が腐っ

たり、シロアリに食われ、

床が落ちたり、建物全体

が傾いたり、建物として

の構造耐力上の不安にあ

る。このような状態にな

るのは、建物内に腐朽菌

やシロアリが生息できる

耐久性を支えていた要素

軒先を張り出した傘のような屋栂

高い床高

柱を露わにした真壁構造

主屋と水屋との分離

主屋を取りまく下屋部分

優良敷地への建設

自然環境での住まい方

耐朽性の大きいヒノキ、スギ、ケヤキの利用

たるき、縁板木口のシール

断面の大きい材の使用

耐久性をめぐる状況の変化

敷地の狭小化、デザインの洋風化で軒けらぱの出減少

床高45叩ぎりぎり

防火規制による大壁化

敷地の狭小化による主屋・水屋一体化と浴室2階への移動

主屋壁即外壁、断熱材の挿入

敷地の低沼地化

室内暖冷房と気温・化、壁内結露

耐朽性に劣るベイツガ材の利用

化粧として一部に存続

断面小型化

・・・・・・2・..・s・a・m・・a・・・・・......・m・..・・・・...・......
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も配慮がなされていたとみるべきだろう。 木材の

使い方にあっても、たるさ、もや、棟木、縁板な

どの水を吸いやすい木口を鋼板で包んだり、しつ

くいを塗るなどして吸水を防止するとともに、木

造建築としての美しさを際だたせた。

の少ない、開口部上にひさしのない建物が多く出

現している。 これに拍車をかけているのがデザイ

ンの洋風化志向である。 ロサンゼルスは、年間降

雨量が東京の2/3であるために、軒 ・けらぱの出

の少ない住宅が多い。 しかしながら、外装板の継

ぎ目には下地として30cm幅のアスフアルトルーフ

ィングを敷き込んで、継ぎ目よりの雨水浸透防止

措置が図られ、軒の出が少なくともこれに替わる

手だでが用意されている。敷地の狭小化は、主屋

の中に水周り部分を取り込み、浴室を 2階へと押

し上げ、主屋周りの下屋部分を取り去って、主屋

を裸にしてしまって、直接外気にさらすことにな

ってしまった。敷地は低湿化したり、 山 林を切り

最近の住宅建設事情は、地価の高騰、敷地の狭

小化、不良化、 省エネルギーに伴う断熱化、防火

規制に伴う大壁化、優良材の枯渇に伴う外材の利

用、デザ．インの洋風化志向があり、これらのどれ

ーっとって も耐久性上有利に働くものはない。

地価の高騰は、敷地の狭小化と不良化をじゃっ

起し、 その結果、我が国のような雨の多い地域に

降雨の少ない地域でとられる軒の出、けらばの出

表2 木造建築物内部への水介流入と被害箇所

水の種類 浸入部位 浸 入 要 因 被害部材ならびに被害箇所

E量 恨 面 尾級王革材の破側、腐食、ずれ、 小屋ばり、軒げた、もや、たるき、野地板、

勾配不足等 合2誌などの小屋材、柱、胴差、筋かい、土

台などの軸組材

外 壁 蘭 壁材の亀鋭、破m、腐食、 !Iiね 柱、ま ぐさ、~台、 r.11位、胴差、は り廊、

不足、ずれ、雨押え欠落、不備、 筋かい、土台などの主として紬組材

尾線との取合

雨 水 窓、 l出入口周り 墜と慈、出入口枠との取合部、窓 柱、窓まぐさ、窓台、筋かい、 間柱、土台、

枠の隅角郎、水切り板の！席食、下 窓枠等

枠の水たれ勾配、水切りの不備等

と し、 といの破鋼、腐食、溢水 （容量 谷といにより小屋組材、内といにより小屋

不足閉率）、勾配不足 組材、軸組材、軒とい、竪といにより軸組材

官晶 露 降雨の吹き付け、跳ね返り 屋外階段、控位、添柱精造材、土台、たる

き卵、広小舞

水仕舞部 床排水勾配、浴槽と墜との納ま 浴室、洗面所、台所、健所、玄関における

り、浴室窓、ドア枠と盛岡り、 土台、位、筋かい、間柱などの軸組材の外、

使用水
蛇口の取付部、衛生器具、給排 出入口枠、娘太、大引、床板、敷居等

水管の故障

床面 （清掃用撤 床板間隙、跳ね返り 床板、栂太、大引、床束、土台

布水）

内壁・金属主主具 壁材相瓦の接合部、壁と床、窓 柱、間柱、筋かい、土台、娘太、大引、窓

結露水
－ガラス等の表面 との取合部 枠

壁内 壁内外r副主差と壁内温度、水道 柱、間柱、筋かい、土台、 胴差などの輪組

管表面 材、柱、 土台、 間柱、筋かい、下地板

床 下 床下換気孔の閉鎖、内部布コン
床板、根太、大引、床束、 土台などの床組

クリート基礎での換気孔不備、

滞留湿度 床高不足
キオ

外 壁 恨雪時の外壁部 軸組材

融解水 尾 極 蘭 屋恨葺材開隙 小屋組材、軸組材

（すがもり）

聞いて宅地化した結果、

床組材が腐朽したり、早

期にシロアリの被害を受

ける状況にたちいたって

いる。防火規制は木造外

壁に鉄網ラスモルタル塗

の採用を余儀なくさせ、

真壁造から大壁造へと移

行している。 外壁、水周

り部分に使用される鉄網

ラスモルタル塗壁は亀裂

が入りやすく、その亀裂

より浸入した水分は壁内

に滞留し、壁外に出にく

い。 その結果、壁内が蒸

れて腐朽菌やシロアリの

好適な生息環境となる。

これに比し板壁は、板と

板とのすきまより自然換

気が可能なので水分の滞

留が少ない結果、被害を

軽微にとどめることがで

きる。壁内に悶水や使用

水の浸入がなくとも、断

..・・...........・・・園田・...・...磁a・m・.........・a・m・－
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熱材の壁内挿入によって壁内に水分が生じる危険

が問題となっている。室内から壁内への湿流を阻

止すれば、この壁内結露は生じないが、いまだ万

全の策は見い出されていない。木材価格の高騰に

より、国産材より低価格の外材 （ぺイツガなどの

北米材）が用いられだして久しい。現在では、軸

組工法、枠組壁工法 （別名ツーパイフォー工法）

を問わず、構造材として用いられている。 これら

の材は、国産材のヒ ノキ、スギに比べればはるか

に腐りやすく、シロアリに食われやすい。

このように、木造建築物の耐久性は四面楚歌の

なかにあって、さらに土地の高度利用に対する3

階建てやタウンハウス形式による長屋建てなど、

構造耐力が一層重筏される建物の出現が待ち望ま

れているとき、往時の知恵を補てんするために何

をなすべきかを考える必要がある。

4木造建築物の生物劣化の実態

過去における調査例を元にして、木造建物の被

害とその原因についてまとめると、表2のように

なる。すでに述べたように、木材は水が存在しな

ければ腐ったり、シロアリに食害されないので、

この水を悶水、日常生活のために用いる使用水、

それから管類 ・ガラスの表面、壁内に発生する結

露水とし、さらに湿気を加えた。 これらの水の浸

入原因があり、浸入する経路に当たる部材が被害

を受ける。その被害箇所の傷み方の程度とか、被

害範囲ならびに被害速度は、浸入水分量、水分の

滞留時間と環境温度、部材の樹種、木材の薬剤処

理の程度によって左右される。このような環境構

成要素別に被害との関係をみていくと、以下のよ

うになろう。

｜） 建物の建設地と敷地

腐朽菌 ・シロアリの生息条件に照らして、建設

地の気温、湿度、降雨量が関係してくるが、腐朽

菌は温度に対応する菌がいるので、南北に長い日

本でも地域的な差は無視することが妥当であろう。

シロアリに関しては、前述したように気温の要素

を受けるので、対策に当たっては建設地のシロア

リの種類、被害の程度を調べる必要がある。一般

的には、南へいくほど被害が大きくなり、九・J+I地

方より沖縄の被害の方が大きい。

敷地については、その地形と地盤の乾湿の程度

が問題となる。地形と地盤は、建物への日照、通

風ならびに敷地の排水の良否に関係し、水分、湿

気の滞留を左右することになるので、敷地は耐久

性に対する基本的要件の一つになる。

2) 真壁造と大壁造

外壁が板張りで真壁造の場合は、壁内の通気が

あって水分の滞留がきわめて少なく、壁内結露を

起こすこともない。 これに反し大壁造は水が入り

にくいが出にくく、壁内結露を生ずる危険がある。

真壁造とするか大壁造とするかは木造の構造方式

と大きくかかわりをもち、枠組壁工法とパネル工

法は必然的に大壁造となる。 また、在来工法と呼

ばれる軸組工法にあっても、和室部分以外は大壁

造とすることが多くなっている。真壁造と大壁造

の壁内環境の相迭を示せば、図3のごとくである。

3) 建物方位・降雨時風向

昔の建物は、外壁は押縁下見板張りとか縦羽目

板張りで土台は見える構造形式がとられていた。

図 3 夏季同時刻における在来中空壁およ び改良通気壁構造の

各部温湿度比較図 （9月5日午後l時）刷

E・E・....悶悶悶悶・.・・・..............・・s・・・・・・・・・a・・..・
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したがって、土台の傷み方というのは、北側部分

が最も大きく、西、東の順に被害が少なくなり、

南側の土台の被害はきわめて少なかった。土台が

腐る原因は雨水によるものであって、 日照、つま

り水分の滞留の差によって被害が異なることを如

実に証明していた。土台を含めて北側部分の部材

に被害の多い原因の一つに、浴室、台所、洗面所、

便所など水周り部分を北側にもっていくことも原

因の一つにあげられる。モルタル塗壁の場合には

降雨時の風向が大きな要素となる。亀裂部からの

雨水の浸入は、降雨時の壁面に吹きつける圧力に

左右されるからである。

4) 床下

床下は、コ ンクリート造布基礎に換気孔を取り

付けず、あるいは閉鎖してしまうと、通常年間90

%内外の湿度を保持する。 これは通常の地盤であ

って、これが低湿地となると現状の換気孔の規程

( 5 mごとに 300cm'）では床下の防湿を確保でき

そうにない。床組材に被害が発生しだしているの

も、地盤に対応した換気孔の位置、大きさが考慮

されなかったためではないかと思える。北海道の

場合、冬季に換気孔を閉ざして、そのまま夏にな

ったりすると、床下での空気の動きがないために

ナミダタケの繁殖をみるにいたる。

5対 策

木造建築物の耐久性対策については、建物を防

雨・防水・防湿にするとともに、日照・通風・換気

に努める設計行為そのものと、傷みやすい部位・部

材に傷みにくい木材を使用し、なおかつ栄養源と

しないように薬剤処理した木材を使うか、現場で

処理する選材の方法がある。前者は建築設計その

ものであるのでここでは省略する。木材処理に用

いる薬剤は、加圧注入処理用として CCA（ヒ素・

クロム・銅化合物系木材防腐剤）、現場処理用とし

てクレオソート油のほか市販防腐・防蟻斉ljがある。

加圧注入処理木材には JA Sならびに JI S製品

があり、これを加工して用いるが、加工部に未注

入部分が現れるので、現場で建方前にその部分を

処理する必要がある。現場処理に用いる薬剤は北

海道の一部を除いて防腐 ・防蟻効力のあるものと

し、処理箇所は、建物外壁の地面上 1mまでの部

分、 1階床組材（床束、大引、根太）ならびに浴室

を構造する軸組材と下地材とすべきであろう。処

理方法も、薬剤をたっぷ り含める制毛を用いて丁

寧 にゆっくり、薬剤を染み込ませるように塗布し

表面が乾いてから再度行うことが効果がある。

6おわりに

以上、新築時の木造建築物に対する耐久性向上

の施策を述べてきたが、耐久性向上の施策のなか

で一番大きいものは、維持管理だといえる。維持

管理の内容は、表2に示した水分の浸入原因とな

る故障を早期に発見し、補修することにある。 し

かし、このことはなかなかf子われない。 その原因

は、建物売却時に建物の価値が認められないとこ

ろにあると思っている。中古住宅流通市場等でこ

の価値が評価される↑良習が出てくれば、一般の耐

久性の関心も高まり、 一躍耐久性が向上すること

が期待される。

（かみやま こうひろ／早稲回大学理工学部教授）
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家庭で使用するガスの
危険性と安全対策
竹中富知男

圃畠
園
田
園
田
＝
－

1はじめに

手軽にお湯を沸かし、調理をし、暖をとること

のできる都市ガスは、暮らしにもはや欠かすこと

のできない身近なエネルギーとなっている。

しかし、便利で清潔なエネルギーである都市ガ

スも一度その使い方を誤ると、人命にかかわるよ

うな事故を引き起こしかねず、毎年何件かのガス

事故が発生しているという事実がある。

誤った操作によるガス漏れ、自殺に伴う爆発、

給排気設備不良による一酸化炭素中毒などが、事

故の主な原因となっている。 ガスを供給する側で

あるガス事業者は、安全にガスエネルギーを使用

してもらうため、さまざまな施策を講じて、事故

を未然に防ぐ努力を重ねている。

一方、資源エネルギー

庁の諮問機関であるガス

消費機器安全性調査委員

会でも、「今後の都市ガ

ス需要家保安対策につい

・・岨凶圃．．． .. ・ ー・・・ー．．．．．．． 
‘・岨・・・・・・ー．．．． 

・・・・ー．圃圃圃邑
．．．．． 畠圃圃圃圃且

・幽園圃圃・・‘圃．圃圃畠
・・圃圃圃』・圃．． 圃且
・・圃圃陣

ーー・圃圃島圃圃・・・唱圃圃・・．．．． 陣

スと同様と考えられている。

本稿では、 一例として東京ガスがとっているガ

ス設備の総合安全シ ステムを中心に、安全なガス

設備とその使い方等について概説する。

2都市ガスの消費段階における

事故の実態

I ) ガス事故の推移

東京ガス管内での過去 8年間のガス事故の推移

をみると、図 lのとおりである。事故件数は漸減

傾向にあるが、残念ながら事故は後を絶たない状

況にある。特に近年の特徴として、自損行為に伴

う巻き添え事故の多いことである。東京ガス、大

阪ガス、東邦ガス等ガス事業者では、天然ガスヘ

（件）

て」（59年 9月4日）の答

申がなされ、今後の保安

対策の方向づけが示され

ている。

ガスエネルギーとして

は、プロパンガスも広く

利用されているが、その

使い方の基本は、都市ガ 図 l 消費者100万件当たりのガス事故の推移（除自殺） （東京ガス管内）

v
b
a
e

句

a

消
費
者
間
万
件
当
た
り
の
件
数

55 



’85予防略報141

の切り替えを進めているが、天然ガスは C0（一酸

化炭素）を含まないため、生ガスを吸っても C0 

図 2 原因別事故発生状況 （昭和回年度～57年度計）

中毒では自殺できない。この場合、未遂に終わっ

ても、生ガスに着火して爆発を起こし、近隣や無

関係な第三者に迷惑を及ぼすことが多いのが特徴

である。

2) ガス事故の原因

都市ガスの消費段階にかかわる事故を原因別に

みると、図 2のとおりである。

原因別に分析してみると、ガス漏れに伴う事故

が34.2%、燃焼排ガスに伴う事故が43.5%、自殺

による事故が20.4%となっている。

ガス漏れ事故には、ゴム管外れ、点火ミス、ガ

ス栓誤開放、器具栓 ・ガス栓不完全閉止が主たる

原因であり、燃焼排ガスによる事故には排気筒不

良、排気筒なし、換気扇不使用、長時間使用など

が挙げられる。 また、ガスによる自殺はガス栓開

放、ゴム管切断、ゴム管外しなどによるものが大

多数である。これらいずれの場合も、ガス設備全

般にわたって 「ガスを漏

らさない」「ガスを正しく

燃焼させる」というこつ

の重要な課題を解決する

ことで、すべて未然に防

止することが可能である。

U
E
 

ゴム管が外れたら自

動的にガスを止める

ねじ接続とする

ねじ接続とする

コンセント接続とする

鋼線補強層を入れる

炎が消えたら自動的に

ガスを止める

器具の故障による二次
的事故の波及を防止す
る

不完全燃焼したら自動

的にガスを止める

排気を室内に出きない

速やかに屋外に排出す

る

ガス漏れをキャ ンチし

速やかに警報を発する

3ガスの安全対策に

ついて

ガス機器については、

ここ数年の間にさまざま

な安全面の改善が行われ

てきており、より安全で

使いやすい機器の開発と

安全なガス設備の開発お

よびその普及により、着

着とその成果が上がって

きている。

ガス消費機器の維持管

理は、ガス栓の操作を含

め、ガス消費機器を所有

し、日常使用している需図3 ガス機緑使用に伴う安全システム
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要家の責任のもとにおいて行うという基本的な部

分は変わらないが、ガスの使用者の不注意による

事故はもちろん、ガス自殺に伴う事故をも防止し

得る対策を指向している。

以下、故意、過失に伴うガス漏れ対策と CO中

毒を防ぐ対策とに大別し、おのおのの概要につい

て述べることとする。

I ) 都市ガスの安全システムについて

一般的な安全システムを図 3に掲げた。これら

はガス栓、接続具、ガス機器、給排気システム、

都市ガス警報器で構成されており、また、東京ガ

スではガスメーターにマイクロコ ンビュータを連

動させた「マイセーフ」という安全装置も開発し、

昭和58年 7月から販売している。 これは、ガスメ

ーターに内蔵したマイコ ンにより、ガス流量から

みて使い方に異常があると判断した場合、自動的

にガスを遮断してしまうという機能をもっ安全装

置である。万一、自殺者の故意による生ガスの放

図4 ガスマイコンメーター
（マイセーフ）

図5 ヒューズコックの仕組み図

’ 85予防••141

出や、使用者の不注意によるゴム管外れ等に伴う

ガスの放出があっても、これによるとガスメータ

ー内の遮断弁が閉となり、爆発事故を未然に防止

することができるようになっている（図 4）。

2) ガス漏れ事故対策

(1) ガス栓のヒューズコック化

ガス栓の安全化として 「ヒューズコック」が開

発されている。 これは一度に過大な流量のガスが

流れるとガス栓の中のポールが浮き上がり（図 5参

照）、ガスの通過孔をふさぐ仕組みで、ゴム管が切

れたりはずれたりしても ガスを止めることので

きる安全なガス栓である。

現在、住宅の新築、増改築に伴うガス設備の新

設、取り替えには必ずこのヒューズコックを利用

して工事を行っている。東京地区を例にとると、

このガス栓は昭和52年から現在に至るまで約230万

個取り付けられ、需要家の総：ガス栓数（昭和58年

度末現在約 2,700万個）の約 9%まで普及してい

る。今後、ヒューズコックの普及率は毎年確実に

向上してい くものと期待される。

一方、既設需要家用の旧型ガス栓の「ヒューズ」

化については、簡単に装着できるタイプを開発中

であり、最終的には、ガス栓からのガス漏れを完

全に防止できると考えている。

(2）接続管は「切れない、外れない」方式

a 強化ガスホース一一一切れない、外れないガス

ホース

固定された器具に使用する接続具の代表例が、

ガス栓からガス器具までの接続部分を確実に接

続することのできる「強化ガスホース」である。

通常使用時
ガスはンリンダー
のスリ ットを通過
する

作動時
過大な流量のガス
が流れると、ポー
ルが浮き上がり、
通過孔をふさぐ

強化ガスホースには、

両端ネジ接続型のものと、

器具側はネジ接続、ガス

栓側はワンタッチで確実

に耳又りイ寸けることのでき

るコンセントイ寸きのもの

と、 2種類がある。

家庭用工具では切断で

きない構造になっており、

ガス漏れを防止する安全
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なホースということができる。風呂、小型湯沸

器、 FF暖房機などに使われている。

b 金属フレキ管一一ー優れた安全性と施工性

ガス栓と固定型のガス機器を確実に接続する

工法としては、強化ガスホースのほかに、 金属

フレキ管が使用されている。金属性なので安全

性が高く、また、曲折が自由にできる構造で、

ガ ーー白河』 町一 1 M神崎町 ... 器
ス 電 iE1.1! 函！位ニニ＝空~凪 l幽幽出＝具
詩ぷ栓用プzカラてンセノト 悶5τ；ート側

九日 ..河骨量
If ~ t;. ~ 凪 ＝一一一・－.，，，；；：；；；叫副 脳出 易
経 7！.竺 ← カラーコンセント 器具点すすτト側
偏 《 1 ホース

図 6 カラーコンセントホースの接続例

．熱電対式

．熱電対式

図7 立ち消え安全装置

鍋底

電磁石

燃焼時
消火時

プランジャ

温度情報

.7レームロッド式

炎検知器

υL.J 
コンロツ7 ミ 温度調節ツ7 ミ

図S 自動消火型ガステーブルの原理

過熱時の作動

①温度センサー （感熱書官）が鍋底の渇度をキャッチし、 電子回路に伝達する．

②電子回路は遮断弁への電流を切る．

③遮断弁が閉じ、 ガスが止まる．
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配管工事の施工性に優れている。ガスレ ンジな

どの接続に使用されている。

c カラーコンセントホース一一一踏んでもつぶ

れないゴム管

従来のゴム管よりさらに安全性や利便性を高

めた新しいゴム管が 「カラーコンセントホース」

である。

一 口コンロや立ち消え安全装置のついていな

い旧型ガスストープなどのゴム管を強く踏んで

しまって、いつのまにかガスが消えていた、と

いうような危険な例はよくあることだが、この

カラーコンセントホースでは、誤って踏んでも

ガスが止まらない構造になっている（図 6）。 開

ガ

ース

放型スト ープやスキヤキ

などの移動型器具に最適

なゴム管として使用する

に適しており、カラーコ

ンセントホースとヒュ ー

ズコックを組み合わせて

ガス栓とガス器具を接続

すれば、ゴム管外れなど

によるガス漏れ事故は防

げる。

最近では、美観上の点

を考慮した小口径のコ ン

セントホース （外径15.4

m →10.Smm）も販売され

ている。

d ガスコンセント一一一

、じん速継手

ガスコンセ ントはプラ

グとソケットの組み合わ

せになっていて、 「カチ

ツ」 と差し込むだけでガ

ス栓ーゴム管一器具を確

実に接続できる。 しかも、

ゴム管の取り外しもワン

タッチででき、器具の交

換、移動も簡単に確実に

ti'うこ とカfできる。



このプラグは、ガス栓を聞けたまま誤ってソ

ケットを外しても、ガスを漏らさないイ士キ且みに

なっているので、ヒューズコック以外の既設の

ガス栓に取り付けることにより、ガス漏れの防

止に役立つ。

(3) ガス機器の安全装置

a 立ち消え安全装置

ガス機器には各種の安全装置が組み込まれて

いるが、このうちの代表的な例が 「立ち消え安

全装置」である。

立ち消え安全装置は、ガスを使用中に万一ガ

スの炎が消えた場合で、も、自動的にガスが止ま

る安全装置で、ガス事業法により、温水機器と

暖房機器にはすべて取り付けることが義務づけ

られている。今後の方向としては、テーブルコ

ンロについても、設置義務の検討が進められて

いる （資源エネルギー庁ガス消費機器安全性調

査委員会の「今後の都市ガス需要家保安対策に

ついて」）。

立ち消え安全装置の方式としては「熱電対式」

と 「フレームロッド式」がある。その原理は、

図7のとおりである。

b その他の安全装置

立ち消え安全装置の他にも、ガス器具に組み

込まれている安全装置はいろいろある。万一、

異常な状態になったとしても、常に安全側で作

動するような配慮、がされている過熱防止装置、

空だき防止装置、過圧防止装置など、ガス器具

が本来持つべき安全性の確保をさまざまな点か
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ら検討し、製品に生かしている。

また、ストープや小型湯沸器の換気不良によ

る酸欠事故対策として、不完全燃焼防止装置付

き器具の開発や、天ぷら火災を防止するための

自動消火型テープルコンロ（図 8）の開発など、

安全装置付き器具の普及も図られている。

家庭用ガス機器の安全装置組み込み実態およ

びセンサーの原理・使用例は、表 1、2のとお

りである。

(5）都市ガス警報器

ガスを漏らさない対策は、これまで紹介したよ

うな各種の安全システムによって幾重にも講じて

いるが、万一 ガスが漏れた場合の対策として「都

表 l 家庭用ガス機器の安全装置組み込み実態

立 過 空 過
ち

熱 T三 圧

安全装置
r闘 き
え 防 日方
安 防

全
止 止 止

機器 装 装 装 装

置 置 置 置

小型湯 沸 器 。 。
1品 大型渇 沸 器 。 。 。

水半密閉式風呂釜 。 。 。

密閉式風呂釜 。 。 。

暖赤外線スト プ 。

ファン ヒ ーター 。 。

口咋 F F型 ス トープ 。 。

極水日量 房 機 。 。 。

コ ノ‘ ロ 類 。

厨 炊 鋭 器 。

高速 レ 、ノ '.,/ 。 。

房 コンビネーションレンジ 。 。

オーブ ング リル鎖 。

（注）。＝ガス事業法で義務づけられているもの

O＝自主的に実施しているものほか

4車

不7全燃c 結

防

防焼止止

装
装置置

。 。

。

。

。

表2 ガス機器における安全装置とセンサーの原理および使用例

センサー 作動原理 主な組み込み機器

立ち消え
熱電対 サ モカップルの先端を火炎で加熱し、熱起電力を利用する ガス機器全般

フレ ームロッド ノfーナ聞に交流電圧をかけ、炎の導電 ・整流性を利用する ガス機器全般
安全装置

ウルトラビジョン 紫外線光電管を利用して火炎を光学的に検出する 工業用ガス機器

ノt イ メ タ ル 温度変化による異種金属の変形量を検出してガスを遮断する
給湯機 ・GCH熱源機

過 熱 F F型ストープ

防止装置
温度ヒューズ 雰閤気温度の異常上昇で合金をi容断させてガスを遮断する

給湯機 ・GCH熱源機

風呂釜・FF型ストープ

空だ き
フロート 浴槽内水位を7ロートで検出し、磁力によってガスを遮断する 風呂釜

圧力スイッチ 浴槽内水位を圧力の変化として検出しガスを遮断する 風呂釜
防止装置

ノてイメタ Yレ （過熱防止装置の項と問機） 風呂釜

過圧

防止装置
スプリング 異常圧力上昇によって押しかえされた弁が圧力を開放する 給J易機

J車 結 ノてイメタル パイメタルスイッチにより外気温を検出し凍結を防止する 給湯機・ Gc H熱源機

防止装置 低温作動弁 設定温度以下で強制的に水を排出して凍結を防止する 給i易機 ・GCH熱源、機
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市ガス警報器」の開発、普及もされている。

都市ガス警報器には、 一般住宅用と集合住宅用

があり、一般住宅用は室内警報専用タイプ、集合

住宅用は、戸外箸報型と管理人室などの集中管理

盤と結んだ集中管理システムに使われる。

機能的には、もしガスが漏れた場合、ガス漏れ

をキャッチすると同時にランプが点灯してガス漏

れを知らせ、 20秒間ガス漏れが続くとブザーで警

報する仕組みである。戸外警報型の場合、さらに

40秒たってもガス漏れが続いていると、戸外ブザ

ーとランプで知らせる。 また、集中管理システム

の場合、室内警報器の警報が一定時間続くと、集

中管理室のブザーも鳴るという万全な仕組みとな

っている。

都市ガス警報器は急速に普及して、昭和59年 9

月現在、約 122万台、普及率21%である。

警報器が作動した事例を分析してみると、図 9

のように、事故防止の上で明らかに効果が上がっ

ていることがうかがわれる。昭和55年 6月から昭

和57年 2月までの聞に東京ガス管内で都市ガス警

報器が作動したという報告があったケースは609件

あるが、そのうち最も多いのは器具に関するもの

で、 71.1%を占めている。その内訳としては、点

火ミス、立ち消え、ガステープル等の空気不足、

器具の不具合という順序となっている。このほか、

図9 都市ガス警報録原因別作動状況 （昭和55年8月一57年2月）
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給排気関係20.5%、接続不備4.9%、ガス栓関係

3%となっているが、都市ガス警報器の普及によ

って、たとえこのような使用上のミスがあったと

しても、かなり事故にいたるのを未然に防止する

ことが可能になったといえる。

3) 燃焼排ガス対策

不完全燃焼による CO中毒を防ぐためにはさま

ざまな努力が重ねられているが、なかでも、ガス

器具の給排気対策については、特に力が入れられ

ている。

c O中毒の主な原因としては、風呂釜、大型湯

沸器の排気設備の不備、小型湯沸器使用時の換気

扇不使用や窓を開けないことによる換気不良、開

放型ストープの換気不良などがある。

この対策としては、大別すると、

① 器具設置時の正しい給排気設備

② 給排気対策を配慮した器具の開発と普及

が挙げられる。

①については、昭和54年に設置者規制 （ガス事

業法：特定ガス工事設置監督法）が行われたこと

や、ガス工事の新設・増設等の際、正しい給排気

設備の設置を徹底したため、かなり改善された。

②については、大型機器である風呂釜、大型湯

沸器の開発の際、給排気設備の心配のない機器、

あるいはシステム、すなわち、 BF（自然給排気）

型、 FF（強制給排気）型、 RF（屋外設置）型機器

の開発を指向し、その安全が図られてきた。

(1）風呂釜、大型湯沸器

ガス事業者、機器販売業者等、機器設置に関

与する人たちは、給排気設備の完備を目指して努

力しているが、機器メーカーとともに、給排気設

備の心配のない機器、システムの開発普及にも努

めている。 この成果がBF、FF、RF型機器で

ある。

「BF型機器」とは、燃焼に必要な空気を給気筒

を通して直接戸外から取り入れ、燃焼後の排気も

自然対流によって直接外に出す方式で風呂釜や大

型湯沸器に用いられる。

つぎに、 「FF機器」は、燃焼に必要な空気は排

気筒を通して屋外から機器に直接取り入れ、燃焼
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後の排気は機器内のファ

ンによって強制的に戸外 、c事y担排典気芸持閃r ムL割ロ…出信門】

に出す方式で、風呂釜、 E 輸司ぶ室内〉

大型湯沸器、ストープな CF型 〈屋外〉 . BF型

どに用いられている。 自然排気 外給気排直気接

「RF機器」とは、屋外 給給水湯

設置型の機器のことで、 ガス，、完H ←下部換気口 ． 
屋外に設置し、 屋内へ給 開
湯するシステムであるか

ら給排気の設備が不必要 給気↑単品 ”a，ν-Frーニーzでf「ー目圃『晶.＆＇A戸p”マ eン

になる。 RF型 － 給湯 .. FF型
(2）小型湯沸器一一ー換気 屋外設置 給水 強制給排気

扇連動化と不完全燃焼防

止装置付き機器の普及 務協綴勿務綴~貌~グ勿務勿軍事，
小型湯沸器の安全な使

用のため、小型湯沸器を 図10 大型後器の排気システムの変遷

使用する場合、必ず換気扇を回すことを需要家に 4ガス設備の安全を

要請している。 また、法的にも、換気扇 ・窓等の 維持するための体制

設置されていない所には小型湯沸器を取り付けら

れないようになっている。

現在東京で販売している小型湯沸器はすべて換

気扇連動タイプとなっている。これは、 小型湯沸

器を使用すると自動的に換気扇が回って換気を行

うシステムが組み込まれているもので、換気不足

による CO中毒を防ぐ安全な仕組みということが

できる。

一方、小型湯沸器使用時の換気不良や経年劣化

により不完全燃焼した場合には、湯沸器を使えな

くなってしまうという「不完全燃焼防止装置付き」

器具が作られ、現在市販されている。

(3) ガスストープ

ガス事業者は、安全性が高く、暖房機能にも優

れた「FF型ストーブ」を勧めているが、安全度の

高い開放型ストープも局所暖房用として、その設

置性のよさ、価格の安さなどで魅力がある。

開放型ストープとしては、「不完全燃焼防止装

置」等の安全装置を装着した「ガスファ ンヒーター」

と不完全燃焼しにくい「赤火式ストープ」や赤外線

バーナーを使用したストープ等があり、これら安

全型機器の普及を図っている。

I ) 点検巡回の実施

ガス事業者は、3年に 1回以上、定期的に需要

家を訪ね、ガス管の検査をはじめ、給排気設備の

点検などを実施し、同時に器具の正しい手入れ方

法や安全使用上の注意点を知らせる定期保安巡回

を行っている。 しかし、ガス事故の絶滅のために

はどうしても需要家一人一人の注意が必要である。

このため、ガスの安全使用やガス器具の正しい手

入れ方法などについては、点検巡回の際はもちろ

ん、テレビ、新聞などのマスコミや地域の活動を

通じて、理解と協力を図っている。

2) 緊急時の対策－ 24時間の出動体制

ガス事業者は緊急時に備えて24時間の出動体制

を整えている。各事業所にサイレン付き緊急車や

無線車を配置し、休日や夜間でも係員が常時待機。

万一 ガス漏れなどが発生した場合には、消防署や

警察署との緊密な連携のもと、係員が直ちに迅速

かつ万全の措置がとれるように体制を整えてい

る。

（たけなか ふちお／東京ガス｛附営業技術部）

61 



’85予防時報141

根本順吉

1長期予報は科学ではない

誤解をおそれず妙な表題で書き始めたが、誤解

をおそれて、これをいくらか書き直すなら、長期

予報は科学だけではできない、ということになる

であろうか。

長期予報が科学でないなら、それは何になるの

か。 明らかにそれは技術である。 日本では絶えず

科 学技術”といい、技術は科学に従属するよう

な取り扱いを受けているが、さまざまな臨床技術

( T）は、科学（ s）だけでこれを実践することは不

可能で、必ず、経験、勘、適性、記憶などを要素

とする技能的側面（G）を伴う。すなわち、

T=S十 G

という構造になっている。 Sは客観的認識として

日進月歩だから、 Sの領域は次第に拡大していく。

これを反対側から見るなら、 Gの領域は絶えず S

の領域の拡大によって侵食されていく。 Tの理想、

はT=Sにすることで、そのような努力がさまざ

まな臨床分野で続けられている。

そのこと自身を私は否定するものではないが、

人間の科学が完全無欠な神様の科学でない以上、

必ずGを伴うものである。 さらにTは社会的要求

( D）の関数であり、次第に増大していく。 T===D

と考えると、

G=D-S 

になるから、もし Dの増大に Sが追いつかねば、

場合によっては Gが増大する場合すら生じ得るの

である。現場の実践や失敗を経験したことのない

学者や要路者は、予報が外れたりすると、すぐに

Sを増大する手だてを考えるが、それには岡目八

目的な面があることも否定できない。現場は非科
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学的な勘で仕事をしているから、ここで一つ科学

の面から活を入れてやろう、というわけである。

大変有難い話だが、現場では、それならその新

しい Sをもって貴方自身が実践してみては、とい

いたい。

最近の季節予報の外れの話を聞き、かつて現場

で仕事をしたことのある私が考えたことは、この

ようなことであった。現在、 SとGの割合は、短

期予報では s:80%、 G :20%といわれるが、長

期予報では s:70%、G :30%ぐらいである。 こ

のような割合が50年ぐらい以前とあまり変わって

いるように恩われないのは T===Dで、 Tが増大し

ているからである。

ここで一つ注意しておきたいことは、現場を経

験したことのない人の言い分にみられる一つの共

通した特徴である。 それは将来、必ず Sの拡大に

よって、非科学的な Gは征服されるであろう、と

いうように、話が決まって将来について語られる

ことで、現在、今どうしたらいいかについては語

られていない一一一あるいは、言きることができない

といってもいいかもしれない。これが岡目八日の

当然の限界といってもいいであろう。

2長期予報の外れる場合

1984年10月20日に気象庁が発表した全般寒候期

予報の1985年 1～2月の部分を抄出してみると、

次のようである。

“厳冬期（ 1 -2月）寒暖の変化が大きい見込み

です。寒気は西日本方面に南下し寒い時期があり

ましょう”

ここでは暖冬などとはまったくいっておらず、



おおよその傾向としては適中した予報であったの

に、なぜ”暖冬一転寒冬、気象庁「訂正します」”

(1985年 1月11日毎日新聞朝干IJ) といった見出し

をつけ、新聞等に書かれたのだろうか。

それは、 12月20日発表の 3か月予報において、

この寒候期予報が訂正されたからである。 この 3

か月予報は 1月中・下旬の暖冬傾向を予想したの

であるが、12月下旬になって偏西風に現れる様相

が大きく変わり、この暖冬予想を変えざるを得な

くなったのである。

ここで一つ注目せねばならぬことは、予報が必

ずしも目標に近づくほど精度が上がっていないと

いうことである。これをやや抽象的にモデルに描

いてみると、次のようになる。

長期予報はおおまかな傾向として Aを予報しよ

うというものであるが、目標に接近した時点では、

Aに重なる小擾乱Bが大きく前面に現れるため、

どうしても Bの傾向として予報を考えてしまうと

いうことである。

このような失敗は、特に梅雨明け時の長期予報

でよくすることである。おおよそ梅雨明けは 7月

15日だが、そこで梅悶が明けると、日本は熱帯気

候的な真夏の天気が続くことになる。これは天気

変化の一つの定石であるが、このような経過があ

るがために 7月中旬に発表される夏の長期予報は

どうしても良い天気を見込み勝ちとなり、 7月下旬

から 8月に入ってから低温になるという予報は、

なかなか出しにくいのである。

このような予報の技術的な面のほかに、新聞の

見出しにみられる誇張した表現による誤解という

こともあるであろう。だから、気象にはまったく

素人の人によってつけられた見出しだけで判断す

るのは危険であり、予報を本当に利用しようと思

ったら、内容までよく熟読せねばならぬのである。

さて、昨年 （1984）の夏は日本中猛暑となった

が、 3月10日に発表された暖候期予想では、 北日

本 ・東日本の夏期低温が懸念されていた。 これは

明らかに予想、が不適中であった例で、このように

実況と予報がまるで反対になってしまったような

場合をよく吟味することが、予報技術の向上にと

ってはも っとも大切なことである。

夏期低温が予想された根拠にはいろいろあるが、
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そのうちの重要な一つは“親潮の根が深い”とい

うことであった。“親潮の根が深い”ということは、

空間的にも時間的にもいえたことである。空間的

にというのは太平洋北方水域の水温の低い範囲が

広大であったこと、親潮の南端は、春先にはふつ

う三陸沖にあるものが、早くから銚子沖に達して

いた。また、北方の低水温域は 180度線を越えて

東方、西径 140度付近にまで達していた。さらに、

三陸沖では水深 300mまで水温が顕著に低く、宮

古では観測開始以来、最低の水温が観測された。

さらに時間的にというのは、北太平洋において、

大勢として北緯40度以北で水温が低く、南で水温

の高い状態が過去およそ 1か年にわたって続いた

ことである。時間的にもこのような水温の分布が

安定していたのである。

このような実況を目の前にした時、予報官はや

はり親潮の海域から吹きわたってくるヤマセ風を

考え、低温を懸念するのは当然と恩われる。私自

身、当事者であったら、やはりこの低水温を重要

視して夏期北日本の低温を予想、したであろう。

それがまるで反対になり、 8月には北海道では

平年よりも 3℃高い暑夏となり、この条件により

日本は 4年続きの不作年を脱出、昨年は豊作にな

ったのである。

ところで、この暑夏は全国的に 7月下旬から顕

著になったのであるが、暑夏が始まったころの真

夏の空には一つの異変が現れていた。 それは真夏

に特有のわき立つ雲一一一積雲、 積乱雲一一ーがほと

んど見られず、空は時には秋~を忠、わせるように

一点の雲もなく澄みわたっていたのである。

真夏にわき立つ雲一一一積雲が現れなかったこと

は、上下の対流を上からおさえる何ものかがあっ

て、上空から対流をおさえつければ雲はできない

はずである。 この上空から対流をおcさえつけたの

が、近ごろ注目されるようになったチベット高気

圧である。

チベ ッ ト高気圧とは、対流圏の上層 7- 8kmの

A 

図 l 長期傾向Aと、短周期痩乱Bの重なり
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高度にみられる上層の高気圧であり、その中心が

チベット付近にあるところからこの名がある。こ

のチベット高気圧が1984年は大変強く、その東に

張り出した部分には、中心がチベッ トから分かれ

た高気圧が、韓国の上空に停滞した。 この高気圧

が上空から対流をおさえつけたため、積雲はわか

ず、雲一つない晴天が続いたのである。

さて、それならチベット高気圧は、なぜ昨年に

限り特に強くなったのか。 これを考えるには、チ

ベッ ト高気圧の成因を考えねばならぬのであるが、

簡単にいうと、チベッ ト高気圧は極東ア ジアのモ

ンスーン （季節風）の反映として出現したもので

ある。

この季節風は大陸と海洋の大規模な温度差によ

って吹くものであるから、すでに述べたような太

平洋全域に及ぶ水温の異常があると、これは当然

季節風の吹き方にも大きく影響するはずである。

水温の異常な状態を与え、大気環流の数値実験を

行うと、本邦南方洋上で高気圧が強まるといった

結果も求められているのである。

以上のことを要約すると、太平洋の海水温の異

常があまりにも大規模なため、その直接の影響よ

りは大気大循環を媒介とした変化の方が顕著に現

れ、この大循環のパターンは西部太平洋で晴天が

持続したことなどのために、海水温を上昇せしめ、

その結果、低温をもたらす要因が変わってしまっ

たように思われるのである。

このことを事前に気付けば、おそら く予報がま

るで反対になるようなことも避けられたであろう

が、現実には、局所的な直接影響を重視したため

に見込み違いをしてしまったのである。

なお、ここでさらに因果の鎖をさかのぼるなら

北太平洋北部に1983年の問、持続的に現れた低水

温は、なぜ現れたかということである。 ここまで

さかのぼると見解がさまざまに分かれるが、 一つ

の考え方として、私は1982年のメキシコで起こっ

たエル ・チチョ ンの噴火を重平見したい。

この噴火は1982年 3-4月に起こったものであ

るが、この噴火はきわめて異常な形で太平洋の赤

道海域に、いわゆるエル ・ニーニョ現象を引き起

こした。 きわめて異常な形というのは、①通常の

エル・ニーニョとは半年遅れ、 6月に始まった、
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②高水温は東部太平洋の赤道海域に始まり、次第

に東に波及し、ぺルーの沿岸部にまで達した、こ

の2点である。 これは、初め赤道地帯に広がった

エル ・チチョンの噴出物が、低緯度地方の高層の

温度を高め、その影響で下層の貿易風を弱めたが

ために、太平洋西部に吹き寄せられていた高水温

の水が東に流れ、太平洋の島々に異常な高水位と

高水温をもたらしたものと考えられるのである。

1982年は低緯度地方の高水温としてエル・チチ

ョンの影響が現れたのであるが、 1983年になると、

噴火の影響は高緯度地方に及ぴ （これは、北極を

飛行する定期航空の遭遇した硫酸ミストによるガ

ラス〔アクリル製〕の著しい擦痕現象より確かめ

られている）、北極気団が優勢になることによ っ

て、そのまわりを取り巻く北極前線が5～ 10度南

下、その地帯は天気が連日悪いため、それが太平

洋および大西洋において北緯40度以北の低水温を

もたらしたものとみられるのである。

因果の鎖を登りつめた最後に火山の噴火が考え

られたということは、きわめて教訓的である。 も

しそうなら、火山の噴火とその影響が予知できぬ

限り、長期予報は不可能になってしまうからであ

る。だから、現在は火山まではさかのぼらずに、

その影響が、海洋とか大気の大循環に結果として

現れてから以後のプロセスを追い、その範囲で長

期予報が試みられることになるのである。

3異常気象のニつの特長

I ) 二酸化炭素問題

グローパルに観測された結果によると、大気中

の二酸化炭素は着実に増加しており、世紀初め以

来のその増加は10%以上に達し、増加傾向は近年

特に著しい。 この増加は化石燃料の消費および農

耕地の拡大、山林火災等が原因と考えられ、人為

的影響が大気全体に及んでいる事象として、近年

特に注目されていることである。

二酸化炭素は、その温室効果によって大気の温

度を上昇させるので、現在のレートで増加が続く

ならば、 21世紀にはそのため著しい高温時代が到

来すると考える学者も少なくない。

ところで、毎年現れる異常気象や気候変動を考



えたとき、二酸化炭素の影響はどのように考えた

らいいであろうか。それを考えるために、図 2を

よくみていただきたい。

北半球気混のこのような変化は、確かに注目す

べきことだが、 C02のトレンドを示したAの線と、

北半球の気温の変化Bを比較してみると、 Bの変

化から、そこに現れた周期的変化等を取り去るこ

とによってAのような長期傾向は取り出すことは

できても、 Aから Bはとうてい導き出すことは不

可能なことがわかるであろう。具体的にいうと、

たとえば1970年後半に現れた 2年周期はC02説か

らだけからは、どう説明するのか、 1981年の異常

高温の後、1982年は北半球気温は平年以下に下が

ってしまったが、この低下はC02説では一体どう

説明するのか、これをAだけからいうことがとう

てい不可能なことは明らかであろう。

そこで、現在は北半球気温の経年変化を考える

場合には、 C02の他に、太陽活動（s）と火山噴火

( v）の影響を加え、かなりよい近似的な変化が求

められているのである（予防時報139号〔1984〕、 P

26の図4参照）。すでに述べたように、火山活動の

グローパルな影響の予想は現在のところ不可能で
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般
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炭
素 330

0 5 
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行われてはいないから、以上のような説明は過去

の状況の説明としては可能でも、これを将来に外

挿し、予想することは不可能である。

それに、すでに述べた三つの要素による過去の

系列の説明のなかには、大気中の人為的な汚染物

質によるエーロゾルによる日射の日傘効果はまっ

たく考慮、されていないが、これをまったく無視し

てもいいかどうかはかなり疑問である。さらに、

C02の効果を考える場合に予想を困難にすること

として、それが人為的なことに主として依存する

ことが挙げられる。 もし多くの学者の考えるよう

に、地球の気温が急激に上がり、極地の氷などが

溶けて海面が上昇、低地の水没ということが現実

に起こるとすれば、これに対して人間はC02を放

出せぬようなエネルギー源を求めるとか、たとえ

C02は放出されても、それを除去するようなさま

ざまな工夫が行われるであろう。

2) 雨の降り方に現れた異常

私は“予防時報”の 136号 (1984）において、

最近の異常気象の一つの特長として、降悶レコー

ドの更新の幅の大きいこと、異常気象の定義（30

年以上に l回のまれな気象）の限界よりは、はる

かに桁を超え、統計的にいうと何百年、何千年、

ものによっては何万年に l度の現象の起こってい

ることを指摘した。

たとえば、 1980年 8月の福岡の雨量は 847mmて、

第 1イ立の記量表であるが、このイ直はそれまでの 439

mm (1958）のおよそ 2倍で、福岡管区気象台で見

積ったととろによると、これはおよそ2000年に l

度ぐらいの大雨である。私は、これは降悶の仕組

みに異常が現れたのではないかと懸念したのであ

ったが、この点の研究は現在なおまったく手がつ

けられていない。

ところで、福岡のこの大間に驚いていたところ、

そんな異常はまったく物の数にも入らぬような大

雨が南米のぺルーで降った。

表 lは東京都立大の野上道男氏の報告 (1984)

によるものであるが、この表でタララのごときは、

1880 19帥 1920 1940 1960 1980 

図2 二酸化炭素（C02）と南北両半球の年平均気温の変化

(New Scientist 1984年9月6日号による）

-o.s I 1983年 1-6月の半年間で平年値のおよそ 255倍

もの雨が降っているのである。年間の悶量がおよ

そlOmm程度の砂漠地帯に半年でこれだけの雨が降

ったのであるから、通常は水の流れていない川底
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だけの川は大洪水となり、砂漠の中に長さ 100km 

もある湖水が出現した。 日干しれんがで造った住

民の家は溶けて流され、そのための被害は甚大で

あったという。

異常気象もこれほどの異常になると、その正体

がいくらかわかりかけてくる。ペルーのこの大雨

は、いわゆるエル・ニーニョ現象に伴われたもの

であり、今まで海岸地帯で大気を安定化させてい

たぺルー寒流が、暖流に置き換わり、安定化作用

がまったくなくなると、ア ンデス山脈まで気流が

達するはるかに手前の海岸地帯から大雨が降り出

してしまうのである。すなわち、その置かれた環

境条件が変われば、気候の状態としてもまったく

違った状態が現れてしまうのである。

これは考えようによっては、天からの重大な啓

示といわねばなるまい。気候のあるべき平均状態

というのが決して一つではなく、環境条件次第で

はまったく違った気候状態が現れていることを示

しているからである。我々はそこでどんな場合に

このようなことが起こり得るかを考えてみなけれ

ばならない。

① 気団の境界域における現象

たとえば熱帯において年間の雨量Rは乾期（D) 

と雨期（W）の季節の悶量によって決まるが、これ

が、たとえば雨期になっても乾期を支配した気団

の勢力が強く R ( D +W）ー→ R(D）のよ うなこ

とになれば、現在のサへル ・スーダン地域にみら

れるように干ばつが持続することになるであろう。

反対にー→R(W）なら大雨、洪水の被害を受ける

ことになろう。

② ペルーの場合（1983）にみられるような境界

条件としての海水温の変化

③ 観測期間より、かなり長い周期的変化の一部

が、その期間に現れている場合 （インド洋のシエ

イシェル島の悶量のごとき ）

④ さまざまな要因のすべてが一方向にintegrate

される場合 （適当な例が見当たらぬが、可能性と

しては考えられる）

⑤ 降雨機構が変わった場合、たとえば、火山ガ

ス中のS02が大気中の水と反応して硫酸ミストが

でき、これが凝結核として働くことにより雨が降

りやすくなる仕組み、すでに例示した福岡の記録

的な降雨の説明として、セント ・ヘレンズの噴火

が考えられぬであろうか。

⑥砂漠の雨の特徴として、どんな仕組みかはわ

からないが、砂漠では通常ほとんど雨が降らない

が、降る時はまとまって多量に降る。これが観測

の不備から充分にわかっていなかったが、最近、

半乾燥地帯の開発が進むにつれ、こうした雨の降

り方のあることが気付かれるようになった。

異常な雨の降り方の理由としては、この他にも

さまざまの場合が考えられるであろう。以上に述

べた①～⑥の場合も決して独立したものではなく、

お互いに関連のあることかもしれぬ。 とにかく事

実として、まったく桁外れの大雨、反対に十数年

にも及ぶ干ばつ、たとえば、西アフリカのカポ・

べルデは緑の岬といわれるくらい雨の降る所であ

ったが、最近15年ぐらい雨が降っていない。 した

がって、 15歳未満の人は雨という現象を知らぬと

いう一一ーが各地で起こっているのであり、それが

普通の気候モデルでは説明がつかぬほどの稀現象

であることの問題意識をもって、その原因を調べ

ていくことが大切である。それにはまず、現在考

えられるさまざまの場合を仮説として提出し、こ

表｜ ベルー西海岸における 1983年前半の異常な大雨IC.録 （野上道男氏、 1鎚4による）

＼ トウンベス タ ラ ラ ピ ウ ラ チクラーヨ
(3"37'S) (4・38’S) (5"15’S) (6" 47'S) 

月 1983 平年 1983 平年 1983 平年 1983 平年

1 mm 21.4 167.1 0.1 408.0 5.6 37 .1 7 .3 353.9 

2 557.1 25.8 167 .o 0.5 304.0 8.2 3.0 2.5 

3 514.2 46.7 296目。 5.5 431.0 17.0 53.0 10.7 

4 530.0 32.8 400.0 0.4 653.0 4.3 85.0 2. 7 

5 1242.8 3.7 408目。 0.0 512.0 0.0 35.0 0.6 

6 550.3 0.2 217.0 0.0 178.3 0.0 13.0 1.0 

E十 3748.3 130.6 1655.1 6.5 2386.3 35.2 226.1 24.7 （観測点位置略図）
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れをよく吟味してみることである。そこで、その

ような観点から考えられるさまざまな仕組みを述

べた次第である。

4今夏の気象はどうなるか？

これについてのもっとも早い正式の暖候期予報

は、 3月10日に気象庁から発表されるものであり、

利用者はこれにもっとも重点をおいて判断すべき

である。長期予報に関する限り、どのような方法

でやっているかを詳細に吟味してみると、民間で

行われている方法は、気象庁のものに比べ、はる

かに技術的内容が劣っている。たしかに、そのよ

うな方法で長期予報を出して当たることはあるが

外れる場合も少なくないのであり、全体を総合す

れば気象庁の適中率の方が高い。たった 1回きり

の適 ・不適で優劣を判断してもらっては困るので

ある。

以上のような次第であるから、筆者自身も、 3

月10日のこの長期予報にもっとも信頼をおいて判

断しているわけである。 この発表以前になにがし

かの予報を発表するのはルール違反といわねばな

らぬのである。それで、現在の時点（ 2月初旬）

でいえることは、さまざまな過去の経験からどん

な可能性が考えられるかということであり、冒頭

で述べたGの面からの一つのアプローチとして考

えていただきたい。

私は正月に昔からの長期予報の同業者からたく

さんの賀状をもらうが、それには添え書きとして

今夏の予想に言及したものが少なくない。それら

のGを整理してみると、次のようなことになる。

① 今年か来年、凶年になる

② 来年か再来年に凶年になる

③ 大正以来の丑年を調べてみると、北海道の7、

8月の平均気温は、いずれも平年より高い。

以上の③は①の前半と矛盾するが、これらを総

合してみると、 1980-1983年と凶作・不作が続き

1984年に豊作になったが、 1984年から以後は、必

ずしも順調な天気になるとは限らぬということで

ある。

これについては、斎藤博英博士の発見した斎藤

の法則ともいえるべきことが参考になる。斎藤博
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士が北海道の夏の気温について調べたところによ

ると、低温年が群発生しているような太陽活動の

極小期の前後には、 1年だけ大変良い豊作の年が

含まれているということである。 このかなり良い

年が、どうやら昨年 （1984）に当たりそうに恩わ

れるのである。

たとえば、昭和初期の凶作群 （昭和6年、 9年、

10年）の中にあって、昭和8年は未曽有の大豊作

であった。 この年の夏は少雨猛暑であり、 40.1℃

という日本の最高温度の記録は、この年の 7月25

日山形で観測したものである。 この年の翌年の昭

和 9年が、有名な冷害年になったのであるが、西

日本は干ばつになり、室戸台風の被害 も忘れるわ

けにはいかない。同様なことは、約80年前の明治

30年代についてもいえる。明治30年代の凶作群は

明治30年、 35年、 38年および39年が顕著なもので

あり、明治32年、 36年は不作程度で収まったが、

明治37年は豊作であった。この明治37年を昨年に

対応させれば、今年は明治38年の大凶作年に当た

ることになる。

凶作群の中に 1年だけ豊作の年が入るというこ

とは、このほか天明時代にもいえることであって、

大変な凶冷になった天明 3年の翌年の4年は作柄

は良好になっているのである。

私は、このような過去の実例も重視したい。昨

年豊作になったとき、新聞は各社そろって政治の

減反緩和政策がおかしいと批判したが、新聞社に

は果たして過去のこのような事例が頭にあっただ

ろうか。

今年か来年は太陽活動の極小期となる。 そのよ

うな時期には太平洋高気圧の中心位置が平均より

も南下し、中心が東西二つに分裂することは、日

本の多くの学者により調べられた事実であるが、

このような気圧配置は、北日本の低温と西日本の

干ばつの共存を許す気圧配置である。

現在の長期予報においては、上層天気図の不備

等のため戦前までさかのぼった資料を充分使いこ

なしているとは思われない。 それをいくらか補う

意味から、数十年以上菅の過去の事例が、すでに

起こった過去の事例として、判断にいくらか役に

立つものと恩われるのである。

（ねもと じゅんきち／気象研究家）
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協会だより
日本損害保険協会の防災活動や損害保険業界の動き、とくに
防災活動を中山にお知らせするベ ジです。 協会の活動につ
いて、ご意見やご質問ガございまし芝ら、何なりとお気軽に
編集部＝当協会予防広報部防災課あてにお寄せください。

60年度全国統一防火標語決定

前号でもご案内いたしました、 60年度防火標語

の募集には、 全国より43'211点にのぼる多数の作

品が寄せられました。

この多数の応募作品の中から、選考委員による

厳正な審査の結果、次のとおり入選作品（1点）が

決定しました。 また、佳作（20点）には、下記の方

々の作品が選ばれました。

なお、入選作品は、昭和60年度の全国統一防火

標語として防火ポスターをはじめ、広く防火意識

の普及 PRに使用されることとなっています。

選考委員＝秋山ちえ子氏 （評論家）、川越昭氏

(NH  K解説委員）、高田敏子氏（詩人）、坂弘二

氏 （消防庁次長）、塙普多（日本損害保険協会副会

長専務理事）

入選 1点 （賞金20万円）

補いのは「消したつもり」と「消えたはず」

鳥取県倉吉市 山本広行さん（47歳）の作品

佳作20点（賞金各2万円）入賞者（敬称略）

北J賓釣治（北海道函館市）、 北島邦夫（宮城

県仙台市）、追分義治 （福島県いわき市）

下回かねこ （茨城県鉾田町）、 山下敬子（埼

玉県鴻巣市）、井上三夫（東京都練馬区）、

松本一美（東京都三鷹市）、大野木友（神奈

川県横浜市） 、島塚操（岐阜県岐阜市）、佐

々木龍夫（京都府京都市）、久保セツ子（大

阪府大阪市）、富永恵子（兵庫県明石市）、

山崎一男 （兵庫県赤穂市）、大国道昭（鳥取

県鳥取市）、菅田敦子（島恨県木次町）、 田

中早苗（島根県出雲市）、毛利忠義（島根県

加茂町）、 工藤利恵子（福岡県大牟回市）、

白崎久人（福岡県北九州市）、和田勉 （宮崎

県宮崎市）

自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）が改定さ

れます。

4月15日より自賠責保険の保険料率および保険

金額等が、次のとおり改定されます。

① 保険料率の引上げ （全車種平均29%)

② 死亡 ・後遺障害 1級の保険金額を 2,000万円

から2,500万円に引上げ
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③ 後遺障害2級から13級の保険金額を引上げ

(14級は据置き）

④ 死亡時の仮渡金 （当座の費用として先渡しす

るもの）を160万円から200万円に引上げ

59年度の防災講演会の開催件数は42固に

当協会では、 地域社会に対する防災意識の普及・

高揚に寄与することを目的に、各地の自治体 ・消

防本部との共催で防災講演会を開催していますの

59年度は、次の42か所で開催され、合計16,792

名の聴講を得ました。

〈防災講演会開催地一覧〉
開催月日 開催地 ア ? 

59. 4 16 三 浦市 災害時の，L、理

6 4 室蘭市 1陪

7 七尾市 地域防災と防火管理

7 2 署長野市 災害時の，し、理

18 滝川市 地域防災と防火管理

20 泉大津市 防火管理

8.8 北 見市 災害時の，心理

27 長岡阜市 地震における防災対策および防火対策

9. 4 君津市 災害時の心理

5 氷見市 昔の火災と今の火災

12 大阪市 災害時の心理

17 広島市 地域防災と防火管理

10. 8 巻 町 危険と人間～火災に備えるために

11 E国土’ぱ市 最近の火災傾向と防火管理

29 松江市 危機！~；凶lに白ける人llll ～ハニ γ クをさけるために

11. 5 高槻市 災害時の心理

8 新潟市 防火管理者と火災の知織

12 浜松市 災害時の，し、理

17 気仙沼市 災害現場に学ぶ防災対策

19 弘前市 地域社会と防火管理

M 下館市 火災現場に学ぶ防災対策

n 場釜市 技術社会と安全

22 金沢市 最近の火災の傾向と新しい防災

27 越谷市 防火管理

28 所沢市 火災の移り変りとこれからの火災

30 高知 市 遊離対策

12. 3 仙 台市 地域防災と防火管理

6 見附市 ” 
8 福知山市 地域における防災の心得

10 長 野市 地域防災と防火管理

12 大仁 町 災害時の，L、理

60. 2 .15 十和国市 防火管理

19 清水市 ” 
茅ヶ崎市 火災の移り変りとこれからの災害

w 札眺市 新しい火災と事故

20 豊橋市 災害現場に学ぷ防災対策

27 米子市 ，， 

3.5 御殿場市 防火管理

7 大分市 災害時の，心理

" 佐倉市 防火管理

12 佐世保市 ill!蝶対策

13 、廿日市町 防火管理



59年11月・ 12月・ 60年 1月

災害メモ

＊火災

en・15 愛媛県松山市大街道の雑

居ピル三烏ビル 1階から出火。 2、3

階ヘ延焼し、延べ約 800m＇全焼。 10

名死亡、 9名重軽傷。通路わきの段

ボール箱に放火したもの。

en・16 東京都世田谷区太子堂の

道路地下電話専用溝で火災。地下電

話ケーブル約 150mを焼失。電話約

90,000回線が不通となり、銀行のオ

ンラインシステムも停止。

en・25 大阪府高槻市東天川の民

家で火災。 l棟約90m＇全焼。 3名死

亡。

en・27 愛知県浦郡市西浦町のス

ーパーママの店2階から出火。 l棟

約165m＇全焼。幼児3名死亡。

en・28 東京都武蔵野市吉祥寺北

の民家で火災。 l棟約90m＇全焼。 2

名死亡、重体の2名も後日死亡。

e12・5 北海道札幌市笠平区のア

パートひまわり荘l階15号室から出

火。約 200m＇焼失。一酸化炭素中毒

で幼児3名死亡。・12・5 東京都高飾区白鳥の染物

会社栗原の乾燥工場から出火。 280

M焼失。反物約7,000万円相当焼失。

• 1 ・ 3 長崎県佐世保市高天町の

大衆かっぽうあかちょうちん従業員

咲から出火。 1棟約 210m•全焼。 4

名死亡、 l名重｛本。石油ストーブの

火が何かに燃え移ったらしい。・1・8 大阪府大阪市生野区中川

東の民家で火災。隣接住宅ヘ延焼し、

計4棟約 200m＇焼失 。5名死亡。放

火無理心中らしい。

・1・9 神奈川県川崎市宮前区の

丸西商事神署長川営業所倉庫から出火。

1棟約 660m•全焼。 商品のふろおけ

8,000万円相当焼失。

• 1 ・ 14 福岡県北九州市八幡西区

の飲食店街から出火。雑居ピルや店

舗兼住宅など3様、計15店舗、延べ

l ,030m＇全焼。消防士 1名負傷。・1. 28 宮城県塩釜市今宮町の民

家で火災。 l棟 30.35m＇全焼。 3名

死亡、 1名負傷。一度燃え上がった

石油ストープや座ぶとんなどの消火

の不始末らしい。

•1 ・ 31 東京都江東区亀戸の家具

製造森製作所l階焼却炉付近から出

火。アパートや住宅に延焼し、計ll

棟約 1,000M全半焼。44世帯75名被

災。

＊爆発

en・14 香川県坂出市宮下町のア

パートでプロパンガスが爆発、炎上。

152m＇全焼。3名死亡、 l名盤Hk。

貴陸上交通

en・5 栃木県那須郡那須町の国

道4号で、マイクロパスが大型ダン

プカーと正面衝突。さらに乗用車が

追突。7名死亡、 3名重軽傷。

en・18 神奈川県平塚市四之’自ーの

市道交差点で、乗用車とライトパン

が衝突。さらにライトパンは電柱に

激突し大破。3名死亡、 2名重傷。・12・15 栃木県下都賀郡都賀町の

東武日光線家中一合戦場開の踏切Jで、

立ち往生していた乗用車に下り特急

きぬが衝突。乗用車は引きずられて

炎上。乗用車が線路に車輪を落とし

たため。・12・21 群馬県甘楽郡下仁田町の

上位電鉄の下仁田一千平間の赤津信

号所付近で、上り ・下りの電車同士

が正面衝突。 1名死亡、 125名重軽

傷。下り電車の運転士の居眠りによ
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る赤信号の見落としらしい。・12・26 茨城県鹿島郡鉾回町の県

道で、乗用車が縁石に乗り上げ暴走、

コンクリートプロックぺいに激突し、

大破。 5名死亡、 1名重傷。無免許

のうえ、スピードの出し過ぎ。

• 1 ・ 2 北海道空知管内長沼町の

道道札幌ー夕張線で回送パスと乗用

車が正面衝突。乗用車は大破。 3名

死亡、 3名重軽傷。パスのセンター

ライ ンはみ出し。

• 1 ・ 15 千葉県千葉市大森町の京

葉道路上り線で、乗用車同士が正面

衝突。双方とも大破。 2名死亡、 9

名重傷。パトカーに追跡された乗用

車が同道路を逆走したため。

• 1 ・ 22 埼玉県三郷市戸ヶ崎の県

道で、大型オートパイが2人乗りの

自転車に追突。3名死亡。・1・28 長野県長野市俗更町の国

道19号で、スキーパスが笹平ダムに

転洛 （グラビアページへ）。

＊海援・12・22 静岡県南伊豆町石廊崎西

南j中約8kmの海上で、貨物船ステー

卜・オプ ・アンドラ・プラディッシ

ュ （14,274t . 49名乗組）と貨物船

天祥丸 （496t . 6名乗組）が衝突。

天祥丸は沈没。 5名行方不明。

• 1 ・ 29 長崎県五島 ・大瀬崎灯台

西南西約 130kmの東シナ海で、コン

テナ船ワへイエース号 (l,993t.20 

名采組）の船体が傾き、 3名死亡、

14名行方不明。

＊自然・12・31 長野県北アルプス ・穂高

速峰明神岳ひょうたん池付近で、表

層雪崩が発生。雪の墜を横断中の川

崎市役所山岳会6名パーティが遭難。

2名死亡、 l名行方不明。・1・4 年末から長野県北アルプ

ス・後立山述峰の鹿島槍ヶ岳へ入山
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した川崎柴笛クラブの6名パーティ

が行方不明。・1・4 年末から長野県北アルプ

ス・後立山述峰縦走ヘ向かった宝塚

山の会の4名パーティが行方不明。

• 1 ・ 5 長野県飯山市寿の信濃平

スキー場で、表層雪崩が発生。 l名

死亡、 5名負傷。

ヲーその他・12・7 東京都新宿区神楽坂の地

下鉄有楽町線飯田橋駅構内の、エス

カレーターが急停止、乗っていた小

学生団体が将棋倒し。28名重軽傷。

e12・14 東京都大田区東六郷の多

摩川にかかる旧六郷橋の解体作業中

鉄橋 （重さ約 550t）が落下。4名

死亡、 14名重軽傷。橋げた移動用の

工事げたが弱く、支え切れなかった

らしい。・12・26 愛媛県今治市波止浜の造

船所太平工業波止浜分工場で、クレ

ーンが組立工場に倒れ、作業中の2

名死亡、 7名重軽傷。

e1・11 北海道三笠市高美町の民

家で、 一酸化炭素中毒で3名死亡。

灯油ボイラーの煙突接続部分がはず

れたため。

• 1 ・ 15 静岡県静岡市下川原の民

家で、瞬間湯沸かし器が不完全燃紘

一酸化炭素中毒で4名死亡。

• 1 ・ 28 山形県新庄市城西町の民

家で、 一酸化炭素中毒で5名死亡。

石油iii!..風ヒーターの排気管がはずれ

たため。

＊海外・11・1 フィリピン・マニラ繁華

街マビニ通りのアンパサダーホテル

で火災。11名死亡、数十名負傷。

•11 ・ 9 フィリピン・マニラ繁聖書

｛封マピニ通りのラスパルマスホテル

で火災。 7名死亡、 11名負｛話。・11・19 メキシコ市効外メキシコ

70 

石油公社燃料ガス貯蔵基地で、ガス

タンクが次々爆発。民家約 600軒崩

壊。337名死亡、5,000名以上重軽傷。

•11 ・ 23 インド南部で、ハリケー

ンによる豪雨のため、 517名死亡。

•12 ・ 2 インド ・ボパール市近郊

のユニオンカーパイ卜社でガス漏れ

事故（グラビアページヘ）。

e12・5 台湾・ 三峡町の炭鉱でガ

ス爆発による落盤事故発生。27名死

亡、 68名も絶望とみられる。

• 1 ・ 9 仏・パリ北方のグランビ

リエの養護老人ホームで火災。24名

死亡。

• 1 ・ 11 韓国 ・忠清北道永岡郡深

川面で、路線パスが橋の上から鈴江

に転落。38名死亡。凍結した路面で

のスリ ップ。

e1・13 バングラデシュ・ダッカ

北西約 300kmのベラマラ駅近くで、

走行中の列車が炎上。 150名死亡、

300名以上負傷したらしい。電気の

ショート。

• 1 ・ 13 エチオピア ・アジスアペ

パ東方約 200kmのアワシュ付近で、

列車が脱線し渓谷に転落。 418名死

亡、 559名負傷。

• 1 ・ 18 中国・山東省済南市の空

港で、双発プロペラ機アントノフ24

型機（乗員乗客41名）が着陸に失敗。

38名死亡、 3名重傷。

• 1 ・ 19 キューパ・ハパナのホセ・

マルチ空港を離陸したキューパ航空

旅客機 ILl8（乗員乗客40名）が墜落

炎上。全員死亡。

• 1 ・ 21 米 ・ネパダチト｜リ ノ空港約

5 kmで、米ギャラク シー航空国内線

旅符機ロ ッキードエレクトラ機 （乗

員采符68名）が墜落、炎上。66名死

亡。・1・27 台湾・大馬嶺の山道で、

日本人ツアーを乗せた観光パスが約

50m下の谷底ヘ転落。2名死亡、 25

名重軽傷。

組集委員

赤木昭夫 NH K解説委員

秋国一雄 災害問題評論家

安倍北夫 早稲田大学教授

生内玲子 評論家

岡本博之 科学警察研究所交通部長

北川浩司 大正海上火災保険鮒

小池次雄 東京消防庁予防部長

塚本孝一 日本大学講師

根本順吉 気象研究家

森島淳 千代田火災海上保険鮒

森宮康 明治大学教授

編集後記

．第4四半期になると、わが防災課

も多忙をきわめます。奥さま防災博

士の表彰式、防火標語の募集などの

イベントに加えて、期末ヘ向かつての

各事業の締めくくり、来期の予算づく

り等々 。．防火標語の選考会場から戻

って、デスクでホッと一息。締め切

りギリギリの後記を舎かねばと、災

害メモのゲラに目を通して、驚きま

した。起きてから少なくとも半年以

上にはなると思っていた東京・世田

谷の電話ケープル火災や、莫大な死

傷者のでたメキシコのガスタンク爆

発、インドの化学工場の毒ガス流出

事故からまだ3か月半ほどしかたっ

ていないのです。．あの事件はいつ

だったかという記憶はまったく当て

にならぬことを実感。同時に、災害

メモに対する読者の期待が意外に大

きいことにナットクした次第です。

（仙波）
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スキーパス、
笹平タムに転藩。
昭和60年｜月28日午前5時45介ごろ、長野県

長野市f言更町の国道19号線カーブで、日本福

祉大学生ら46名が乗った三重交通の貸し切り

パスが、カーブを曲がり切れずスリップし、

ガードレールを突き破町、犀川の東京電力笹

平ダムに転落。水深約 Smの湖底に沈没。21

名が自力で脱出したが、 25名死亡、 8名が重

軽傷をおった。現場付近は、道幅 9m、約 3

cmの雪が踏み固められて路面は凍結してお町、

非常に滑りやすい状態だった。また、パスは

普通タイヤで、チェーンを後輪ダブルタイヤ

の外側だけにしか装着していなかった。

欄で土砂崩れ、死者1路、臨側名
昭和60年 2 月 15日午後 6時30~争ごろ、新潟県西頭城郡青海

町玉ノ木地区で、国道8号線に面した人家裏山の土砂約5

万m’が崩れ、民家など 7棟が倒捜。 10名カ<JE亡、 4名が重

軽傷をおった。

この地域l立、地質がもろく、斜度40度以上の急こう配を背

にする土砂崩れの常陵地帯だが、数日来の暖気て習が溶け

さらに爾が降ったため地盤がゆるみ、一気に土砂崩れを起

こしたらしい。



国軍E
産業災害史上最大、
ガス漏れで
死者2.000名以上
昭和59年12月2日午後11時30介ごろ、インド中部のマドヤ

プラデシュ州ボパール近郊にある殺虫剤製造工場「ユニオ

ン・カーバイト社」で、有毒ガス漏れ事故が発生。有毒ガ

スは、工場周辺の住宅密集地をはじめ、市外周辺の 8町村

に広が町、中毒患者が病院へ殺到した。同月 6目、インド

政府は、死者は 2,000名を上回ったと発表。約20万名が事

故のなんらかの影響を受けた模様。



刊行物／映画ご案内
防災誌

予防時報（季刊）

奥さま防災ニュース（煩月刊）

防災図書

高層ホテル・旅館の防火指針

石油精製工業の防火・防爆指針

石油化学工業の防火・防爆指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

コンヒ．ュータの防災指針

ビル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

旅館・ ホテルの防火（堀内三郎著）

そのと き1あなたがリーダーだ（安倍北夫著）

事例が語るデパートの防火（縁本孝一著）

自のつけどころはここだ1ー工場の防火対策一

人命安全一ビルや地下街の防災一

改訂工場防火の基礎知識（秋田一雄著）

理想のビル防災ービルの防火管理を考えるー

大地震に備える一行動心理学からの知恵一（安倍北失著）

とつぜん起こる大地震

暮らしの防災ハン ドブック

防火管理必携

クイス・防災ゼミナール

業態別工場防火シリーズ

印刷および紙工工業の火災危険と対策

製材および木工業の火災危険と対策

織布、裁断・裁縫、帽子製造工業の火災危険と対策

プラスチック加工、ゴム・ゴム材加工工業の火災危険と対策

菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

電気機械器具工業の火災危険と対策

染色fl理および漂白工業の火災危険と対策

皮革工業の火災危険と対策

パルプおよび製紙工業の火災危険と対策

製粉・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険と対策

酒類製造工業の火災危険と対策

化粧品製造工業の火災危険と対策

映画

おっと危いマイホーム〔23分〕

工場防火を考える 〔25分〕

たとえ小さな火でも（火災を科学する）〔26分〕

わんわん火$だわん〔18分〕

ある防火管理者の悩み〔34分〕

友情は燃えて〔35分〕

火司Eと子馬〔22分〕

火災のあとに残るもの〔28分〕

ふたりの私〔33分〕

ザ・ファイヤー・ Gメン〔21分〕

煙の恐ろしさ〔28分〕

パニックをさけるために（あるピル火災に学ぶもの）〔21分〕

動物村の消防士〔18分〕

繍害保険のAB C 〔15分〕

映画は、 防災講演会 ・座談会のおり、ぜひご利用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔北海道＝（011)231-3815、

東北＝（0222)21-6466，新潟＝（0252)23-0039、繍浜＝（045)681-1966、静岡＝(0542)52-1843、金沢＝（0762)21ー1149、

名古屋＝（052)971ー1201、京都＝（075)221-2670、大阪＝（06)202-8761、神戸＝（078)341-2771、広島＝（0822)47-4529、

四国＝（0878)51-3344、福岡＝（092)771-9766〕にて、無料貸し出ししております。

社団
法人 日本損害保険協会 記~~t務官空間旬お01
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設 日本損害保険協会
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東亜火災

東京海上

東洋火災

同和 火災

日動 火 災

日産火災

大成火災

太陽火災

第一火災

大東京火災

大同火災

千代田火災

朝日火災

オールステート

共栄火災

輿 E 火災

住友海上

大正海上

日本損害保険協会の防災事業

交通安全のために一一一一一一火災予防のために一一一一

．救急車の寄贈 ．消防自動車の寄贈

・交通安全機器の寄贈 ．防火ポスターの寄贈

．交通遺児育英会への援助 ・防火標語の募集

・交通安全展の開催 ・奥さま防災博士の表彰

．交通債の引受け ．消防債の引受け
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